




建 学 の 精 神
　国際的視野に立った良質の教育、研究および医療の実践を通して至誠仁術を体現

する医療人を育成する

学　　　　　是
　『至誠仁術』

大阪医科薬科大学の理念
　建学の精神及び学是（至誠仁術）に基づき、国際的視野に立った教育、研究或い

は良質な医療の実践をとおして、人間性豊かで創造性に富み人類の福祉と文化の発

展に貢献する医療人を育成する。

大阪医科薬科大学の目的
　本学の理念に基づき、豊かな人間性と国際的視野を備えた次の人材を育成するこ

とを目的とする。

（1）�人類共通の課題である健康の維持増進並びに疾病の予防と克服及び苦痛の軽
減に努める人材

（2）�変化する社会に対応し最新の知識と最良の技術を生涯学び続ける人材
（3）�地域医療から世界に通じる研究開発にわたる領域で探究心を持って活躍する

人材

薬学部薬学科の目的
　本学の目的に基づき、薬学部薬学科の目的は、次の各号のとおりとする。

（1）�生命の尊厳と人権の尊重を基本に、人々の生き方や価値観を尊重できる豊かな
人間性を育成する｡

（2）�多様な人材と共同し､薬学や医療の分野で国際的に通用する新しい知識や技術
を創造できる能力を育成する｡

（3）�科学的知識と倫理的判断に基づき、薬学に関する専門知識､情報や技術を効果
的に活用した医療が実践できる能力を育成する｡

（4）�薬剤師として地域社会の特性を学び、多職種と連携し協働してさまざまな健康
課題に取り組むことができる能力を育成する｡

（5）�薬剤師として専門能力と教育能力を自律的に探求し、継続的に発展させる基本
的姿勢を育成する｡
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薬剤師として求められる基本的な資質・能力
薬剤師は、豊かな人間性と医療人としての高い倫理観を備え、薬の専門家として医療安
全を認識し、責任をもって患者、生活者の命と健康な生活を守り、医療と薬学の発展に寄
与して社会に貢献できるよう、以下の資質・能力について、生涯にわたって研鑽していく
ことが求められる。

1．プロフェッショナリズム
豊かな人間性と生命の尊厳に関する深い認識をもち、薬剤師としての人の健康の維持・
増進に貢献する使命感と責任感、患者・生活者の権利を尊重して利益を守る倫理観を持
ち、医薬品等による健康被害(薬害、医療事故、重篤な副作用等)を発生させることがないよ
う最善の努力を重ね、利他的な態度で生活と命を最優先する医療・福祉・公衆衛生を実現
する。

2．総合的に患者・生活者をみる姿勢
患者・生活者の身体的、心理的、社会的背景などを把握し、全人的、総合的に捉えて、質
の高い医療・福祉・公衆衛生を実現する。

3．生涯にわたって共に学ぶ姿勢
医療・福祉・公衆衛生を担う薬剤師として、自己及び他者と共に研鑽し教えあいなが
ら、自ら到達すべき目標を定め、生涯にわたって学び続ける。

4．科学的探究
薬学的視点から、医療・福祉・公衆衛生における課題を的確に見出し、その解決に向け
た科学的思考を身に付けながら、学術・研究活動を適切に計画・実践し薬学の発展に貢献
する。

5．専門知識に基づいた問題解決能力
医薬品や他の化学物質の生命や環境への関わりを専門的な観点で把握し、適切な科学的
判断ができるよう、薬学的知識と技能を修得し、これらを多様かつ高度な医療・福祉・公
衆衛生に向けて活用する。

6．情報・科学技術を活かす能力
社会における高度先端技術に関心を持ち、薬剤師としての専門性を活かし、情報・科学
技術に関する倫理・法律・制度・規範を遵守して疫学、人工知能やビッグデータ等に係る
技術を積極的に利活用する。

7．薬物治療の実践的能力
薬物治療を主体的に計画・実施・評価し、的確な医薬品の供給、状況に応じた調剤、服
薬指導、患者中心の処方提案等の薬学的管理を実践する。

8．コミュニケーション能力
患者・生活者、医療者と共感的で良好なコミュニケーションをとり、的確で円滑な情報
の共有、交換を通してその意思決定を支援する。

9．多職種連携能力
多職種連携を構成する全ての人々の役割を理解し、お互いに対等な関係性を築きなが
ら、患者・生活者中心の質の高い医療・福祉・公衆衛生を実践する。

10．社会における医療の役割の理解
地域社会から国際社会にわたる広い視野に立ち、未病・予防、治療、予後管理・看取り
まで質の高い医療・福祉・公衆衛生を担う。
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薬学部薬学科

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

　本学薬学部において学士（薬学）の学位を授与される者は、薬剤師としてのプロフェッショナリズムを十

分に理解し、社会が求める薬剤師としての能力を将来にわたって継続的に発展させる上で基盤となる以下

の内容を実践できるものとする。これらの内容に関して別途定める基準に到達している場合に学位を授与

する。

①　プロフェッショナルとしての基盤

　薬剤師としての責務を認識するとともに、法令を遵守し、高い倫理観と責任感をもち、幅広い教養と豊か

な人間性と国際的な視野を身に付けたうえで、患者をはじめとする他者に対して敬意をもって誠実な態度

で医療に関わる。

②　コミュニケーションと多職種連携

　多様な背景を持つ患者や地域住民、医療関係者、教育者、研究者などと良好な人間関係を築いて適切な情

報の収集や提供を行い、他職種の職能や考え方を理解ならびに尊重するとともに、様々な情報を共有し、連

携して医療などの職務にあたる。

③　社会的貢献

　薬学・医療に関する情報の収集・発信に必要な語学能力と国際的視点を持ち、研究活動や臨床現場で得

られた知見を適切に利活用し、国際社会や地域社会において人々の疾病の予防、健康の回復・維持・増進、

公衆衛生の向上に貢献する。

④　問題解決

　研究活動や臨床現場はもとより様々な局面において解決すべき課題を見出すとともに、薬学的知識・技

能や経験などを統合し、先端技術や情報処理技術を適切に利活用して、根拠に基づいて解決に向けて取り組

む。

⑤　薬物治療の実践

　患者の病態だけでなく、患者およびその家族の社会的背景や心理の変化にも配慮し、医薬品の特性の理解

と科学的根拠に基づく総合的な評価に依拠した医薬品の供給、調剤、患者教育、処方設計の提案、患者の状

態の把握を通じて、薬物治療の有効性と安全性を担保することにより患者の療養に貢献する。

⑥　自己研鑽と共育

　薬学・医療に関わる者として、自らの行動を常に省察し、能力の向上を目指して他者と共に学び高めあ

い、後進の育成に努める。
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薬学部薬学科　アウトカムとコンピテンシー

DP－①　プロフェッショナルとしての基盤
アウトカム
　薬剤師が命に関わる専門職であることを自覚し、薬のプロフェッショナルとしての誇りと責任
をもって振舞う。（資質・能力１～１０）

コンピテンシー
１．�常に、自己の心身を健康に保ち、関連する法令や社会のルールを守り、周囲に配慮して、身
なり、態度、言葉遣いなどにおいて人々の模範となるように行動し、それを省察する。

２．�薬剤師は生命に関わる医療の専門家であることを常に意識し、高い倫理観と責任感をもっ
て、その使命を果たす。

３．�人文科学、社会科学、自然科学などに関心を持ち、自らの教養を深め、多様な文化や価値観
を尊重し、敬意をもって他者に誠実に接する。

�
DP－②　コミュニケーションと多職種連携
アウトカム
　医療人として、他者と適切なコミュニケーションを取り、患者や多職種などとの良好な関係を
築き連携して医療に参画する。（資質・能力２，７，８，９）

コンピテンシー
１．�人の行動や心理を理解するための基本原理とこれらに影響を与える要因を理解し、多様な背
景を持つ患者や地域住民、医療関係者、教育者、研究者などと良好な人間関係を構築する。

２．�互いに納得できる結論を導くために、他者の意見を理解するよう努め、自分の考えを相手の
状況やその場に適した方法で的確に伝える。

３．�医療・福祉に関連する様々な専門職の役割を理解し、互いの専門性を尊重しつつ協力・連携
して薬剤師としての役割を果たす。

DP－③　社会的貢献
アウトカム
　薬剤師の使命を認識し、公衆衛生の維持・向上などを通して社会に貢献する。（資質・能力２，
４，７，１０）

コンピテンシー
１．�様々な言語で発信される薬学・医療に関する情報を収集、評価して提供することや、研究活
動や臨床活動で得られた知見を国内外に向けて発信することで、人々の疾病の予防、健康の
回復・維持、公衆衛生の向上に貢献する。

２．�地域の人々に対して、ヘルスリテラシーの向上、疾病の予防、健康の維持・回復を目的とす
る情報を提供し、地域の人々とともに活動する。

３．�貧困・災害・環境などの社会や自然に関する問題に対し、公衆衛生の維持・向上を目指して
活動する。

DP－④　問題解決
アウトカム
　臨床の場や研究の場のみならず、自身が直面する状況において幅広い視野で物事を捉え、課題
を見出し、それを解決する。（資質・能力４，５，６，７）
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コンピテンシー
１．�日頃から探求心をもって物事を深く観察することにより、研究活動や臨床現場はもとより
様々な局面において解決すべき問題点を見出す。

２．�知識や技能、蓄積された経験を統合し、また、先端技術や情報処理技術を効果的に活用する
ことにより、問題解決のための適切なプロセスを立案し、実行する。

３．�実験・観察などにより得られたデータを後の検証に耐え得るよう適切に取り扱い、科学的な
考察を加えて活用する。

４．�問題解決のプロセス、およびそれらから導き出された結果を批判的に吟味し、さらなる問題
解決に活かす。

DP－⑤　薬物治療の実践
アウトカム
　薬剤師が人の命に関わることの責任を深く認識し、患者・家族にとってより良い薬物治療を提
供する。（資質・能力４，５，６，７）

コンピテンシー
１．�生命活動を理解した上で、各ライフステージでの心理的・社会的背景を踏まえて人の営みを
多角的に捉える。

２．�人の健康に影響を与える様々な内的、外的要因や病態の成立機序について理解した上で、患
者の状態を継続的かつ的確に把握し、薬学的な視点で考察することにより、その時々に最適
な薬物治療を根拠に基づき提案する。

３．�薬物の物性、作用、体内動態、製剤学的特性に基づいて、人体に適用した際のリスク・ベネ
フィットを考慮し、適切に対応する。

４．�医薬品の品質を担保し、患者が必要とする医薬品を正確かつ迅速に供給するとともに、医療
安全に配慮し、危険を予測しながらその回避に努める。�

５．�患者、家族の社会的背景や心理の変化を考慮し、社会保障制度や医療経済にも配慮したうえ
で、納得して治療に参加できるよう、個々の患者に応じた薬物治療を提案する。

６．�薬物治療の立案、実施、評価の各段階で、客観的事実と自らの考察・判断を医療文書として
適切に記録し、伝達して共有する。

DP－⑥　自己研鑽と共育
アウトカム
　薬剤師が医療人であることを認識して、常に研鑽するとともに、他者との共育を進める。（資
質・能力３，７，８）

コンピテンシー
１．�薬学・医療に関わる者として、自らの行動を常に省察し、能力の向上を目指して、最新の知
見や技術の修得に努める。

２．自らの知識や技能、経験を同僚や後進と共有し、互いに成長できるように行動する。
３．�教育理論などに基づく効果的な指導法を身に付けて後進を指導し、後進の行動に価値ある変
化をもたらし、その成長に貢献する。

※「薬学教育モデル・コア・カリキュラム（令和４年度改訂版）」では、10項目の「薬剤師とし
て求められる基本的な資質・能力」が示されている。各アウトカムと関連する資質・能力の番号
を文末の括弧内に記載している。
�
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薬学部薬学科

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

　本学薬学部のカリキュラムは、ディプロマ・ポリシーを具体化したアウトカムに達した者が示すコンピ

テンシーを醸成するための教育を提供することを目指す。また、本カリキュラムでは、体系的かつ段階的に

学習を進めるとともに、学問領域を横断あるいは縦断した統合的な学びが行えるように授業間の連携を重

視して構成する。そのため、複数の科目内容を連携させた演習を種々の学年に配置する。また、コンピテン

シー醸成の基盤となる内容に関しては、その学び易さを考慮して学問領域ごとの科目配置も行う。

　以下に、ディプロマ・ポリシーの項目毎にアウトカムを提示した上で、その達成のための方針を示す。

１．プロフェッショナルとしての基盤 

（アウトカム：薬剤師が命に関わる専門職であることを自覚し、薬のプロフェッショナルとしての誇りと

責任をもって振舞う）

　深い教養を身に付けていくための科目を1年次から置くとともに、薬剤師が果たすべき責務や医療人とし

ての倫理に基づく行動を醸成するための科目を1～6年次にわたって配置する。また、1年次を含む複数年次

に社会の中で学ぶ体験型学習の機会を設ける。さらに5年次に配置する臨床実習によって、プロフェッショ

ナルとしての姿勢を深める。

２．コミュニケーションと多職種連携

（アウトカム：医療人として、他者と適切なコミュニケーションを取り、患者や多職種などとの良好な関係

を築き連携して医療に参画する）

　コミュニケーション能力醸成のため、初年次教育、語学教育、体験型学習、演習型学習、学部連携学習な

どにおいて、SGD（Small�Group�Discussion）やプレゼンテーション、PBL�（Problem-Based�Learning）、

TBL�（Team-Based�Learning）などを取り入れる。また、4年次に薬剤師として必要なコミュニケーション

スキルを学ぶ講義・演習科目を配置する。さらに、他職種の理解や他職種と良好な関係を構築するための基

盤を培うため、１年次から学部連携学習科目を配置する。5年次の臨床実習では、薬局や病院において、患

者やその家族に対する面談や指導に取り組むことに加え、他学部学生や多職種との連携を実践する。

３．社会的貢献 

（アウトカム：薬剤師の使命を認識し、公衆衛生の維持・向上などを通して社会に貢献する）

　薬剤師としての社会貢献活動を実施する能力を修得するため、医療人や患者・生活者の立場を理解し、実

社会での地域貢献活動に接する体験型学習を、１年次を含む複数年次に設ける。また、国際的な視点や感覚

に基づく情報の収集・発信に必要な語学能力を醸成するため、1年次から複数年次にわたって語学科目を配

置する。加えて、2～4年次に公衆衛生に関する理解を深める講義・演習・実習科目を配置する。これらの段

階的な学びを経て、5年次における臨床実習を通して、薬剤師の社会的役割を実践的に学ぶ。

４．問題解決 

（アウトカム：臨床の場や研究の場のみならず、自身が直面する状況において幅広い視野で物事を捉え、課

題を見出し、それを解決する）
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　課題の発見・解決における基本的な考え方や取り組み方を身に付けるために、PBLやTBLを取り入れた

初年次教育やそれに続く演習を実施する。また、1～4年次に研究や臨床の場における問題解決に必要な知識

やその理解を深めるための講義・演習を配置するとともに、研究における基本的手技や医療現場における

エビデンス構築の一般的手法を身に付けるための基礎実習を配置する。さらに、統計学的手法を学ぶ科目を

2年次以降に、適切に情報を収集・解析・活用できる能力を身に付けるための科目を１年次から複数年次に

わたって配置する。加えて、より高度で実践的な問題解決能力を身に付けるため、4～6年次にわたって取り

組む卒業研究、5年次の臨床実習を配置する。

５．薬物治療の実践

（アウトカム：薬剤師が人の命に関わることの責任を深く認識し、患者・家族にとってより良い薬物治療

を提供する）

　薬物治療に関連する基礎知識を修得する薬学専門科目に加えて、疾患の病態や薬理、薬物治療を統合した

科目を1～4年次に配置する。また、薬事制度や社会保障制度に関する理解を深める科目を3年次から配置す

る。並行して基礎薬学系領域から医療・臨床薬学系領域にまたがる連携演習を設定する。5年次の臨床実習

では、実際の患者などに対する実践的な薬物治療の学習を行う。また、基礎から臨床までを統合して学ぶ統

合型演習を臨床実習の実施前と実施後に配置する。

６．自己研鑽と共育

（アウトカム：薬剤師が医療人であることを認識し、常に研鑽し続けるとともに、他者との共育を進める）

　未知なる課題に取り組む卒業研究、正確かつ最適な情報を必要とする臨床実習を配置し、自ら積極的に学

び、生涯にわたって自己研鑽する姿勢を涵養する。また、後進を育成する能力の基盤を培い、チーム医療の

観点からも必要な共育という認識を養うために、薬学における教育の基礎を学ぶ機会や後輩を指導する機

会を設ける。

　上記のように編成した教育課程では各科目の教育内容に応じて、アクティブラーニング、体験型学習、オ

ンライン教育、LMS（Learning�Management�System）などを活用した学修を実践する。

　上記のアウトカムは、別途定める本学のアセスメント・ポリシーおよび本学薬学部のアセスメント・プ

ランに基づき評価する。特に、科目レベルの学修成果については、その特性に応じて筆記試験、口頭試験、

実地試験、レポート、ポートフォリオなどにより評価する。パフォーマンスの評価に際しては、ルーブリッ

クを活用する。
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大阪医科薬科大学　薬学部　アセスメントポリシー
■　機関レベル（大学レベル）
　大阪医科薬科大学では、教育の成果を可視化し、教育改善を恒常的に実施する目的で、各学部で定めたアド
ミッションポリシー（入学者受入の方針）、カリキュラムポリシー（教育課程編成の方針）、ディプロマポリシー
（学位授与の方針）を踏まえた指標に基づき学生の学修成果を測定・評価します。評価は、学生の入学時から
卒業までを視野にいれ、教育課程レベル、科目レベルにおいて、多面的に行います。
　アセスメントポリシーに基づく点検評価によって「教学マネジメント」を確立させ、不断の教育改善に取り
組みます。

【評価の目的】

学修成果を可視化することにより、学修支援及び教育課程の改善等を恒常的に行います。

　・�学位授与の方針に掲げられている資質と能力の修得状況を把握するために、評価を実施
します（教育課程レベルにおける学修成果の可視化）。

　・�各科目において示された学習目標の達成状況を把握するために、評価を実施します（科目
レベルにおける学修成果の可視化）。

■　薬学部薬学科のアセスメントプラン
機関レベルのアセスメントポリシーに基づいて以下の項目を点検・評価する。

入学時 在学中 卒業時

課
程
レ
ベ
ル
（
学
部
レ
ベ
ル
）

・入学試験
・入学時調査
・入試制度評価

・修得単位数
・ＧＰＡ
・�学生調査（カリキュラム評価・学
修行動・DP到達度調査）
・教員によるカリキュラム評価
・進級率、休学率、退学率
・�学年総合試験成績（４年次薬学基
礎演習、６年次薬学総合演習）
・�外部試験結果（薬学共用試験成績、
アセスメントテスト※）
・学修ポートフォリオ
・入試制度別成績、態度

・�卒業要件：修得単位数、卒業研究
評価・資格取得：国家試験合格率

・ＧＰＡ
・標準年限卒業率、休学率、退学率
・就職及び進学率
・�学生調査（カリキュラム評価・学
修行動・ＤＰ到達度調査）

・学修ポートフォリオ
・�卒業後に実施する卒業生及び就職
先へのアンケート調査

・入試制度別成績、態度

科
目
レ
ベ
ル

・�各科目評価（講義・演習・実習）…
出席、試験成績、レポート、実技及
びプレゼンテーション評価
・�実務実習記録（日誌・レポート）及
び概略評価表による実習評価
・授業評価（学生）
・�ティーチングポートフォリオ（教
員）
・ピアレビュー報告書（授業見学）

・各科目成績（講義・演習・実習）

※社会で必要とされる汎用的能力（問題解決力）を測定するための試験。
2021年4月1日　現在
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薬学部薬学科カリキュラムマップ詳細版　（2024年度以降入学生）
▲：選択必修科目　△自由科目　特に記載ない場合は必修科目　　 �数理・データサイエンス・AI教育プログラム

系 科目区分
１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 ディプロマ・

ポリシー前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

教育系 基礎教育科目

▲自然科学１ 1 ▲文学・文化 1

１．プロフェッショ
ナルとしての基盤
（アウトカム：薬
剤師が命に関わる
専門職であること
を自覚し、薬のプロ
フェッショナルと
しての誇りと責任
をもって振舞う）

２．コミュニケーシ
ョンと多職種連携
（アウトカム：医
療人として、他者と
適切なコミュニケ
ーションを取り、患
者や多職種などと
の良好な関係を築
き連携して医療に
参画する）

３．社会的貢献
（アウトカム：薬
剤師の使命を認識
し、公衆衛生の維
持・向上などを通
して社会に貢献す
る）

４．問題解決
（アウトカム：臨
床の場や研究の場
のみならず、自身が
直面する状況にお
いて幅広い視野で
物事を捉え、課題を
見出し、それを解決
する）

５．薬物治療の実践
（アウトカム：薬
剤師が人の命に関
わることの責任を
深く認識し、患者・
家族にとってより
良い薬物治療を提
供する）

６．自己研鑽と共育
（アウトカム：薬
剤師が医療人であ
ることを認識し、常
に研鑽し続けると
ともに、他者との共
育を進める）

▲政治学 1 ▲歴史学 1
▲数理論理学 1 ▲自然科学２ 1
▲コミュニケーション入門 1 ▲基礎心理学 1
▲医工薬連環科学 1 ▲文化人類学 1

▲倫理と社会 1
▲運動と健康 1

前期に1科目、後期に2科目選択して履修する
情報科学 1
情報科学演習 1
アカデミックスキル 1 スポーツ・運動 1
物理学 1
物理学演習 1
化学 1
化学演習 1
生物学 1
生物学演習 1
数学１ 1 数学２ 1
数学演習 1 数理統計学 1
薬学英語１ 1 薬学英語２ 1 薬学英語３ 1 薬学英語４ 1

前期：△インタラクティブ・イングリッシュⅠ 後期：△インタラクティブ・イングリッシュⅡ　各１単位
△アドバンスト薬学英語　1単位

△海外薬学研修 1単位
▲ドイツ語１ 1 ▲ドイツ語２ 1
▲中国語１ 1 ▲中国語２ 1
▲ハングル１ 1 ▲ハングル２ 1

いずれか1ヵ国語2科目を選択して履修する

薬学と社会

基礎教育科目 医療心理学 1 キャリアデザイン 1 医療コミュニケーション 1 臨床実習 20
基礎薬学科目 薬学入門 1

医療薬学科目

多職種連携論１
－医療人マインド 1 ▲生命医療倫理 1 ▲多職種連携論２

－医療と専門職 1 多職種連携論３
－医療倫理 1 医療と法 1 ▲多職種連携論４�

－医療安全 1

早期体験学習 1 1科目選択して履修する ▲中期体験学習 1 ▲医療政策論 1
▲薬学教育論 1

1科目選択して履修する
△薬学生涯学習 プログラム演習　1単位

薬事関連法・制度 1
社会保障論 1

物理系

基礎薬学科目
物理化学１ 1 物理化学２ 1 放射化学 1
分析化学１ 1 分析化学２ 1

応用薬学科目
応用分析学 1 1
応用放射化学 1

実習科目 分析化学・物理化学実習 1

有機系

基礎薬学科目
有機化学１ 1 有機化学２ 1 有機化学３ 1 有機化学４ 1

有機スペクトル解析学 1

応用薬学科目
生薬学 1 薬用天然物化学 1

医薬品化学１ 1 医薬品化学２ 1
実習科目 漢方・生薬学実習 1 有機化学実習 1

生物系

基礎薬学科目
生化学１ 1 生化学２ 1 微生物学 1

免疫学 1

応用薬学科目
分子細胞生物学１ 1 分子細胞生物学２ 1 病原微生物学 1 ▲先端分子医科学 1

衛生薬学１ 1 衛生薬学２ 1 衛生薬学３ 1
実習科目 生物学実習 1 生物科学実習 1 衛生・放射化学実習 1

医療系

基礎薬学科目
機能形態学１ 1 機能形態学２ 1 機能形態学３ 1
基礎薬学導入学習 1

応用薬学科目 基礎漢方薬学 1 物理薬剤学 1

医療薬学科目

医療薬学導入学習 1 生物薬剤学１ 1 生物薬剤学２ 1 薬物速度論 1
製剤設計学 1 臨床感染症学 1 ▲現代における漢方医療 1

基礎薬理学 1 薬理・薬物治療学１Ａ 1 薬理・薬物治療学２Ａ 1 薬理・薬物治療学３Ａ 1 薬理・薬物治療学４Ａ 1 薬理・薬物治療学５Ａ 1 ▲アドバンスト薬理学 1
薬理・薬物治療学１Ｂ 1 薬理・薬物治療学２Ｂ 1 薬理・薬物治療学３Ｂ 1 薬理・薬物治療学４Ｂ 1 薬理・薬物治療学５Ｂ 1 アドバンスト薬物治療学 1 1科目選択して履修する

実習科目 △解剖見学実習　　　1 薬理学実習 1 薬剤学実習 1

臨床薬学系

応用薬学科目 臨床統計 1

医療薬学科目

薬物治療マネジメント 1 個別化医療 1 コミュニティファーマシー 1
ファーマシューティカル
コミュニケーション演習 1

レギュラトリーサイエンス 1 △臨床カンファレンス 1
臨床導入学習1 3 臨床導入学習２ 1

総合
総合演習科目

薬学連携演習１ 1 薬学連携演習５ 1 薬学連携演習１０ 1 薬学連携演習１５ 1 薬学連携演習２０ 1 薬学連携演習２５ 1
薬学連携演習２ 1 薬学連携演習６ 1 薬学連携演習１１ 1 薬学連携演習１６ 1 薬学連携演習２１ 1 薬学連携演習２６ 1 統合薬学演習１ 1 統合薬学演習２ 1
薬学連携演習３ 1 薬学連携演習７ 1 薬学連携演習１２ 1 薬学連携演習１７ 1 薬学連携演習２２ 1 薬学連携演習２７ 1
薬学連携演習４ 1 薬学連携演習８ 1 薬学連携演習１３ 1 薬学連携演習１８ 1 薬学連携演習２３ 1

薬学連携演習９ 1 薬学連携演習１４ 1 薬学連携演習１９ 1 薬学連携演習２４ 1 薬学総合演習１ 1 薬学総合演習２ 7
実習科目 特別演習・実習１ 5 特別演習・実習２ 20
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薬学部薬学科カリキュラムマップ詳細版　（2024年度以降入学生）
▲：選択必修科目　△自由科目　特に記載ない場合は必修科目　　 �数理・データサイエンス・AI教育プログラム

系 科目区分
１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 ディプロマ・

ポリシー前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

教育系 基礎教育科目

▲自然科学１ 1 ▲文学・文化 1

１．プロフェッショ
ナルとしての基盤
（アウトカム：薬
剤師が命に関わる
専門職であること
を自覚し、薬のプロ
フェッショナルと
しての誇りと責任
をもって振舞う）

２．コミュニケーシ
ョンと多職種連携
（アウトカム：医
療人として、他者と
適切なコミュニケ
ーションを取り、患
者や多職種などと
の良好な関係を築
き連携して医療に
参画する）

３．社会的貢献
（アウトカム：薬
剤師の使命を認識
し、公衆衛生の維
持・向上などを通
して社会に貢献す
る）

４．問題解決
（アウトカム：臨
床の場や研究の場
のみならず、自身が
直面する状況にお
いて幅広い視野で
物事を捉え、課題を
見出し、それを解決
する）

５．薬物治療の実践
（アウトカム：薬
剤師が人の命に関
わることの責任を
深く認識し、患者・
家族にとってより
良い薬物治療を提
供する）

６．自己研鑽と共育
（アウトカム：薬
剤師が医療人であ
ることを認識し、常
に研鑽し続けると
ともに、他者との共
育を進める）

▲政治学 1 ▲歴史学 1
▲数理論理学 1 ▲自然科学２ 1
▲コミュニケーション入門 1 ▲基礎心理学 1
▲医工薬連環科学 1 ▲文化人類学 1

▲倫理と社会 1
▲運動と健康 1

前期に1科目、後期に2科目選択して履修する
情報科学 1
情報科学演習 1
アカデミックスキル 1 スポーツ・運動 1
物理学 1
物理学演習 1
化学 1
化学演習 1
生物学 1
生物学演習 1
数学１ 1 数学２ 1
数学演習 1 数理統計学 1
薬学英語１ 1 薬学英語２ 1 薬学英語３ 1 薬学英語４ 1

前期：△インタラクティブ・イングリッシュⅠ 後期：△インタラクティブ・イングリッシュⅡ　各１単位
△アドバンスト薬学英語　1単位

△海外薬学研修 1単位
▲ドイツ語１ 1 ▲ドイツ語２ 1
▲中国語１ 1 ▲中国語２ 1
▲ハングル１ 1 ▲ハングル２ 1

いずれか1ヵ国語2科目を選択して履修する

薬学と社会

基礎教育科目 医療心理学 1 キャリアデザイン 1 医療コミュニケーション 1 臨床実習 20
基礎薬学科目 薬学入門 1

医療薬学科目

多職種連携論１
－医療人マインド 1 ▲生命医療倫理 1 ▲多職種連携論２

－医療と専門職 1 多職種連携論３
－医療倫理 1 医療と法 1 ▲多職種連携論４�

－医療安全 1

早期体験学習 1 1科目選択して履修する ▲中期体験学習 1 ▲医療政策論 1
▲薬学教育論 1

1科目選択して履修する
△薬学生涯学習 プログラム演習　1単位

薬事関連法・制度 1
社会保障論 1

物理系

基礎薬学科目
物理化学１ 1 物理化学２ 1 放射化学 1
分析化学１ 1 分析化学２ 1

応用薬学科目
応用分析学 1 1
応用放射化学 1

実習科目 分析化学・物理化学実習 1

有機系

基礎薬学科目
有機化学１ 1 有機化学２ 1 有機化学３ 1 有機化学４ 1

有機スペクトル解析学 1

応用薬学科目
生薬学 1 薬用天然物化学 1

医薬品化学１ 1 医薬品化学２ 1
実習科目 漢方・生薬学実習 1 有機化学実習 1

生物系

基礎薬学科目
生化学１ 1 生化学２ 1 微生物学 1

免疫学 1

応用薬学科目
分子細胞生物学１ 1 分子細胞生物学２ 1 病原微生物学 1 ▲先端分子医科学 1

衛生薬学１ 1 衛生薬学２ 1 衛生薬学３ 1
実習科目 生物学実習 1 生物科学実習 1 衛生・放射化学実習 1

医療系

基礎薬学科目
機能形態学１ 1 機能形態学２ 1 機能形態学３ 1
基礎薬学導入学習 1

応用薬学科目 基礎漢方薬学 1 物理薬剤学 1

医療薬学科目

医療薬学導入学習 1 生物薬剤学１ 1 生物薬剤学２ 1 薬物速度論 1
製剤設計学 1 臨床感染症学 1 ▲現代における漢方医療 1

基礎薬理学 1 薬理・薬物治療学１Ａ 1 薬理・薬物治療学２Ａ 1 薬理・薬物治療学３Ａ 1 薬理・薬物治療学４Ａ 1 薬理・薬物治療学５Ａ 1 ▲アドバンスト薬理学 1
薬理・薬物治療学１Ｂ 1 薬理・薬物治療学２Ｂ 1 薬理・薬物治療学３Ｂ 1 薬理・薬物治療学４Ｂ 1 薬理・薬物治療学５Ｂ 1 アドバンスト薬物治療学 1 1科目選択して履修する

実習科目 △解剖見学実習　　　1 薬理学実習 1 薬剤学実習 1

臨床薬学系

応用薬学科目 臨床統計 1

医療薬学科目

薬物治療マネジメント 1 個別化医療 1 コミュニティファーマシー 1
ファーマシューティカル
コミュニケーション演習 1

レギュラトリーサイエンス 1 △臨床カンファレンス 1
臨床導入学習1 3 臨床導入学習２ 1

総合
総合演習科目

薬学連携演習１ 1 薬学連携演習５ 1 薬学連携演習１０ 1 薬学連携演習１５ 1 薬学連携演習２０ 1 薬学連携演習２５ 1
薬学連携演習２ 1 薬学連携演習６ 1 薬学連携演習１１ 1 薬学連携演習１６ 1 薬学連携演習２１ 1 薬学連携演習２６ 1 統合薬学演習１ 1 統合薬学演習２ 1
薬学連携演習３ 1 薬学連携演習７ 1 薬学連携演習１２ 1 薬学連携演習１７ 1 薬学連携演習２２ 1 薬学連携演習２７ 1
薬学連携演習４ 1 薬学連携演習８ 1 薬学連携演習１３ 1 薬学連携演習１８ 1 薬学連携演習２３ 1

薬学連携演習９ 1 薬学連携演習１４ 1 薬学連携演習１９ 1 薬学連携演習２４ 1 薬学総合演習１ 1 薬学総合演習２ 7
実習科目 特別演習・実習１ 5 特別演習・実習２ 20
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１年次科目配当表

区分 授業科目
１年次

単位 備　　考
前期 後期

基

礎

教

育

科

目

教
養
科
目

自 然 科 学 １ ※1 ▲ 1 ●：必修科目　
政 治 学 ※1 ▲ 1 ▲：選択必修科目　
数 理 論 理 学 ※1 ▲ 1 △：自由科目　
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 入 門 ※1 ▲ 1 選択科目は、同時間に複数科目開講することがある
医 工 薬 連 環 科 学 ※1 ▲ 1 自由科目は、卒業要件単位には含まない
文 学 ・ 文 化 ※1 ▲ 1
歴 史 学 ※1 ▲ 1
文 化 人 類 学 ※1 ▲ 1 ※１　�教養科目より３科目を選択必修
倫 理 と 社 会 ※1 ▲ 1
自 然 科 学 ２ ※1 ▲ 1
基 礎 心 理 学 ※1 ▲ 1
運 動 と 健 康 ※1 ▲ 1

情 報 科 学 ● 1
情 報 科 学 演 習 ● 1
ア カ デ ミ ッ ク ス キ ル ● 1
ス ポ ー ツ ・ 運 動 ● 1
物 理 学 ● 1
物 理 学 演 習 ● 1
化 学 ● 1
化 学 演 習 ● 1
生 物 学 ● 1
生 物 学 演 習 ● 1
数 学 １ ● 1
数 学 演 習 ● 1
数 学 ２ ● 1
薬 学 英 語 １ ● 1
薬 学 英 語 ２ ● 1

第
二
外
国
語

ド イ ツ 語 １ ※2 ▲ 1 ※２　�ドイツ語、中国語、ハングルより１カ国語を選
択必修ド イ ツ 語 ２ ※2 ▲ 1

中 国 語 １ ※2 ▲ 1
中 国 語 ２ ※2 ▲ 1
ハ ン グ ル １ ※2 ▲ 1
ハ ン グ ル ２ ※2 ▲ 1

インタラクティブ・イングリッシュⅠ※3 △ 1 ※３　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年
次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

インタラクティブ・イングリッシュⅡ※3 △ 1
海 外 薬 学 研 修 ※4 △ △ 1

基
礎
薬
学
科
目

薬 学 入 門 ● 1 ※４　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する物 理 化 学 １ ● 1

分 析 化 学 １ ● 1
有 機 化 学 １ ● 1
有 機 化 学 2 ● 1
生 化 学 １ ● 1
機 能 形 態 学 １ ● 1
機 能 形 態 学 ２ ● 1
基 礎 薬 学 導 入 学 習 ● 1

応
用
薬

学
科
目

生 薬 学 ● 1

医
療
薬
学
科
目

多 職 種 連 携 論 １ - 医 療 人 マ イ ン ド ● 1
早 期 体 験 学 習 ● 1
医 療 薬 学 導 入 学 習 ● 1
薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※5 △ △ 1 ※５　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から

６年次前期のいずれかの期間で履修する基 礎 薬 理 学 ● 1

総
合
演
習

科　
　

目

薬 学 連 携 演 習 １ ● 1
薬 学 連 携 演 習 2 ● 1
薬 学 連 携 演 習 3 ● 1
薬 学 連 携 演 習 4 ● 1

実
習

科
目

生 物 学 実 習 ● 1 ※６　�解剖見学実習は１年次後期から２年次後期の期
間で行う解 剖 見 学 実 習 ※6 △
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１年次科目配当表

区分 授業科目
１年次

単位 備　　考
前期 後期

基

礎

教

育

科

目

教
養
科
目

自 然 科 学 １ ※1 ▲ 1 ●：必修科目　
政 治 学 ※1 ▲ 1 ▲：選択必修科目　
数 理 論 理 学 ※1 ▲ 1 △：自由科目　
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 入 門 ※1 ▲ 1 選択科目は、同時間に複数科目開講することがある
医 工 薬 連 環 科 学 ※1 ▲ 1 自由科目は、卒業要件単位には含まない
文 学 ・ 文 化 ※1 ▲ 1
歴 史 学 ※1 ▲ 1
文 化 人 類 学 ※1 ▲ 1 ※１　�教養科目より３科目を選択必修
倫 理 と 社 会 ※1 ▲ 1
自 然 科 学 ２ ※1 ▲ 1
基 礎 心 理 学 ※1 ▲ 1
運 動 と 健 康 ※1 ▲ 1

情 報 科 学 ● 1
情 報 科 学 演 習 ● 1
ア カ デ ミ ッ ク ス キ ル ● 1
ス ポ ー ツ ・ 運 動 ● 1
物 理 学 ● 1
物 理 学 演 習 ● 1
化 学 ● 1
化 学 演 習 ● 1
生 物 学 ● 1
生 物 学 演 習 ● 1
数 学 １ ● 1
数 学 演 習 ● 1
数 学 ２ ● 1
薬 学 英 語 １ ● 1
薬 学 英 語 ２ ● 1

第
二
外
国
語

ド イ ツ 語 １ ※2 ▲ 1 ※２　�ドイツ語、中国語、ハングルより１カ国語を選
択必修ド イ ツ 語 ２ ※2 ▲ 1

中 国 語 １ ※2 ▲ 1
中 国 語 ２ ※2 ▲ 1
ハ ン グ ル １ ※2 ▲ 1
ハ ン グ ル ２ ※2 ▲ 1

インタラクティブ・イングリッシュⅠ※3 △ 1 ※３　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年
次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

インタラクティブ・イングリッシュⅡ※3 △ 1
海 外 薬 学 研 修 ※4 △ △ 1

基
礎
薬
学
科
目

薬 学 入 門 ● 1 ※４　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する物 理 化 学 １ ● 1

分 析 化 学 １ ● 1
有 機 化 学 １ ● 1
有 機 化 学 2 ● 1
生 化 学 １ ● 1
機 能 形 態 学 １ ● 1
機 能 形 態 学 ２ ● 1
基 礎 薬 学 導 入 学 習 ● 1

応
用
薬

学
科
目

生 薬 学 ● 1

医
療
薬
学
科
目

多 職 種 連 携 論 １ - 医 療 人 マ イ ン ド ● 1
早 期 体 験 学 習 ● 1
医 療 薬 学 導 入 学 習 ● 1
薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※5 △ △ 1 ※５　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から

６年次前期のいずれかの期間で履修する基 礎 薬 理 学 ● 1

総
合
演
習

科　
　

目

薬 学 連 携 演 習 １ ● 1
薬 学 連 携 演 習 2 ● 1
薬 学 連 携 演 習 3 ● 1
薬 学 連 携 演 習 4 ● 1

実
習

科
目

生 物 学 実 習 ● 1 ※６　�解剖見学実習は１年次後期から２年次後期の期
間で行う解 剖 見 学 実 習 ※6 △

13



２年次科目配当表

区分 授業科目
２年次

単位 備　　考
前期 後期

基
礎
教
育
科
目

数 理 統 計 学 ● 1 ●：必修科目　▲：選択必修科目　△：自由科目　
薬 学 英 語 3 ● 1 選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある
インタラクティブ・イングリッシュⅠ※1 △ 1 自由科目は、卒業要件単位には含まない
インタラクティブ・イングリッシュⅡ※1 △ 1 ※ 1　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年

次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

※２　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する

海 外 薬 学 研 修 ※2 △ △ 1
医 療 心 理 学 ● 1

基
礎
薬
学
科
目

物 理 化 学 ２ ● 1
分 析 化 学 ２ ● 1
有 機 化 学 ３ ● 1
有 機 化 学 ４ ● 1
有 機 ス ペ ク ト ル 解 析 学 ● 1
生 化 学 ２ ● 1
微 生 物 学 ● 1
免 疫 学 ● 1
機 能 形 態 学 ３ ● 1

応
用
薬
学
科
目

衛 生 薬 学 １ ● 1
分 子 細 胞 生 物 学 １ ● 1
分 子 細 胞 生 物 学 ２ ● 1
基 礎 漢 方 薬 学 ● 1
物 理 薬 剤 学 ● 1

医
療
薬
学
科
目

多職種連携論２ - 医 療と専門職※3 ▲ 1 ※３　�多職種連携論２‐医療と専門職、生命医療倫理
から１科目を選択必修生 命 医 療 倫 理 ※3 ▲ 1

薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※4 △ △ 1 ※４　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から
６年次前期のいずれかの期間で履修する薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 １ Ａ ● 1

薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ２ Ａ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 １ Ｂ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ２ Ｂ ● 1
生 物 薬 剤 学 １ ● 1
薬 物 治 療 マ ネ ジ メ ン ト ● 1

総
合
演
習
科
目

薬 学 連 携 演 習 ５ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ６ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ７ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ８ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ９ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １０ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １１ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １２ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １３ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １４ ● 1

実
習
科
目

分 析 化 学 ・ 物 理 化 学 実 習 ● 1
漢 方 ・ 生 薬 学 実 習 ● 1
解 剖 見 学 実 習 ※5 △ △ 1 ※５　�解剖見学実習は１年次後期から２年次後期の期

間で行う生 物 科 学 実 習 ● 1

３年次科目配当表

区分 授業科目
３年次

単位 備　　考
前期 後期

基
礎
教
育
科
目

薬 学 英 語 ４ ● 1 ●：必修科目　▲：選択必修科目　△：自由科目　
インタラクティブ・イングリッシュⅠ※1 △ 1 選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある

インタラクティブ・イングリッシュⅡ※1 △ 1 自由科目は、卒業要件単位には含まない

ア ド バ ン ス ト 薬 学 英 語 ※2 △ △ 1 ※ 1　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年
次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

※２　�アドバンスト薬学英語は３年次前期から６年次
前期のいずれかの期間で履修する

※３　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する

海 外 薬 学 研 修 ※3 △ △ 1
キ ャ リ ア デ ザ イ ン ● 1

基
礎
薬

学
科
目

放 射 化 学 ● 1

応
用
薬
学
科
目

応 用 分 析 学 ● 1
応 用 放 射 化 学 ● 1
薬 用 天 然 物 化 学 ● 1
医 薬 品 化 学 １ ● 1
医 薬 品 化 学 ２ ● 1
衛 生 薬 学 ２ ● 1
衛 生 薬 学 ３ ● 1
病 原 微 生 物 学 ● 1
臨 床 統 計 ● 1

医
療
薬
学
科
目

多 職 種 連 携 論 ３ - 医 療 倫 理 ● 1
医 療 と 法 ● 1
中 期 体 験 学 習 ※4 ▲ 1 ※４　薬学教育論、中期体験学習から１科目を選択必修

薬 学 教 育 論 ※4 ▲ 1
薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※5 △ △ 1 ※５　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から

６年次前期のいずれかの期間で履修する薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ３ Ａ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ４ Ａ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ３ Ｂ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ４ Ｂ ● 1
生 物 薬 剤 学 ２ ● 1
薬 物 速 度 論 ● 1
製 剤 設 計 学 ● 1

総
合
演
習
科
目

薬 学 連 携 演 習 １５ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １６ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １７ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １８ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １９ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２０ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２１ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２２ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２３ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２４ ● 1

実
習
科
目

有 機 化 学 実 習 ● 1
衛 生 ・ 放 射 化 学 実 習 ● 1
薬 理 学 実 習 ● 1
薬 剤 学 実 習 ● 1
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２年次科目配当表

区分 授業科目
２年次

単位 備　　考
前期 後期

基
礎
教
育
科
目

数 理 統 計 学 ● 1 ●：必修科目　▲：選択必修科目　△：自由科目　
薬 学 英 語 3 ● 1 選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある
インタラクティブ・イングリッシュⅠ※1 △ 1 自由科目は、卒業要件単位には含まない
インタラクティブ・イングリッシュⅡ※1 △ 1 ※ 1　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年

次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

※２　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する

海 外 薬 学 研 修 ※2 △ △ 1
医 療 心 理 学 ● 1

基
礎
薬
学
科
目

物 理 化 学 ２ ● 1
分 析 化 学 ２ ● 1
有 機 化 学 ３ ● 1
有 機 化 学 ４ ● 1
有 機 ス ペ ク ト ル 解 析 学 ● 1
生 化 学 ２ ● 1
微 生 物 学 ● 1
免 疫 学 ● 1
機 能 形 態 学 ３ ● 1

応
用
薬
学
科
目

衛 生 薬 学 １ ● 1
分 子 細 胞 生 物 学 １ ● 1
分 子 細 胞 生 物 学 ２ ● 1
基 礎 漢 方 薬 学 ● 1
物 理 薬 剤 学 ● 1

医
療
薬
学
科
目

多職種連携論２ - 医 療と専門職※3 ▲ 1 ※３　�多職種連携論２‐医療と専門職、生命医療倫理
から１科目を選択必修生 命 医 療 倫 理 ※3 ▲ 1

薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※4 △ △ 1 ※４　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から
６年次前期のいずれかの期間で履修する薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 １ Ａ ● 1

薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ２ Ａ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 １ Ｂ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ２ Ｂ ● 1
生 物 薬 剤 学 １ ● 1
薬 物 治 療 マ ネ ジ メ ン ト ● 1

総
合
演
習
科
目

薬 学 連 携 演 習 ５ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ６ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ７ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ８ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ９ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １０ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １１ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １２ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １３ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １４ ● 1

実
習
科
目

分 析 化 学 ・ 物 理 化 学 実 習 ● 1
漢 方 ・ 生 薬 学 実 習 ● 1
解 剖 見 学 実 習 ※5 △ △ 1 ※５　�解剖見学実習は１年次後期から２年次後期の期

間で行う生 物 科 学 実 習 ● 1

３年次科目配当表

区分 授業科目
３年次

単位 備　　考
前期 後期

基
礎
教
育
科
目

薬 学 英 語 ４ ● 1 ●：必修科目　▲：選択必修科目　△：自由科目　
インタラクティブ・イングリッシュⅠ※1 △ 1 選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある

インタラクティブ・イングリッシュⅡ※1 △ 1 自由科目は、卒業要件単位には含まない

ア ド バ ン ス ト 薬 学 英 語 ※2 △ △ 1 ※ 1　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年
次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

※２　�アドバンスト薬学英語は３年次前期から６年次
前期のいずれかの期間で履修する

※３　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する

海 外 薬 学 研 修 ※3 △ △ 1
キ ャ リ ア デ ザ イ ン ● 1

基
礎
薬

学
科
目

放 射 化 学 ● 1

応
用
薬
学
科
目

応 用 分 析 学 ● 1
応 用 放 射 化 学 ● 1
薬 用 天 然 物 化 学 ● 1
医 薬 品 化 学 １ ● 1
医 薬 品 化 学 ２ ● 1
衛 生 薬 学 ２ ● 1
衛 生 薬 学 ３ ● 1
病 原 微 生 物 学 ● 1
臨 床 統 計 ● 1

医
療
薬
学
科
目

多 職 種 連 携 論 ３ - 医 療 倫 理 ● 1
医 療 と 法 ● 1
中 期 体 験 学 習 ※4 ▲ 1 ※４　薬学教育論、中期体験学習から１科目を選択必修

薬 学 教 育 論 ※4 ▲ 1
薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※5 △ △ 1 ※５　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から

６年次前期のいずれかの期間で履修する薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ３ Ａ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ４ Ａ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ３ Ｂ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ４ Ｂ ● 1
生 物 薬 剤 学 ２ ● 1
薬 物 速 度 論 ● 1
製 剤 設 計 学 ● 1

総
合
演
習
科
目

薬 学 連 携 演 習 １５ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １６ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １７ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １８ ● 1
薬 学 連 携 演 習 １９ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２０ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２１ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２２ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２３ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２４ ● 1

実
習
科
目

有 機 化 学 実 習 ● 1
衛 生 ・ 放 射 化 学 実 習 ● 1
薬 理 学 実 習 ● 1
薬 剤 学 実 習 ● 1
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４年次科目配当表

区分 授業科目
４年次

単位 備　　考
前期 後期

基
礎
教
育
科
目

インタラクティブ・イングリッシュⅠ※1 △ 1 ●：必修科目　△：自由科目　
インタラクティブ・イングリッシュⅡ※1 △ 1 自由科目は、卒業要件単位には含まない

ア ド バ ン ス ト 薬 学 英 語 ※2 △ △ 1 ※ 1　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年
次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

※２　�アドバンスト薬学英語は３年次前期から６年次
前期のいずれかの期間で履修する

※３　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する

※４　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から
６年次前期のいずれかの期間で履修する

海 外 薬 学 研 修 ※3 △ △ 1
医 療 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ● 1

医
療
薬
学
科
目

薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※4 △ △ 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ５ Ａ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ５ Ｂ ● 1
ア ド バ ン ス ト 薬 物 治 療 学 ● 1
臨 床 感 染 症 学 ● 1
個 別 化 医 療 ● 1
コ ミ ュ ニ テ ィ フ ァ ー マ シ ー ● 1
ファーマシューティカルコミュニケーション演習 ● 1
レ ギ ュ ラ ト リ ー サ イ エ ン ス ● 1
臨 床 導 入 学 習 １ ● 3
臨 床 導 入 学 習 ２ ● 1
薬 事 関 連 法 ・ 制 度 ● 1
社 会 保 障 論 ● 1

総
合
演
習
科
目

薬 学 連 携 演 習 ２５ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２６ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２７ ● 1
統 合 薬 学 演 習 １ ● 1
薬 学 総 合 演 習 １ ● 1

実
習

科
目 特 別 演 習 ・ 実 習 １ ● 5

５年次科目配当表

区分 授業科目
５年次

単位 備　　考
前期 後期

基
礎
教
育
科
目

インタラクティブ・イングリッシュⅠ※1 △ 1 ●：必修科目　△：自由科目　
自由科目は、卒業要件単位には含まない

インタラクティブ・イングリッシュⅡ※1 △ 1

ア ド バ ン ス ト 薬 学 英 語 ※2 △ △ 1 ※ 1　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年
次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

※２　�アドバンスト薬学英語は３年次前期から６年次
前期のいずれかの期間で履修する

※３　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する

※４　�臨床カンファレンスは５年次前期から６年次前
期の期間で行う

※５　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から
６年次前期のいずれかの期間で履修する

※６　�特別演習・実習２は５年次前期から６年次前期
の期間で行う

海 外 薬 学 研 修 ※3 △ △ 1

医
療
薬
学

科
目

臨 床 カ ン フ ァ レ ン ス ※4 △

薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※5 △ △ 1

実
習
科
目

臨 床 実 習 ● 20

特 別 演 習 ・ 実 習 ２ ※6 ●

６年次科目配当表

区分 授業科目
６年次

単位 備　　考
前期 後期

基
礎
教
育
科
目

インタラクティブ・イングリッシュⅠ※1 △ 1 ●：必修科目　▲：選択必修科目　△：自由科目　
選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある

自由科目は、卒業要件単位には含まない
インタラクティブ・イングリッシュⅡ※1 △ 1

ア ド バ ン ス ト 薬 学 英 語 ※2 △ 1

海 外 薬 学 研 修 ※3 △ 1 ※ 1　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年
次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

※２　�アドバンスト薬学英語は３年次前期から６年次
前期のいずれかの期間で履修する

※３　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する

※４　�先端分子医科学、多職種連携論４－医療安全、
医療政策論、アドバンスト薬理学、現代におけ
る漢方医療より１科目を選択必修

※５　�臨床カンファレンスは５年次前期から６年次前
期の期間で行う

※６　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から
６年次前期のいずれかの期間で履修する

※７　�特別演習・実習２は５年次前期から６年次前期
の期間で行う

応用薬
学科目 先 端 分 子 医 科 学 ※4 ▲ 1

医
療
薬
学
科
目

多 職 種 連 携 論 ４ － 医 療 安 全 ※4 ▲ 1

医 療 政 策 論 ※4 ▲ 1

臨 床 カ ン フ ァ レ ン ス ※5 △ 1

薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※6 △ △ 1

ア ド バ ン ス ト 薬 理 学 ※4 ▲ 1

現 代 に お け る 漢 方 医 療 ※4 ▲ 1

総合演
習科目

統 合 薬 学 演 習 ２ ● 1

薬 学 総 合 演 習 2 ● 7
実習
科目 特 別 演 習 ・ 実 習 ２ ※7 ● 20
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４年次科目配当表

区分 授業科目
４年次

単位 備　　考
前期 後期

基
礎
教
育
科
目

インタラクティブ・イングリッシュⅠ※1 △ 1 ●：必修科目　△：自由科目　
インタラクティブ・イングリッシュⅡ※1 △ 1 自由科目は、卒業要件単位には含まない

ア ド バ ン ス ト 薬 学 英 語 ※2 △ △ 1 ※ 1　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年
次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

※２　�アドバンスト薬学英語は３年次前期から６年次
前期のいずれかの期間で履修する

※３　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する

※４　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から
６年次前期のいずれかの期間で履修する

海 外 薬 学 研 修 ※3 △ △ 1
医 療 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ● 1

医
療
薬
学
科
目

薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※4 △ △ 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ５ Ａ ● 1
薬 理 ・ 薬 物 治 療 学 ５ Ｂ ● 1
ア ド バ ン ス ト 薬 物 治 療 学 ● 1
臨 床 感 染 症 学 ● 1
個 別 化 医 療 ● 1
コ ミ ュ ニ テ ィ フ ァ ー マ シ ー ● 1
ファーマシューティカルコミュニケーション演習 ● 1
レ ギ ュ ラ ト リ ー サ イ エ ン ス ● 1
臨 床 導 入 学 習 １ ● 3
臨 床 導 入 学 習 ２ ● 1
薬 事 関 連 法 ・ 制 度 ● 1
社 会 保 障 論 ● 1

総
合
演
習
科
目

薬 学 連 携 演 習 ２５ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２６ ● 1
薬 学 連 携 演 習 ２７ ● 1
統 合 薬 学 演 習 １ ● 1
薬 学 総 合 演 習 １ ● 1

実
習

科
目 特 別 演 習 ・ 実 習 １ ● 5

５年次科目配当表

区分 授業科目
５年次

単位 備　　考
前期 後期

基
礎
教
育
科
目

インタラクティブ・イングリッシュⅠ※1 △ 1 ●：必修科目　△：自由科目　
自由科目は、卒業要件単位には含まない

インタラクティブ・イングリッシュⅡ※1 △ 1

ア ド バ ン ス ト 薬 学 英 語 ※2 △ △ 1 ※ 1　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年
次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

※２　�アドバンスト薬学英語は３年次前期から６年次
前期のいずれかの期間で履修する

※３　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する

※４　�臨床カンファレンスは５年次前期から６年次前
期の期間で行う

※５　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から
６年次前期のいずれかの期間で履修する

※６　�特別演習・実習２は５年次前期から６年次前期
の期間で行う

海 外 薬 学 研 修 ※3 △ △ 1

医
療
薬
学

科
目

臨 床 カ ン フ ァ レ ン ス ※4 △

薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※5 △ △ 1

実
習
科
目

臨 床 実 習 ● 20

特 別 演 習 ・ 実 習 ２ ※6 ●

６年次科目配当表

区分 授業科目
６年次

単位 備　　考
前期 後期

基
礎
教
育
科
目

インタラクティブ・イングリッシュⅠ※1 △ 1 ●：必修科目　▲：選択必修科目　△：自由科目　
選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある

自由科目は、卒業要件単位には含まない
インタラクティブ・イングリッシュⅡ※1 △ 1

ア ド バ ン ス ト 薬 学 英 語 ※2 △ 1

海 外 薬 学 研 修 ※3 △ 1 ※ 1　�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年
次のいずれかの前期、インタラクティブ・イングリッシ
ュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修する

※２　�アドバンスト薬学英語は３年次前期から６年次
前期のいずれかの期間で履修する

※３　�海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のい
ずれかの期間で履修する

※４　�先端分子医科学、多職種連携論４－医療安全、
医療政策論、アドバンスト薬理学、現代におけ
る漢方医療より１科目を選択必修

※５　�臨床カンファレンスは５年次前期から６年次前
期の期間で行う

※６　�薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から
６年次前期のいずれかの期間で履修する

※７　�特別演習・実習２は５年次前期から６年次前期
の期間で行う

応用薬
学科目 先 端 分 子 医 科 学 ※4 ▲ 1

医
療
薬
学
科
目

多 職 種 連 携 論 ４ － 医 療 安 全 ※4 ▲ 1

医 療 政 策 論 ※4 ▲ 1

臨 床 カ ン フ ァ レ ン ス ※5 △ 1

薬 学 生 涯 学 習 プ ロ グ ラ ム 演 習 ※6 △ 1

ア ド バ ン ス ト 薬 理 学 ※4 ▲ 1

現 代 に お け る 漢 方 医 療 ※4 ▲ 1

総合演
習科目

統 合 薬 学 演 習 ２ ● 1

薬 学 総 合 演 習 2 ● 7
実習
科目 特 別 演 習 ・ 実 習 ２ ※7 ● 20
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2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
選
必
選
必
選
必
選
必
選
必

選
必

選
必
選
必
選
必
選
必
選
必
選
必
選
必

選
必

選
必

選
必

アウトカム コンピテンシー

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前後後後後後後後後後後後 後後後後後後後後後後後後後通年前前前前前前前前前前前前前前前前前前後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後

政
治
学

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
入
門

自
然
科
学
１

数
理
論
理
学

医
工
薬
連
環
科
学

情
報
科
学

情
報
科
学
演
習

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス
キ
ル

物
理
学

物
理
学
演
習

化
学
化
学
演
習

生
物
学

生
物
学
演
習

数
学
1

数
学
演
習

薬
学
英
語
1

ド
イ
ツ
語
1
・
中
国
語
1
・
ハ
ン
グ
ル
1

薬
学
入
門

有
機
化
学
１

多
職
種
連
携
論
１

－

医
療
人
マ
イ
ン
ド

機
能
形
態
学
1

基
礎
薬
学
導
入
学
習

文
学
・
文
化

倫
理
と
社
会

歴
史
学

基
礎
心
理
学

文
化
人
類
学

自
然
科
学
２

運
動
と
健
康

ス
ポ
ー
ツ
・
運
動

数
学
2

薬
学
英
語
2

ド
イ
ツ
語
2
・
中
国
語
2
・
ハ
ン
グ
ル
2

物
理
化
学
1

分
析
化
学
1

有
機
化
学
2

生
薬
学

生
化
学
1

機
能
形
態
学
2

基
礎
薬
理
学

医
療
薬
学
導
入
学
習

薬
学
連
携
演
習
1

薬
学
連
携
演
習
2

薬
学
連
携
演
習
3

薬
学
連
携
演
習
4

生
物
学
実
習

早
期
体
験
学
習

薬
学
英
語
3

生
命
医
療
倫
理

物
理
化
学
2

分
析
化
学
2

有
機
化
学
3

基
礎
漢
方
薬
学

生
化
学
2

分
子
細
胞
生
物
学
１

機
能
形
態
学
3

薬
理
・
薬
物
治
療
学
1
A

薬
理
・
薬
物
治
療
学
1
B

薬
物
治
療
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

薬
学
連
携
演
習
5

薬
学
連
携
演
習
6

薬
学
連
携
演
習
7

薬
学
連
携
演
習
8

薬
学
連
携
演
習
9

分
析
化
学
・
物
理
化
学
実
習

数
理
統
計
学

医
療
心
理
学

有
機
化
学
4

有
機
ス
ペ
ク
ト
ル
解
析
学

分
子
細
胞
生
物
学
2

微
生
物
学

免
疫
学

衛
生
薬
学
1

多
職
種
連
携
論
2�

－

医
療
と
専
門
職

薬
理
・
薬
物
治
療
学
2
A

薬
理
・
薬
物
治
療
学
2
B

生
物
薬
剤
学
1

物
理
薬
剤
学

薬
学
連
携
演
習
10

薬
学
連
携
演
習
11

薬
学
連
携
演
習
12

薬
学
連
携
演
習
13

薬
学
連
携
演
習
14

漢
方
・
生
薬
学
実
習

生
物
科
学
実
習

DP －①　プロフェッショ
ナルとしての基盤
薬剤師が命に関わる専門職
であることを自覚し、薬の
プロフェッショナルとして
の誇りと責任をもって振舞
う。

１．�常に、自己の心身を健康に保ち、
関連する法令や社会のルールを
守り、周囲に配慮して、身なり、
態度、言葉遣いなどにおいて
人々の模範となるように行動
し、それを省察する。

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

２．�薬剤師は生命に関わる医療の専
門家であることを常に意識し、
高い倫理観と責任感をもって、
その使命を果たす。

1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

３．�人文科学、社会科学、自然科学
などに関心を持ち、自らの教養
を深め、多様な文化や価値観を
尊重し、敬意をもって他者に誠
実に接する。

2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

DP －②　コミュニケー
ションと多職種連携
医療人として、他者と適切
なコミュニケーションを取
り、患者や多職種などとの
良好な関係を築き連携して
医療に参画する。

１．�人の行動や心理を理解するため
の基本原理とこれらに影響を与
える要因を理解し、多様な背景
を持つ患者や地域住民、医療関
係者、教育者、研究者などと良
好な人間関係を構築する。

2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

２．�互いに納得できる結論を導くた
めに、他者の意見を理解するよ
う努め、自分の考えを相手の状
況やその場に適した方法で的確
に伝える。

2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1

３．�医療・福祉に関連する様々な専
門職の役割を理解し、互いの専
門性を尊重しつつ協力・連携し
て薬剤師としての役割を果た
す。

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2

DP －③　社会的貢献
薬剤師の使命を認識し、公
衆衛生の維持・向上などを
通して社会に貢献する。

１．�様々な言語で発信される薬学・
医療に関する情報を収集、評価
して提供することや、研究活動
や臨床活動で得られた知見を国
内外に向けて発信することで、
人々の疾病の予防、健康の回復・
維持、公衆衛生の向上に貢献す
る。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

２．�地域の人々に対して、ヘルスリ
テラシーの向上、疾病の予防、
健康の維持・回復を目的とする
情報を提供し、地域の人々とと
もに活動する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

３．�貧困・災害・環境などの社会や
自然に関する問題に対し、公衆
衛生の維持・向上を目指して活
動する。

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

DP －④　問題解決
臨床の場や研究の場のみな
らず、自身が直面する状況
において幅広い視野で物事
を捉え、課題を見出し、そ
れを解決する。

１．�日頃から探求心をもって物事を
深く観察することにより、研究
活動や臨床現場はもとより様々
な局面において解決すべき問題
点を見出す。

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

２．�知識や技能、蓄積された経験を
統合し、また、先端技術や情報
処理技術を効果的に活用するこ
とにより、問題解決のための適
切なプロセスを立案し、実行す
る。

1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

３．�実験・観察などにより得られた
データを後の検証に耐え得るよ
う適切に取り扱い、科学的な考
察を加えて活用する。

1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

４．�問題解決のプロセス、およびそ
れらから導き出された結果を批
判的に吟味し、さらなる問題解
決に活かす。

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

令和 6（2024）年度施行カリキュラムの各科目と
アウトカム・コンピテンシーとの対応関係（1・2学年）

2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
選
必
選
必
選
必
選
必
選
必

選
必

選
必
選
必
選
必
選
必
選
必
選
必
選
必

選
必

選
必

選
必

アウトカム コンピテンシー

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前後後後後後後後後後後後 後後後後後後後後後後後後後通年前前前前前前前前前前前前前前前前前前後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後
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理
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連
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情
報
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情
報
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演
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ア
カ
デ
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ッ
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理
学

物
理
学
演
習
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学
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学
演
習

生
物
学

生
物
学
演
習

数
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1
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演
習

薬
学
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語
1
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イ
ツ
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1
・
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国
語
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・
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ン
グ
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1
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学
入
門

有
機
化
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１
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連
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１

－
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人
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ド
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能
形
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1

基
礎
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導
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学
習

文
学
・
文
化

倫
理
と
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会
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史
学
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礎
心
理
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化
人
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学
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ポ
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・
運
動

数
学
2

薬
学
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語
2
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イ
ツ
語
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・
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国
語
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グ
ル
2

物
理
化
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1

分
析
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1

有
機
化
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2
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薬
学

生
化
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1

機
能
形
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学
2

基
礎
薬
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学

医
療
薬
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導
入
学
習

薬
学
連
携
演
習
1

薬
学
連
携
演
習
2

薬
学
連
携
演
習
3

薬
学
連
携
演
習
4

生
物
学
実
習

早
期
体
験
学
習

薬
学
英
語
3

生
命
医
療
倫
理

物
理
化
学
2

分
析
化
学
2

有
機
化
学
3

基
礎
漢
方
薬
学

生
化
学
2

分
子
細
胞
生
物
学
１

機
能
形
態
学
3

薬
理
・
薬
物
治
療
学
1
A

薬
理
・
薬
物
治
療
学
1
B

薬
物
治
療
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

薬
学
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演
習
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薬
学
連
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演
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薬
学
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演
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学
連
携
演
習
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薬
学
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演
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分
析
化
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・
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理
化
学
実
習

数
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統
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学
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心
理
学

有
機
化
学
4

有
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ス
ペ
ク
ト
ル
解
析
学

分
子
細
胞
生
物
学
2

微
生
物
学

免
疫
学

衛
生
薬
学
1

多
職
種
連
携
論
2�

－

医
療
と
専
門
職

薬
理
・
薬
物
治
療
学
2
A

薬
理
・
薬
物
治
療
学
2
B

生
物
薬
剤
学
1

物
理
薬
剤
学

薬
学
連
携
演
習
10

薬
学
連
携
演
習
11

薬
学
連
携
演
習
12

薬
学
連
携
演
習
13

薬
学
連
携
演
習
14

漢
方
・
生
薬
学
実
習

生
物
科
学
実
習

DP －①　プロフェッショ
ナルとしての基盤
薬剤師が命に関わる専門職
であることを自覚し、薬の
プロフェッショナルとして
の誇りと責任をもって振舞
う。

１．�常に、自己の心身を健康に保ち、
関連する法令や社会のルールを
守り、周囲に配慮して、身なり、
態度、言葉遣いなどにおいて
人々の模範となるように行動
し、それを省察する。

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

２．�薬剤師は生命に関わる医療の専
門家であることを常に意識し、
高い倫理観と責任感をもって、
その使命を果たす。

1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

３．�人文科学、社会科学、自然科学
などに関心を持ち、自らの教養
を深め、多様な文化や価値観を
尊重し、敬意をもって他者に誠
実に接する。

2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

DP －②　コミュニケー
ションと多職種連携
医療人として、他者と適切
なコミュニケーションを取
り、患者や多職種などとの
良好な関係を築き連携して
医療に参画する。

１．�人の行動や心理を理解するため
の基本原理とこれらに影響を与
える要因を理解し、多様な背景
を持つ患者や地域住民、医療関
係者、教育者、研究者などと良
好な人間関係を構築する。

2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

２．�互いに納得できる結論を導くた
めに、他者の意見を理解するよ
う努め、自分の考えを相手の状
況やその場に適した方法で的確
に伝える。

2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1

３．�医療・福祉に関連する様々な専
門職の役割を理解し、互いの専
門性を尊重しつつ協力・連携し
て薬剤師としての役割を果た
す。

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2

DP －③　社会的貢献
薬剤師の使命を認識し、公
衆衛生の維持・向上などを
通して社会に貢献する。

１．�様々な言語で発信される薬学・
医療に関する情報を収集、評価
して提供することや、研究活動
や臨床活動で得られた知見を国
内外に向けて発信することで、
人々の疾病の予防、健康の回復・
維持、公衆衛生の向上に貢献す
る。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

２．�地域の人々に対して、ヘルスリ
テラシーの向上、疾病の予防、
健康の維持・回復を目的とする
情報を提供し、地域の人々とと
もに活動する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

３．�貧困・災害・環境などの社会や
自然に関する問題に対し、公衆
衛生の維持・向上を目指して活
動する。

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

DP －④　問題解決
臨床の場や研究の場のみな
らず、自身が直面する状況
において幅広い視野で物事
を捉え、課題を見出し、そ
れを解決する。

１．�日頃から探求心をもって物事を
深く観察することにより、研究
活動や臨床現場はもとより様々
な局面において解決すべき問題
点を見出す。

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

２．�知識や技能、蓄積された経験を
統合し、また、先端技術や情報
処理技術を効果的に活用するこ
とにより、問題解決のための適
切なプロセスを立案し、実行す
る。

1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

３．�実験・観察などにより得られた
データを後の検証に耐え得るよ
う適切に取り扱い、科学的な考
察を加えて活用する。

1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

４．�問題解決のプロセス、およびそ
れらから導き出された結果を批
判的に吟味し、さらなる問題解
決に活かす。

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
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2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
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13
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連
携
演
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14

漢
方
・
生
薬
学
実
習

生
物
科
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実
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DP －①　プロフェッショ
ナルとしての基盤
薬剤師が命に関わる専門職
であることを自覚し、薬の
プロフェッショナルとして
の誇りと責任をもって振舞
う。

１．�常に、自己の心身を健康に保ち、
関連する法令や社会のルールを
守り、周囲に配慮して、身なり、
態度、言葉遣いなどにおいて
人々の模範となるように行動
し、それを省察する。

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

２．�薬剤師は生命に関わる医療の専
門家であることを常に意識し、
高い倫理観と責任感をもって、
その使命を果たす。

1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

３．�人文科学、社会科学、自然科学
などに関心を持ち、自らの教養
を深め、多様な文化や価値観を
尊重し、敬意をもって他者に誠
実に接する。

2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

DP －②　コミュニケー
ションと多職種連携
医療人として、他者と適切
なコミュニケーションを取
り、患者や多職種などとの
良好な関係を築き連携して
医療に参画する。

１．�人の行動や心理を理解するため
の基本原理とこれらに影響を与
える要因を理解し、多様な背景
を持つ患者や地域住民、医療関
係者、教育者、研究者などと良
好な人間関係を構築する。

2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

２．�互いに納得できる結論を導くた
めに、他者の意見を理解するよ
う努め、自分の考えを相手の状
況やその場に適した方法で的確
に伝える。

2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1

３．�医療・福祉に関連する様々な専
門職の役割を理解し、互いの専
門性を尊重しつつ協力・連携し
て薬剤師としての役割を果た
す。

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2

DP －③　社会的貢献
薬剤師の使命を認識し、公
衆衛生の維持・向上などを
通して社会に貢献する。

１．�様々な言語で発信される薬学・
医療に関する情報を収集、評価
して提供することや、研究活動
や臨床活動で得られた知見を国
内外に向けて発信することで、
人々の疾病の予防、健康の回復・
維持、公衆衛生の向上に貢献す
る。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

２．�地域の人々に対して、ヘルスリ
テラシーの向上、疾病の予防、
健康の維持・回復を目的とする
情報を提供し、地域の人々とと
もに活動する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

３．�貧困・災害・環境などの社会や
自然に関する問題に対し、公衆
衛生の維持・向上を目指して活
動する。

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

DP －④　問題解決
臨床の場や研究の場のみな
らず、自身が直面する状況
において幅広い視野で物事
を捉え、課題を見出し、そ
れを解決する。

１．�日頃から探求心をもって物事を
深く観察することにより、研究
活動や臨床現場はもとより様々
な局面において解決すべき問題
点を見出す。

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

２．�知識や技能、蓄積された経験を
統合し、また、先端技術や情報
処理技術を効果的に活用するこ
とにより、問題解決のための適
切なプロセスを立案し、実行す
る。

1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

３．�実験・観察などにより得られた
データを後の検証に耐え得るよ
う適切に取り扱い、科学的な考
察を加えて活用する。

1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

４．�問題解決のプロセス、およびそ
れらから導き出された結果を批
判的に吟味し、さらなる問題解
決に活かす。

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
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2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
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DP －①　プロフェッショ
ナルとしての基盤
薬剤師が命に関わる専門職
であることを自覚し、薬の
プロフェッショナルとして
の誇りと責任をもって振舞
う。

１．�常に、自己の心身を健康に保ち、
関連する法令や社会のルールを
守り、周囲に配慮して、身なり、
態度、言葉遣いなどにおいて
人々の模範となるように行動
し、それを省察する。

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

２．�薬剤師は生命に関わる医療の専
門家であることを常に意識し、
高い倫理観と責任感をもって、
その使命を果たす。

1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

３．�人文科学、社会科学、自然科学
などに関心を持ち、自らの教養
を深め、多様な文化や価値観を
尊重し、敬意をもって他者に誠
実に接する。

2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

DP －②　コミュニケー
ションと多職種連携
医療人として、他者と適切
なコミュニケーションを取
り、患者や多職種などとの
良好な関係を築き連携して
医療に参画する。

１．�人の行動や心理を理解するため
の基本原理とこれらに影響を与
える要因を理解し、多様な背景
を持つ患者や地域住民、医療関
係者、教育者、研究者などと良
好な人間関係を構築する。

2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

２．�互いに納得できる結論を導くた
めに、他者の意見を理解するよ
う努め、自分の考えを相手の状
況やその場に適した方法で的確
に伝える。

2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1

３．�医療・福祉に関連する様々な専
門職の役割を理解し、互いの専
門性を尊重しつつ協力・連携し
て薬剤師としての役割を果た
す。

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2

DP －③　社会的貢献
薬剤師の使命を認識し、公
衆衛生の維持・向上などを
通して社会に貢献する。

１．�様々な言語で発信される薬学・
医療に関する情報を収集、評価
して提供することや、研究活動
や臨床活動で得られた知見を国
内外に向けて発信することで、
人々の疾病の予防、健康の回復・
維持、公衆衛生の向上に貢献す
る。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

２．�地域の人々に対して、ヘルスリ
テラシーの向上、疾病の予防、
健康の維持・回復を目的とする
情報を提供し、地域の人々とと
もに活動する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

３．�貧困・災害・環境などの社会や
自然に関する問題に対し、公衆
衛生の維持・向上を目指して活
動する。

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

DP －④　問題解決
臨床の場や研究の場のみな
らず、自身が直面する状況
において幅広い視野で物事
を捉え、課題を見出し、そ
れを解決する。

１．�日頃から探求心をもって物事を
深く観察することにより、研究
活動や臨床現場はもとより様々
な局面において解決すべき問題
点を見出す。

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

２．�知識や技能、蓄積された経験を
統合し、また、先端技術や情報
処理技術を効果的に活用するこ
とにより、問題解決のための適
切なプロセスを立案し、実行す
る。

1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

３．�実験・観察などにより得られた
データを後の検証に耐え得るよ
う適切に取り扱い、科学的な考
察を加えて活用する。

1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

４．�問題解決のプロセス、およびそ
れらから導き出された結果を批
判的に吟味し、さらなる問題解
決に活かす。

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

令和 6（2024）年度施行カリキュラムの各科目と
アウトカム・コンピテンシーとの対応関係（1・2学年）
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2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
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DP－⑤　薬物治療の実践
薬剤師が人の命に関わるこ
との責任を深く認識し、患
者・家族にとってより良い
薬物治療を提供する。

１．�生命活動を理解した上で、各ラ
イフステージでの心理的・社会
的背景を踏まえて人の営みを多
角的に捉える。

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1

２．�人の健康に影響を与える様々な
内的、外的要因や病態の成立機
序について理解した上で、患者
の状態を継続的かつ的確に把握
し、薬学的な視点で考察するこ
とにより、その時々に最適な薬
物治療を根拠に基づき提案す
る。

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2

３．�薬物の物性、作用、体内動態、
製剤学的特性に基づいて、人体
に適用した際のリスク・ベネ
フィットを考慮し、適切に対応
する。

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2

４．�医薬品の品質を担保し、患者が
必要とする医薬品を正確かつ迅
速に供給するとともに、医療安
全に配慮し、危険を予測しなが
らその回避に努める。

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1

５．�患者、家族の社会的背景や心理
の変化を考慮し、社会保障制度
や医療経済にも配慮したうえ
で、納得して治療に参加できる
よう、個々の患者に応じた薬物
治療を提案する。

1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1

６．�薬物治療の立案、実施、評価の
各段階で、客観的事実と自らの
考察・判断を医療文書として適
切に記録し、伝達して共有する。

1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1

DP －⑥　自己研鑽と共育
薬剤師が医療人であること
を認識して、常に研鑽する
とともに、他者との共育を
進める。

１．�薬学・医療に関わる者として、
自らの行動を常に省察し、能力
の向上を目指して、最新の知見
や技術の修得に努める。

1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2

２．�自らの知識や技能、経験を同僚
や後進と共有し、互いに成長で
きるように行動する。

1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2

３．�教育理論などに基づく効果的な
指導法を身に付けて後進を指導
し、後進の行動に価値ある変化
をもたらし、その成長に貢献す
る。

1 2 1 1

2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
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DP－⑤　薬物治療の実践
薬剤師が人の命に関わるこ
との責任を深く認識し、患
者・家族にとってより良い
薬物治療を提供する。

１．�生命活動を理解した上で、各ラ
イフステージでの心理的・社会
的背景を踏まえて人の営みを多
角的に捉える。
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２．�人の健康に影響を与える様々な
内的、外的要因や病態の成立機
序について理解した上で、患者
の状態を継続的かつ的確に把握
し、薬学的な視点で考察するこ
とにより、その時々に最適な薬
物治療を根拠に基づき提案す
る。
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３．�薬物の物性、作用、体内動態、
製剤学的特性に基づいて、人体
に適用した際のリスク・ベネ
フィットを考慮し、適切に対応
する。
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４．�医薬品の品質を担保し、患者が
必要とする医薬品を正確かつ迅
速に供給するとともに、医療安
全に配慮し、危険を予測しなが
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や医療経済にも配慮したうえ
で、納得して治療に参加できる
よう、個々の患者に応じた薬物
治療を提案する。
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６．�薬物治療の立案、実施、評価の
各段階で、客観的事実と自らの
考察・判断を医療文書として適
切に記録し、伝達して共有する。
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DP －⑥　自己研鑽と共育
薬剤師が医療人であること
を認識して、常に研鑽する
とともに、他者との共育を
進める。

１．�薬学・医療に関わる者として、
自らの行動を常に省察し、能力
の向上を目指して、最新の知見
や技術の修得に努める。
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２．�自らの知識や技能、経験を同僚
や後進と共有し、互いに成長で
きるように行動する。
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３．�教育理論などに基づく効果的な
指導法を身に付けて後進を指導
し、後進の行動に価値ある変化
をもたらし、その成長に貢献す
る。

1 2 1 1
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2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
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DP－⑤　薬物治療の実践
薬剤師が人の命に関わるこ
との責任を深く認識し、患
者・家族にとってより良い
薬物治療を提供する。

１．�生命活動を理解した上で、各ラ
イフステージでの心理的・社会
的背景を踏まえて人の営みを多
角的に捉える。

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1

２．�人の健康に影響を与える様々な
内的、外的要因や病態の成立機
序について理解した上で、患者
の状態を継続的かつ的確に把握
し、薬学的な視点で考察するこ
とにより、その時々に最適な薬
物治療を根拠に基づき提案す
る。

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2

３．�薬物の物性、作用、体内動態、
製剤学的特性に基づいて、人体
に適用した際のリスク・ベネ
フィットを考慮し、適切に対応
する。

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2

４．�医薬品の品質を担保し、患者が
必要とする医薬品を正確かつ迅
速に供給するとともに、医療安
全に配慮し、危険を予測しなが
らその回避に努める。

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1

５．�患者、家族の社会的背景や心理
の変化を考慮し、社会保障制度
や医療経済にも配慮したうえ
で、納得して治療に参加できる
よう、個々の患者に応じた薬物
治療を提案する。

1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1

６．�薬物治療の立案、実施、評価の
各段階で、客観的事実と自らの
考察・判断を医療文書として適
切に記録し、伝達して共有する。

1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1

DP －⑥　自己研鑽と共育
薬剤師が医療人であること
を認識して、常に研鑽する
とともに、他者との共育を
進める。

１．�薬学・医療に関わる者として、
自らの行動を常に省察し、能力
の向上を目指して、最新の知見
や技術の修得に努める。

1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2

２．�自らの知識や技能、経験を同僚
や後進と共有し、互いに成長で
きるように行動する。

1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2

３．�教育理論などに基づく効果的な
指導法を身に付けて後進を指導
し、後進の行動に価値ある変化
をもたらし、その成長に貢献す
る。
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DP－⑤　薬物治療の実践
薬剤師が人の命に関わるこ
との責任を深く認識し、患
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薬物治療を提供する。
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の変化を考慮し、社会保障制度
や医療経済にも配慮したうえ
で、納得して治療に参加できる
よう、個々の患者に応じた薬物
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考察・判断を医療文書として適
切に記録し、伝達して共有する。
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DP －⑥　自己研鑽と共育
薬剤師が医療人であること
を認識して、常に研鑽する
とともに、他者との共育を
進める。

１．�薬学・医療に関わる者として、
自らの行動を常に省察し、能力
の向上を目指して、最新の知見
や技術の修得に努める。
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２．�自らの知識や技能、経験を同僚
や後進と共有し、互いに成長で
きるように行動する。
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３．�教育理論などに基づく効果的な
指導法を身に付けて後進を指導
し、後進の行動に価値ある変化
をもたらし、その成長に貢献す
る。
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2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
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DP －①　プロフェッショ
ナルとしての基盤
薬剤師が命に関わる専門職
であることを自覚し、薬の
プロフェッショナルとして
の誇りと責任をもって振舞
う。

１．�常に、自己の心身を健康に保ち、
関連する法令や社会のルールを
守り、周囲に配慮して、身なり、
態度、言葉遣いなどにおいて
人々の模範となるように行動
し、それを省察する。

1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2

２．�薬剤師は生命に関わる医療の専
門家であることを常に意識し、
高い倫理観と責任感をもって、
その使命を果たす。

1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2

３．�人文科学、社会科学、自然科学
などに関心を持ち、自らの教養
を深め、多様な文化や価値観を
尊重し、敬意をもって他者に誠
実に接する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

DP －②　コミュニケー
ションと多職種連携
医療人として、他者と適切
なコミュニケーションを取
り、患者や多職種などとの
良好な関係を築き連携して
医療に参画する。

１．�人の行動や心理を理解するため
の基本原理とこれらに影響を与
える要因を理解し、多様な背景
を持つ患者や地域住民、医療関
係者、教育者、研究者などと良
好な人間関係を構築する。

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2

２．�互いに納得できる結論を導くた
めに、他者の意見を理解するよ
う努め、自分の考えを相手の状
況やその場に適した方法で的確
に伝える。

1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2

３．�医療・福祉に関連する様々な専
門職の役割を理解し、互いの専
門性を尊重しつつ協力・連携し
て薬剤師としての役割を果た
す。

1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

DP －③　社会的貢献
薬剤師の使命を認識し、公
衆衛生の維持・向上などを
通して社会に貢献する。

１．�様々な言語で発信される薬学・
医療に関する情報を収集、評価
して提供することや、研究活動
や臨床活動で得られた知見を国
内外に向けて発信することで、
人々の疾病の予防、健康の回復・
維持、公衆衛生の向上に貢献す
る。

2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2

２．�地域の人々に対して、ヘルスリ
テラシーの向上、疾病の予防、
健康の維持・回復を目的とする
情報を提供し、地域の人々とと
もに活動する。

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

３．�貧困・災害・環境などの社会や
自然に関する問題に対し、公衆
衛生の維持・向上を目指して活
動する。

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

DP －④　問題解決
臨床の場や研究の場のみな
らず、自身が直面する状況
において幅広い視野で物事
を捉え、課題を見出し、そ
れを解決する。

１．�日頃から探求心をもって物事を
深く観察することにより、研究
活動や臨床現場はもとより様々
な局面において解決すべき問題
点を見出す。

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1

２．�知識や技能、蓄積された経験を
統合し、また、先端技術や情報
処理技術を効果的に活用するこ
とにより、問題解決のための適
切なプロセスを立案し、実行す
る。

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2

３．�実験・観察などにより得られた
データを後の検証に耐え得るよ
う適切に取り扱い、科学的な考
察を加えて活用する。

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

４．�問題解決のプロセス、およびそ
れらから導き出された結果を批
判的に吟味し、さらなる問題解
決に活かす。

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2

令和 6（2024）年度施行カリキュラムの各科目と
アウトカム・コンピテンシーとの対応関係（3・4・5・6学年）

2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
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DP －①　プロフェッショ
ナルとしての基盤
薬剤師が命に関わる専門職
であることを自覚し、薬の
プロフェッショナルとして
の誇りと責任をもって振舞
う。

１．�常に、自己の心身を健康に保ち、
関連する法令や社会のルールを
守り、周囲に配慮して、身なり、
態度、言葉遣いなどにおいて
人々の模範となるように行動
し、それを省察する。

1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2

２．�薬剤師は生命に関わる医療の専
門家であることを常に意識し、
高い倫理観と責任感をもって、
その使命を果たす。

1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2

３．�人文科学、社会科学、自然科学
などに関心を持ち、自らの教養
を深め、多様な文化や価値観を
尊重し、敬意をもって他者に誠
実に接する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

DP －②　コミュニケー
ションと多職種連携
医療人として、他者と適切
なコミュニケーションを取
り、患者や多職種などとの
良好な関係を築き連携して
医療に参画する。

１．�人の行動や心理を理解するため
の基本原理とこれらに影響を与
える要因を理解し、多様な背景
を持つ患者や地域住民、医療関
係者、教育者、研究者などと良
好な人間関係を構築する。

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2

２．�互いに納得できる結論を導くた
めに、他者の意見を理解するよ
う努め、自分の考えを相手の状
況やその場に適した方法で的確
に伝える。

1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2

３．�医療・福祉に関連する様々な専
門職の役割を理解し、互いの専
門性を尊重しつつ協力・連携し
て薬剤師としての役割を果た
す。

1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

DP －③　社会的貢献
薬剤師の使命を認識し、公
衆衛生の維持・向上などを
通して社会に貢献する。

１．�様々な言語で発信される薬学・
医療に関する情報を収集、評価
して提供することや、研究活動
や臨床活動で得られた知見を国
内外に向けて発信することで、
人々の疾病の予防、健康の回復・
維持、公衆衛生の向上に貢献す
る。

2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2

２．�地域の人々に対して、ヘルスリ
テラシーの向上、疾病の予防、
健康の維持・回復を目的とする
情報を提供し、地域の人々とと
もに活動する。

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

３．�貧困・災害・環境などの社会や
自然に関する問題に対し、公衆
衛生の維持・向上を目指して活
動する。

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

DP －④　問題解決
臨床の場や研究の場のみな
らず、自身が直面する状況
において幅広い視野で物事
を捉え、課題を見出し、そ
れを解決する。

１．�日頃から探求心をもって物事を
深く観察することにより、研究
活動や臨床現場はもとより様々
な局面において解決すべき問題
点を見出す。

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1

２．�知識や技能、蓄積された経験を
統合し、また、先端技術や情報
処理技術を効果的に活用するこ
とにより、問題解決のための適
切なプロセスを立案し、実行す
る。

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2

３．�実験・観察などにより得られた
データを後の検証に耐え得るよ
う適切に取り扱い、科学的な考
察を加えて活用する。

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

４．�問題解決のプロセス、およびそ
れらから導き出された結果を批
判的に吟味し、さらなる問題解
決に活かす。

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2

令和 6（2024）年度施行カリキュラムの各科目と
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2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
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DP －①　プロフェッショ
ナルとしての基盤
薬剤師が命に関わる専門職
であることを自覚し、薬の
プロフェッショナルとして
の誇りと責任をもって振舞
う。

１．�常に、自己の心身を健康に保ち、
関連する法令や社会のルールを
守り、周囲に配慮して、身なり、
態度、言葉遣いなどにおいて
人々の模範となるように行動
し、それを省察する。

1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2

２．�薬剤師は生命に関わる医療の専
門家であることを常に意識し、
高い倫理観と責任感をもって、
その使命を果たす。

1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2

３．�人文科学、社会科学、自然科学
などに関心を持ち、自らの教養
を深め、多様な文化や価値観を
尊重し、敬意をもって他者に誠
実に接する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

DP －②　コミュニケー
ションと多職種連携
医療人として、他者と適切
なコミュニケーションを取
り、患者や多職種などとの
良好な関係を築き連携して
医療に参画する。

１．�人の行動や心理を理解するため
の基本原理とこれらに影響を与
える要因を理解し、多様な背景
を持つ患者や地域住民、医療関
係者、教育者、研究者などと良
好な人間関係を構築する。

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2

２．�互いに納得できる結論を導くた
めに、他者の意見を理解するよ
う努め、自分の考えを相手の状
況やその場に適した方法で的確
に伝える。

1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2

３．�医療・福祉に関連する様々な専
門職の役割を理解し、互いの専
門性を尊重しつつ協力・連携し
て薬剤師としての役割を果た
す。

1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

DP －③　社会的貢献
薬剤師の使命を認識し、公
衆衛生の維持・向上などを
通して社会に貢献する。

１．�様々な言語で発信される薬学・
医療に関する情報を収集、評価
して提供することや、研究活動
や臨床活動で得られた知見を国
内外に向けて発信することで、
人々の疾病の予防、健康の回復・
維持、公衆衛生の向上に貢献す
る。

2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2

２．�地域の人々に対して、ヘルスリ
テラシーの向上、疾病の予防、
健康の維持・回復を目的とする
情報を提供し、地域の人々とと
もに活動する。

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

３．�貧困・災害・環境などの社会や
自然に関する問題に対し、公衆
衛生の維持・向上を目指して活
動する。

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

DP －④　問題解決
臨床の場や研究の場のみな
らず、自身が直面する状況
において幅広い視野で物事
を捉え、課題を見出し、そ
れを解決する。

１．�日頃から探求心をもって物事を
深く観察することにより、研究
活動や臨床現場はもとより様々
な局面において解決すべき問題
点を見出す。

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1

２．�知識や技能、蓄積された経験を
統合し、また、先端技術や情報
処理技術を効果的に活用するこ
とにより、問題解決のための適
切なプロセスを立案し、実行す
る。

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2

３．�実験・観察などにより得られた
データを後の検証に耐え得るよ
う適切に取り扱い、科学的な考
察を加えて活用する。

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

４．�問題解決のプロセス、およびそ
れらから導き出された結果を批
判的に吟味し、さらなる問題解
決に活かす。

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2

令和 6（2024）年度施行カリキュラムの各科目と
アウトカム・コンピテンシーとの対応関係（3・4・5・6学年）

2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
選
必

選
必

選
必
選
必
選
必
選
必
選
必

アウトカム コンピテンシー

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6
5
〜
6

1
〜
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〜
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〜
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〜
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通
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通
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イ
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薬
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1
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薬
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2
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携
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3

－

医
療
倫
理

薬
理
・
薬
物
治
療
学
3
A

薬
理
・
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物
治
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B

生
物
薬
剤
学
2
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計
学
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然
物
化
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薬
学
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携
演
習
15

薬
学
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携
演
習
16

薬
学
連
携
演
習
17

薬
学
連
携
演
習
18

薬
学
連
携
演
習
19

有
機
化
学
実
習

薬
理
学
実
習

薬
学
英
語
4

応
用
分
析
学

応
用
放
射
化
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医
薬
品
化
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2
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薬
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3

病
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物
治
療
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A
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携
演
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20
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携
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21
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携
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22

薬
学
連
携
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23

薬
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携
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24
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化
学
実
習
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学
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験
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学
5
A
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療
学
5
B

薬
事
関
連
法
・
制
度

臨
床
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入
学
習
1

薬
学
連
携
演
習
25

薬
学
連
携
演
習
26

薬
学
連
携
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薬
物
治
療
学

レ
ギ
ュ
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ン
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テ
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テ
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カ
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ミ
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ケ
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臨
床
導
入
学
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2

統
合
薬
学
演
習
1

薬
学
総
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演
習
1

特
別
演
習
・
実
習
1

臨
床
実
習

多
職
種
連
携
論
4

－

医
療
安
全

医
療
政
策
論

先
端
分
子
医
科
学

現
代
医
療
に
お
け
る
漢
方
医
療

ア
ド
バ
ン
ス
ト
薬
理
学

統
合
薬
学
演
習
2

薬
学
総
合
演
習
2

特
別
演
習
・
実
習
2

イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
Ⅰ

イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
Ⅱ

ア
ド
バ
ン
ス
ト
薬
学
英
語

海
外
薬
学
研
修

薬
学
生
涯
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
演
習

解
剖
見
学
実
習

臨
床
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

DP －①　プロフェッショ
ナルとしての基盤
薬剤師が命に関わる専門職
であることを自覚し、薬の
プロフェッショナルとして
の誇りと責任をもって振舞
う。

１．�常に、自己の心身を健康に保ち、
関連する法令や社会のルールを
守り、周囲に配慮して、身なり、
態度、言葉遣いなどにおいて
人々の模範となるように行動
し、それを省察する。

1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2

２．�薬剤師は生命に関わる医療の専
門家であることを常に意識し、
高い倫理観と責任感をもって、
その使命を果たす。

1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2

３．�人文科学、社会科学、自然科学
などに関心を持ち、自らの教養
を深め、多様な文化や価値観を
尊重し、敬意をもって他者に誠
実に接する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

DP －②　コミュニケー
ションと多職種連携
医療人として、他者と適切
なコミュニケーションを取
り、患者や多職種などとの
良好な関係を築き連携して
医療に参画する。

１．�人の行動や心理を理解するため
の基本原理とこれらに影響を与
える要因を理解し、多様な背景
を持つ患者や地域住民、医療関
係者、教育者、研究者などと良
好な人間関係を構築する。

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2

２．�互いに納得できる結論を導くた
めに、他者の意見を理解するよ
う努め、自分の考えを相手の状
況やその場に適した方法で的確
に伝える。

1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2

３．�医療・福祉に関連する様々な専
門職の役割を理解し、互いの専
門性を尊重しつつ協力・連携し
て薬剤師としての役割を果た
す。

1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

DP －③　社会的貢献
薬剤師の使命を認識し、公
衆衛生の維持・向上などを
通して社会に貢献する。

１．�様々な言語で発信される薬学・
医療に関する情報を収集、評価
して提供することや、研究活動
や臨床活動で得られた知見を国
内外に向けて発信することで、
人々の疾病の予防、健康の回復・
維持、公衆衛生の向上に貢献す
る。

2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2

２．�地域の人々に対して、ヘルスリ
テラシーの向上、疾病の予防、
健康の維持・回復を目的とする
情報を提供し、地域の人々とと
もに活動する。

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

３．�貧困・災害・環境などの社会や
自然に関する問題に対し、公衆
衛生の維持・向上を目指して活
動する。

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

DP －④　問題解決
臨床の場や研究の場のみな
らず、自身が直面する状況
において幅広い視野で物事
を捉え、課題を見出し、そ
れを解決する。

１．�日頃から探求心をもって物事を
深く観察することにより、研究
活動や臨床現場はもとより様々
な局面において解決すべき問題
点を見出す。

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1

２．�知識や技能、蓄積された経験を
統合し、また、先端技術や情報
処理技術を効果的に活用するこ
とにより、問題解決のための適
切なプロセスを立案し、実行す
る。

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2

３．�実験・観察などにより得られた
データを後の検証に耐え得るよ
う適切に取り扱い、科学的な考
察を加えて活用する。

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

４．�問題解決のプロセス、およびそ
れらから導き出された結果を批
判的に吟味し、さらなる問題解
決に活かす。

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2

令和 6（2024）年度施行カリキュラムの各科目と
アウトカム・コンピテンシーとの対応関係（3・4・5・6学年）
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2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
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必
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必
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必
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必

アウトカム コンピテンシー
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DP－⑤　薬物治療の実践
薬剤師が人の命に関わるこ
との責任を深く認識し、患
者・家族にとってより良い
薬物治療を提供する。

１．�生命活動を理解した上で、各ラ
イフステージでの心理的・社会
的背景を踏まえて人の営みを多
角的に捉える。

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2

２．�人の健康に影響を与える様々な
内的、外的要因や病態の成立機
序について理解した上で、患者
の状態を継続的かつ的確に把握
し、薬学的な視点で考察するこ
とにより、その時々に最適な薬
物治療を根拠に基づき提案す
る。

2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2

３．�薬物の物性、作用、体内動態、
製剤学的特性に基づいて、人体
に適用した際のリスク・ベネ
フィットを考慮し、適切に対応
する。

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2

４．�医薬品の品質を担保し、患者が
必要とする医薬品を正確かつ迅
速に供給するとともに、医療安
全に配慮し、危険を予測しなが
らその回避に努める。

2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1

５．�患者、家族の社会的背景や心理
の変化を考慮し、社会保障制度
や医療経済にも配慮したうえ
で、納得して治療に参加できる
よう、個々の患者に応じた薬物
治療を提案する。

2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2

６．�薬物治療の立案、実施、評価の
各段階で、客観的事実と自らの
考察・判断を医療文書として適
切に記録し、伝達して共有する。

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

DP －⑥　自己研鑽と共育
薬剤師が医療人であること
を認識して、常に研鑽する
とともに、他者との共育を
進める。

１．�薬学・医療に関わる者として、
自らの行動を常に省察し、能力
の向上を目指して、最新の知見
や技術の修得に努める。

2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1

２．�自らの知識や技能、経験を同僚
や後進と共有し、互いに成長で
きるように行動する。

2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2

３．�教育理論などに基づく効果的な
指導法を身に付けて後進を指導
し、後進の行動に価値ある変化
をもたらし、その成長に貢献す
る。

2 1 1 1 1 1 1 2

2: 授業の到達目標に直接的に関係するコンピテンシーである　1: 授業の到達目標に間接的に関係するコンピテンシーである
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DP－⑤　薬物治療の実践
薬剤師が人の命に関わるこ
との責任を深く認識し、患
者・家族にとってより良い
薬物治療を提供する。

１．�生命活動を理解した上で、各ラ
イフステージでの心理的・社会
的背景を踏まえて人の営みを多
角的に捉える。

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2

２．�人の健康に影響を与える様々な
内的、外的要因や病態の成立機
序について理解した上で、患者
の状態を継続的かつ的確に把握
し、薬学的な視点で考察するこ
とにより、その時々に最適な薬
物治療を根拠に基づき提案す
る。

2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2

３．�薬物の物性、作用、体内動態、
製剤学的特性に基づいて、人体
に適用した際のリスク・ベネ
フィットを考慮し、適切に対応
する。

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2

４．�医薬品の品質を担保し、患者が
必要とする医薬品を正確かつ迅
速に供給するとともに、医療安
全に配慮し、危険を予測しなが
らその回避に努める。

2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1

５．�患者、家族の社会的背景や心理
の変化を考慮し、社会保障制度
や医療経済にも配慮したうえ
で、納得して治療に参加できる
よう、個々の患者に応じた薬物
治療を提案する。

2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2

６．�薬物治療の立案、実施、評価の
各段階で、客観的事実と自らの
考察・判断を医療文書として適
切に記録し、伝達して共有する。

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

DP －⑥　自己研鑽と共育
薬剤師が医療人であること
を認識して、常に研鑽する
とともに、他者との共育を
進める。

１．�薬学・医療に関わる者として、
自らの行動を常に省察し、能力
の向上を目指して、最新の知見
や技術の修得に努める。

2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1

２．�自らの知識や技能、経験を同僚
や後進と共有し、互いに成長で
きるように行動する。

2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2

３．�教育理論などに基づく効果的な
指導法を身に付けて後進を指導
し、後進の行動に価値ある変化
をもたらし、その成長に貢献す
る。

2 1 1 1 1 1 1 2
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DP－⑤　薬物治療の実践
薬剤師が人の命に関わるこ
との責任を深く認識し、患
者・家族にとってより良い
薬物治療を提供する。

１．�生命活動を理解した上で、各ラ
イフステージでの心理的・社会
的背景を踏まえて人の営みを多
角的に捉える。

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2

２．�人の健康に影響を与える様々な
内的、外的要因や病態の成立機
序について理解した上で、患者
の状態を継続的かつ的確に把握
し、薬学的な視点で考察するこ
とにより、その時々に最適な薬
物治療を根拠に基づき提案す
る。

2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2

３．�薬物の物性、作用、体内動態、
製剤学的特性に基づいて、人体
に適用した際のリスク・ベネ
フィットを考慮し、適切に対応
する。

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2

４．�医薬品の品質を担保し、患者が
必要とする医薬品を正確かつ迅
速に供給するとともに、医療安
全に配慮し、危険を予測しなが
らその回避に努める。

2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1

５．�患者、家族の社会的背景や心理
の変化を考慮し、社会保障制度
や医療経済にも配慮したうえ
で、納得して治療に参加できる
よう、個々の患者に応じた薬物
治療を提案する。

2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2

６．�薬物治療の立案、実施、評価の
各段階で、客観的事実と自らの
考察・判断を医療文書として適
切に記録し、伝達して共有する。

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

DP －⑥　自己研鑽と共育
薬剤師が医療人であること
を認識して、常に研鑽する
とともに、他者との共育を
進める。

１．�薬学・医療に関わる者として、
自らの行動を常に省察し、能力
の向上を目指して、最新の知見
や技術の修得に努める。

2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1

２．�自らの知識や技能、経験を同僚
や後進と共有し、互いに成長で
きるように行動する。

2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2

３．�教育理論などに基づく効果的な
指導法を身に付けて後進を指導
し、後進の行動に価値ある変化
をもたらし、その成長に貢献す
る。

2 1 1 1 1 1 1 2
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習
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習

臨
床
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ン
ス

DP－⑤　薬物治療の実践
薬剤師が人の命に関わるこ
との責任を深く認識し、患
者・家族にとってより良い
薬物治療を提供する。

１．�生命活動を理解した上で、各ラ
イフステージでの心理的・社会
的背景を踏まえて人の営みを多
角的に捉える。

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2

２．�人の健康に影響を与える様々な
内的、外的要因や病態の成立機
序について理解した上で、患者
の状態を継続的かつ的確に把握
し、薬学的な視点で考察するこ
とにより、その時々に最適な薬
物治療を根拠に基づき提案す
る。

2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2

３．�薬物の物性、作用、体内動態、
製剤学的特性に基づいて、人体
に適用した際のリスク・ベネ
フィットを考慮し、適切に対応
する。

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2

４．�医薬品の品質を担保し、患者が
必要とする医薬品を正確かつ迅
速に供給するとともに、医療安
全に配慮し、危険を予測しなが
らその回避に努める。

2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1

５．�患者、家族の社会的背景や心理
の変化を考慮し、社会保障制度
や医療経済にも配慮したうえ
で、納得して治療に参加できる
よう、個々の患者に応じた薬物
治療を提案する。

2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2

６．�薬物治療の立案、実施、評価の
各段階で、客観的事実と自らの
考察・判断を医療文書として適
切に記録し、伝達して共有する。

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

DP －⑥　自己研鑽と共育
薬剤師が医療人であること
を認識して、常に研鑽する
とともに、他者との共育を
進める。

１．�薬学・医療に関わる者として、
自らの行動を常に省察し、能力
の向上を目指して、最新の知見
や技術の修得に努める。

2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1

２．�自らの知識や技能、経験を同僚
や後進と共有し、互いに成長で
きるように行動する。

2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2

３．�教育理論などに基づく効果的な
指導法を身に付けて後進を指導
し、後進の行動に価値ある変化
をもたらし、その成長に貢献す
る。

2 1 1 1 1 1 1 2
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科目ナンバリングについて

　次のような考えに基づいて各科目に番号を振り、カリキュラムの体系性を示しています。

＜科目の内容による分類＞
　各科目がどの系に対応しているかにより、科目を８分類しています。

分　類 記号 記号の元とする英字

教育系 BE Basic�Education

社会系 SP Social�Pharmacy

物理系 PC Physical�Chemistry

有機化学系 OC Organic�Chemistry

生物系 BC Biological�Chemistry

医療系 MP Medical�Pharmacy

臨床薬学系 CP Clinical�Pharmacy

総合 IS Integrated�Studies

※　カリキュラム・マップ詳細版を参照してください。

＜科目の段階による分類＞
　各科目が薬学部規程上どの区分に配当されているかにより、1001から6099までの数字により科目
を５分類しています。

分　　類 分類番号

基礎教育科目 1000番台

基礎薬学科目 2000番台

応用薬学科目 3000番台

医療薬学科目 4000番台

総合演習科目 5000番台

実習科目 6000番台

以上の記号と数字を組み合わせて、各科目に固有の番号（科目ナンバー）を振っています。
具体的には次ページ以降の表を参照してください。
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系 分類 科目NO 科目名称

教育系 基礎教育科目

BE1001 自然科学１
BE1002 政治学
BE1003 数理論理学
BE1004 コミュニケーション入門
BE1005 医工薬連環科学
BE1006 文学・文化
BE1007 歴史学
BE1008 文化人類学
BE1009 倫理と社会
BE1010 自然科学２
BE1011 基礎心理学
BE1012 運動と健康
BE1013 情報科学
BE1014 情報科学演習
BE1015 アカデミックスキル
BE1016 スポーツ・運動
BE1017 物理学
BE1018 物理学演習
BE1019 化学
BE1020 化学演習
BE1021 生物学
BE1022 生物学演習
BE1023 数学１
BE1024 数学演習
BE1025 数学２
BE1026 数理統計学
BE1027 薬学英語１
BE1028 薬学英語２
BE1029 薬学英語３
BE1030 薬学英語４
BE1031 ドイツ語１
BE1032 ドイツ語２
BE1033 中国語１
BE1034 中国語２
BE1035 ハングル１
BE1036 ハングル２
BE1037 インタラクティブ・イングリッシュI
BE1038 インタラクティブ・イングリッシュII
BE1039 アドバンスト薬学英語
BE1040 海外薬学研修
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系 分類 科目NO 科目名称

社会系

基礎教育科目

SP1041 医療心理学
SP1042 医療コミュニケーション
SP1043 キャリアデザイン
SP2001 薬学入門

医療薬学科目

SP4001 多職種連携論１－医療人マインド
SP4002 多職種連携論２－医療と専門職
SP4003 生命医療倫理
SP4004 多職種連携論３－医療倫理
SP4005 多職種連携論４－医療安全
SP4006 医療と法
SP4007 医療政策論
SP4009 早期体験学習
SP4011 中期体験学習
SP4012 薬学教育論
SP4013 薬学生涯学習プログラム演習
SP4040 薬事関連法・制度
SP4041 社会保障論

物理系

基礎薬学科目

PC2002 物理化学１
PC2003 物理化学２
PC2004 放射化学
PC2005 分析化学１
PC2006 分析化学２

応用薬学科目
PC3001 応用分析学
PC3002 応用放射化学

実習科目 PC6001 分析化学・物理化学実習

有機化学系

基礎薬学科目

OC2007 有機化学１
OC2008 有機化学２
OC2009 有機化学３
OC2010 有機化学４
OC2011 有機スペクトル解析学

応用薬学科目

OC3003 薬用天然物化学
OC3004 生薬学
OC3005 医薬品化学１
OC3006 医薬品化学２

実習科目
OC6002 漢方・生薬学実習
OC6003 有機化学実習
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系 分類 科目NO 科目名称

生物系

基礎薬学科目

BC2012 生化学１
BC2013 生化学２
BC2014 微生物学
BC2015 免疫学

応用薬学科目

BC3007 衛生薬学１
BC3008 衛生薬学２
BC3009 衛生薬学３
BC3010 分子細胞生物学１
BC3011 分子細胞生物学２
BC3012 病原微生物学
BC3013 先端分子医科学

実習科目
BC6004 生物学実習
BC6006 生物科学実習
BC6007 衛生・放射化学実習

医療系

基礎薬学科目

MP2016 機能形態学１
MP2017 機能形態学２
MP2018 機能形態学３
MP2019 基礎薬学導入学習

応用薬学科目
MP3014 基礎漢方薬学
MP3015 物理薬剤学

医療薬学科目

MP4010 医療薬学導入学習
MP4014 基礎薬理学
MP4015 薬理・薬物治療学１Ａ
MP4016 薬理・薬物治療学２Ａ
MP4017 薬理・薬物治療学３Ａ
MP4018 薬理・薬物治療学４Ａ
MP4019 薬理・薬物治療学５Ａ
MP4020 薬理・薬物治療学１Ｂ
MP4021 薬理・薬物治療学２Ｂ
MP4022 薬理・薬物治療学３Ｂ
MP4023 薬理・薬物治療学４Ｂ
MP4024 薬理・薬物治療学５Ｂ
MP4025 アドバンスト薬理学
MP4026 アドバンスト薬物治療学
MP4027 生物薬剤学１
MP4028 生物薬剤学２
MP4029 薬物速度論
MP4030 製剤設計学
MP4031 臨床感染症学
MP4032 現代における漢方医療

実習科目
MP6005 解剖見学実習
MP6008 薬理学実習
MP6009 薬剤学実習
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系 分類 科目NO 科目名称

臨床薬学系

応用薬学科目 CP3016 臨床統計

医療薬学科目

CP4008 臨床カンファレンス
CP4033 薬物治療マネジメント
CP4034 個別化医療
CP4035 コミュニティファーマシー
CP4036 ファーマシューティカルコミュニケーション演習
CP4037 レギュラトリーサイエンス
CP4038 臨床導入学習１
CP4039 臨床導入学習２

総合

総合演習科目

IS5001 薬学連携演習１
IS5002 薬学連携演習２
IS5003 薬学連携演習３
IS5004 薬学連携演習４
IS5005 薬学連携演習５
IS5006 薬学連携演習６
IS5007 薬学連携演習７
IS5008 薬学連携演習８
IS5009 薬学連携演習９
IS5010 薬学連携演習１０
IS5011 薬学連携演習１１
IS5012 薬学連携演習１２
IS5013 薬学連携演習１３
IS5014 薬学連携演習１４
IS5015 薬学連携演習１５
IS5016 薬学連携演習１６
IS5017 薬学連携演習１７
IS5018 薬学連携演習１８
IS5019 薬学連携演習１９
IS5020 薬学連携演習２０
IS5021 薬学連携演習２１
IS5022 薬学連携演習２２
IS5023 薬学連携演習２３
IS5024 薬学連携演習２４
IS5025 薬学連携演習２５
IS5026 薬学連携演習２６
IS5027 薬学連携演習２７
IS5028 統合薬学演習１
IS5029 統合薬学演習２
IS5030 薬学総合演習１
IS5031 薬学総合演習２

実習科目
IS6010 臨床実習
IS6011 特別演習・実習１
IS6012 特別演習・実習２
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学修ポートフォリオの活用について
　Universal�Passportの「学修ポートフォリオ」機能では、履修した授業科目の成績等、自分の学修状況
を一元的に確認することができます。その機能の一環として、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー、
DP）に掲げる学修成果の到達度を、各学期の成績が確定した後に、レーダーチャート形式で確認するこ
とができます（学修度グラフ）。自分の総合的な学修成果を把握する指標の一つとして活用してください。
　なお、学修度グラフは以下のような設定により計算し、算出しています。
・�グラフの各頂点は、薬学部薬学科のDPに掲げる、卒業時に身に付けておくことが求められる６の資
質・能力となっています。

＜「学修度グラフ」画面イメージ＞

・�DPに掲げる６の資質・能力と各授業科目の関連性により、皆さんが履修した各授業科目の成績はDP
に掲げる資質・能力として学修度グラフに表示されることとなります。なおその際、表に示すとおり、
各授業科目の成績の評定により、達成度は補正されて計算されることとなります。

表　各授業科目の成績の評定による補正値
評価（点数） 補正値（%）
S（100～90点） 100
A（89～80点） 90
B（79～70点） 80
C（69～60点） 70

合格 100

※不合格（D、E、試験欠席など）の場合は補正値０％とします。
※�学則第24条により本学における授業科目の履修とみなし、本学が単位を与え成績の評点を表示しない
科目（本学に入学する前に他の大学等において単位を修得し本学の単位として認定された科目）は補
正値100％として学修度グラフに反映します。
※単位を修得した場合の見込みの学修度グラフを表示する際は、補正値100％として取り扱います。

①　プロフェッショナルとしての基盤

②　コミュニケーションと多職種連携

③　社会的貢献

④　問題解決

⑤　薬物治療の実践

⑥　自己研鑽と共育
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学修にあたって
薬学科
　薬学部薬学科は、学則に定める本学の目的に基づき、生命の尊厳と人権の尊重を基本に人々の生き方
や価値観を尊重できる豊かな人間性、多様な人材と共同し薬学や医療の分野で国際的に通用する新しい
知識や技術を創造できる能力、科学的知識と倫理的判断に基づき薬学に関する専門知識及び情報や技術
を効果的に活用した医療が実践できる能力、薬剤師として地域医療の特性を学び多職種と連携し協働し
てさまざまな健康課題に取り組むことができる能力、薬剤師として専門能力と教育能力を自律的に探究
し継続的に発展させる基本的姿勢、以上の資質・能力を持った人材を養成することを目的としています。
　このため、前掲のとおり「学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」を定めており、ディプロマ・ポ
リシーを具体化したアウトカム、アウトカムに達した者が示すコンピテンシーを明示しています。また、
DPに基づくアウトカム/コンピテンシーを醸成するためにどのような教育課程を編成するか、「教育課
程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」を定めています。カリキュラム・ポリシーに基づき編
成される教育課程にどのような授業科目を配当するかは、「大阪医科薬科大学　薬学部規程」（以下、「薬
学部規程」）第３条および別表１に規定されています。
卒業すると、「学士（薬学）の学位」と「薬剤師国家試験の受験資格」が与えられます。
履修にあたっては、“薬学部規程”、“大阪医科薬科大学　薬学部規程細則”（以下「薬学部規程細則」、�“学
修の手引きおよび“学生生活の手引き”などを熟読し、アドバイザーの指導、助言を参考に、履修に必
要な手続きなどを薬学学務部教務課で行う必要があります。

薬学学務部教務課について
　薬学学務部教務課は学生諸君が授業科目を履修していく際、いろいろな疑問に答えるとともに各種
願、届出などの《学校法人大阪医科薬科大学　事務分掌規程》に規定されている事項を取り扱っていま
す。学生諸君が充実した学生生活を送るにあたり、大いに薬学学務部教務課に相談してください。

�1　薬学部生及び薬学研究科生の学籍に関すること。
�2　学事日程、教育課程及び授業に関すること。
�3　各種試験及び成績に関すること。
�4　薬学部の学位授与に関すること。
�5　薬学研究科の学位授与、教育課程、授業、試験、成績及び入学試験に関すること。
�6　研究生、科目等履修生及び聴講生に関すること。
�7　自己点検・評価及び外部評価に関すること。
�8　薬剤師国家試験に関すること。
�9　白衣授与式、実務実習及び共用試験に関すること。
10　薬学部のＦＤ（Faculty�Development）に関すること。
11　薬剤師生涯学習に関すること。
12　教授会及び薬学学務部教務課所掌の各種会議に関すること。
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授業科目と単位について
　授業科目は薬学部規程第３条に規定されているように、基礎教育科目、基礎薬学科目、応用薬学科目、
医療薬学科目、総合演習科目および実習科目に大分類されます。授業科目一覧は、薬学部規程別表１に
記載されています。

◇�各授業科目は前期あるいは後期で終了する２学期制（semester）で行われ、一般的に、各授業科目は
１単位を原則として設定されます。なお、「臨床導入学習１」（３単位）、「臨床実習」（20単位）、「薬学
総合演習２」（７単位）、「特別演習・実習１」（５単位）、「特別演習・実習２」（20単位）の単位数は、
必要な学習等を考慮して定められています。

◇�薬学部規程別表１には今後の開講予定が示されていますが、変更されることもありますので、毎年次
の始めにホームページに掲載される「授業の内容」（シラバス）および掲示などに気をつけてください。

◎単位の定義と卒業に必要な単位について
　単位とは、学習の時間数により定められる学修の量を示す基準となるものです。
　授業科目の種類、授業時間数によって単位が定められています。これらの授業科目を履修すると、出
席、平常の成績および試験の成績などを考査して修了の認定が行われ、単位が授与されます。進級およ
び卒業の査定は、この単位数により行われます。
卒業に必要な単位数は、薬学部規程別表２に記載されています。
　①　授業科目は講義、演習、実習、実技のいずれかの方法で、またこれらの併用により行われます。
　②　�１単位の授業科目は45時間の学修を要する内容で構成されるものを標準に、当該授業による教育

効果、授業時間外に必要な学修を考慮して、15～30時間までの範囲内で定められた時間の授業を
もって１単位とされています。
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履修上の注意について
◎履修届
　必修科目の受講手続きは必要ありませんが、選択必修科目は授業開始後、授業時間表に基づいて各自、
履修計画を立て、受講手続きを期限内に行ってください。
　進級や卒業に必要な選択必修科目の要件は、薬学部規程別表２に記載されています。

◎履修できる授業科目の上限
　薬学部規程第３条第４項において、各学年次において１年間に履修できる授業科目の単位数の合計
は、原則として55単位を上限としています。
　これを一般的にキャップ制といい、大学設置基準第27条の２第１項でも「大学は、学生が各年次にわ
たって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が１
年間又は１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならな
い」と記載されています。
　なお、各学年次での履修単位数を算定する際、複数の学年時にわたり配当されている授業科目は、そ
の授業科目の単位数を各学年次に案分し算定します。
　このキャップ制と卒業要件単位および選択必修科目の履修要件を念頭において履修計画を立てるよう
にしてください。

（参考）各学年次で履修する授業科目の単位数
科目の区分 授業科目 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

必修・選択必修
当該年次配当科目 39 38 35 25 30 19
下位年次配当科目の持ち
上がり（最大５科目）

５ ５ ５

計 39 43 40 30 30 19
　必修科目・選択必修科目の他に卒業要件に算入されない自由科目も履修することができますが、各年
度の履修単位数が55単位を超過しないよう気をつけてください。履修科目数が上限を超過している場
合、教務課より連絡があり、いずれかの授業科目の履修申請を取り下げてもらうこととなります。

◎授業について
①�　開講科目と授業時間表：学年を前期（４月から）と後期（10月から）の２学期に分け、授業が開講
されます。授業日程は各学期開始前に授業時間表および実習日程表として学生に配布し通知されま
す。なお、後期の授業は、日程の都合により９月中旬から開講されることがあります。

②�　都合により授業が行われない場合（休講）や、変更になる場合などは掲示板及びポータルサイト
（UNIVERSAL�PASSPORT）により通知されますので、常に掲示板及びポータルサイト（UNIVERSAL�
PASSPORT）を見るよう心掛けてください。
③　休講になった場合、あるいは通常の授業で時間が不足の場合、別に補講が行われることがあります。
④�　講義は、Ｃ棟、Ｄ棟内の講義室、セミナー室およびＢ棟内にあるセミナー室などを使用して行われ
ます。
⑤　実習は、Ｃ棟の３・４階およびＤ棟の２階にある実習室を使用して行われます。
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◎出席
　授業（講義・実習）には病気、忌引などやむを得ない場合を除き、出席するのが当然です。実習の単
位の認定には、原則として授業回数のすべてに出席することが必要です。講義科目の出席回数が授業回
数の３分の２に満たない場合、定期試験・再試験の受験資格を喪失します。なお、出席確認の具体的な
方法は別途ガイダンス等でお知らせします。
　以上常に気をつけ、勉学に励んでください。

◎授業欠席届
　授業を欠席する、あるいは欠席した場合、授業欠席届を提出することができます。提出に際しては、
届に欠席理由を明記のうえ、理由を証明する書類を必ず添付してください。なお添付する書類は試験欠
席届の提出書類に準じて用意してください。届が受理された場合、定期試験の受験資格を検討する際に
考慮されます。

◎試験欠席届
　定期試験を欠席した場合、後述する「試験について」の説明にあるように、欠席理由が「忌引」「大学
院入学試験」「就職試験」「傷病」などの場合は、試験欠席届に必要書類を添付の上、定期試験終了後の
定められた期日までに薬学学務部教務課に届け出れば、審議の上、追試験が実施されることがあります。
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選択必修科目
◎1年次の選択必修科目
　卒業要件の一つとして、１年次配当の基礎教育科目の選択必修科目を５単位修得することとなってお
り、その対象となる科目には大きく分けて次の２種類があります。

１．第二外国語
　「ドイツ語１、２」「中国語１、２」「ハングル１、２」からいずれか1ヵ国語２科目を選択して履修
します。

２．教養科目
　１年次前期配当の「自然科学１」「政治学」「数理論理学」「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」「医工薬連環科学」から
いずれか１科目、１年次後期配当の「文学・文化」「歴史学」「文化人類学」「倫理と社会」「自然科学
２」「基礎心理学」「運動と健康」からいずれか２科目を選択して履修します。

◎2年次以降の選択必修科目
　卒業要件の一つとして、２年次、３年次、６年次配当の応用薬学科目及び医療薬学科目の選択必修科
目を３単位修得することとなっており、各学年で次の通り選択して履修します。

・２年次配当の「多職種連携論２－医療と専門職」「生命医療倫理」からいずれか１科目
　※単位未修得の場合、2年次に留年となります。
・３年次配当の「中期体験学習」「薬学教育論」からいずれか１科目
　※単位未修得の場合、3年次に留年となります。
・�６年次配当の「先端分子医科学」「多職種連携論４－医療安全」「医療政策論」「アドバンスト薬理
学」「現代における漢方医療」からいずれか１科目
　※単位未修得の場合、卒業延期となります。
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自由科目の履修について
　薬学部では以下の科目を自由科目として設定しており、興味関心に応じて履修することが出来ます。
※自由科目は履修して単位を修得しても卒業要件には算入されません。

「インタラクティブ・イングリッシュI、II」「アドバンスト薬学英語」「海外薬学研修」「臨床カンフ
ァレンス」「薬学生涯学習プログラム演習」「解剖見学実習」
・�インタラクティブ・イングリッシュⅠは１年次から６年次のいずれかの前期、インタラクティブ・
イングリッシュⅡは１年次から６年次のいずれかの後期で履修します。

・アドバンスト薬学英語は３年次前期から６年次前期のいずれかの期間で履修します。
・�海外薬学研修、薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から６年次前期のいずれかの期間で履修
します。

・臨床カンファレンスは５年次前期から６年次前期で行います。
・解剖見学実習は１年次後期から２年次後期で行います。

また、本学が協定を結んでいる他の大学等が開講する授業科目について、皆さんが履修し単位を修得
した場合、本学で履修した科目の単位として扱う「単位互換履修制度」があります。具体的には次の
２つのプログラムがあります。修得した科目は１科目１単位として、自由科目の扱いで認定されます。

○「「医工薬連環科学」教育システムの構築と社会還元」プログラム
　医学、看護学、工学、薬学の専門的学際的分野を学びます。参加大学は関西大学と本学です。薬学
部、医学部、関西大学で科目を相互に提供しており、遠隔講義システムを利用して、阿武山キャンパ
スにいながらにして双方向かつリアルタイムに他大学・他学部の授業を履修できます。履修できる授
業は年度初めに別途お知らせします。

○「大学コンソーシアム大阪」の単位互換制度
　大阪府下の各大学が参加しています。各大学の提供科目を各大学のキャンパスで受講したり、大阪
に関する科目を学んだりすることができます。

　以上のように選択必修科目、自由科目は各自の興味や関心に応じて履修をすることができます。履修
の手続き方法や締切については、それぞれ異なる場合がありますので、薬学学務部教務課からのお知ら
せに注意してください。なお、科目によっては履修者数に制限が設けられる場合があります。
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試験について
　試験には、定期試験、追試験、再試験、特別再試験があり、大半の授業科目の単位認定は、これらの
試験の成績に基づいて行われています。
　なお、再試験および特別再試験の受験には、原則として受験料が必要です。試験の実施方法等の詳細
については、年度により変更されることがあります。

【定期試験】
①各学期末に「前期定期試験」「後期定期試験」が行われます。
②�当該科目の出席回数がその授業回数の３分の２以上である場合に限り、定期試験を受験することがで
きます。（出席回数が授業回数の３分の２に満たない場合、定期試験並びに再試験の受験資格を喪失し
ます）。
③�定期試験の評点は100点を満点とし、成績は、試験の評点、平常の成績などを考査して評定されます。
60点以上であれば、Ｃ以上（合格）と評定され、授業科目の修了が認定され、単位が与えられます。

【追試験】
　定期試験を欠席したものに対し、定期試験終了後に追試験を実施することがあります。追試験の受験
を希望するものは、所定の期日までに試験欠席届およびその理由を証明する書類を提出しなければなり
ません。追試験の評定には欠席理由により評定上限点が設定されます。追試験実施の対象となる欠席理
由、添付書類、評定上限点はそれぞれ次のとおりです。

欠席理由 添付書類 評定上限点
忌引（一親等、または二親等の死亡）＊ 公的証明書の写し、またはそれに準ずるもの＊２ 100点
大学院入学試験 試験要項等 100点
就職試験 試験案内等 100点
傷病 診断書 90点
その他やむを得ない理由 理由書 審議の上決定

＊　一親等…必要な日数、二親等…３日以内
＊２　死亡診断書、火葬（または埋葬）許可証、会葬案内など

【再試験】
①各定期試験終了後に「前期再試験」「後期再試験」が行われます。
②�定期試験の成績の評点が59点以下（評定Ｄ：不合格）のものは、当該科目の定期試験における成績の
評点が30点以上である場合に限り再試験を受験することができます。（定期試験の成績の評定がＥの
場合は再試験を受験することはできません。）
③�再試験の評定は60点を限度とし、成績は試験の評点、平常の成績などを考査して評価されます。60点
であれば、Ｃ（合格）と評価され、授業科目の修了が認定され、単位が与えられます。
④�「再試験」で不合格と判定されても、未修得科目が薬学部規程細則の規定以下であれば進級できます。
その場合、必修科目および選択必修科目の未修得科目は進級後改めて授業を履修し、定期試験を受験
する必要があります。
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【特別再試験】
〔4年次特別再試験〕
①　対象科目
　　�４年次後期の再試験を終えた時点で、４年次に課せられた必修科目に未修得科目がある場合、その
未修得科目について４年次特別再試験を行う。

②　受験資格
　　１）３年次配当の必修科目をすべて修得していること。
　　２�）４年次配当の必修科目の未修得科目が５科目以下であること（未修得科目が６科目以上ある時

は「４年次特別再試験」の受験資格は与えられず、留年となります）。
　　３�）当該科目の出席回数がその授業回数の３分の２以上である場合に限り、特別再試験を受験する

ことができる。
③�　特別再試験の評定は60点を限度とし、成績は、試験の評点、平常の成績などを考査して評価されま
す。60点であれば、Ｃ（合格）と評価され、授業科目の修了認定がされ、単位が与えられます。

〔６年次特別再試験〕
①　対象科目
　　�６年次前期の再試験を終えた時点で、６年次前期に履修した必修科目及び選択必修科目に未修得科
目がある場合、その未修得科目について６年次特別再試験を行う。

②　受験資格
　　�当該科目の出席回数がその授業回数の３分の２以上である場合に限り、特別再試験を受験すること
ができる。

③　�特別再試験の評定は60点を限度とし、試験の評点、平常の成績などを考査して評価されます。60点
であれば、Ｃ（合格）と評価され、授業科目の修了認定がされ、単位が与えられます。

注）�定期試験を実施せずに他の適切な方法で学修の成果を評価し単位を与える科目（実習、実技、演習
等）、および４年次配当の「薬学総合演習１」、６年次配当の「薬学総合演習２」については、特別
再試験を実施しません。
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成績の評定について
　授業科目を履修した後、各試験（定期試験、追試験、再試験、特別再試験）の成績、平常の成績など
を考査して授業科目修了の認定が行われ、単位が与えられます。

①�　試験を重視する講義科目においても、試験の成績に平常の成績などが付加されることがありますの
で、講義には必ず出席し、積極的に授業に参加することが肝要です。

②�　授業科目修了の認定で「定期試験」による成績の評定は、定期試験の評点および平常の成績などが
考慮されて、100点を満点とした点数で表示されます。「追試験」による成績の評定は、追試験の評点
および平常の成績などが考慮されて、定期試験欠席理由に応じ設定された評定上限点による点数で表
示されます。
　�　また、「再試験」「特別再試験」による成績の評定は、各試験の評点および平常の成績などが考慮さ
れて、60点を限度とした点数で表示されます。

③�　授業科目の成績の評価は、授業科目毎に担当教員が授業内容に対する学生の学習到達度によって行
い、到達目標及び成績評価方法はシラバスに示します。教養科目など一部の授業科目は、定期試験を
実施せずに平常の成績により成績が評価されます。この場合、不合格となっても再試験は実施されま
せん。

　授業科目の成績の評定は薬学部規程第７条第２項の規定により、
Ｓ（100～90点）
Ａ（89～80点）
Ｂ（79～70点）
Ｃ（69～60点）
Ｄ（59～30点）
Ｅ（29点以下）

　と表示され、Ｃ以上が合格で、その授業科目の単位が認定されます。

④�　成績の評定結果は、前期および後期の２期に分け、ポータルサイト（UNIVERSAL�PASSPORT）に
より通知されます。
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ＧＰＡについて
　成績の評定に対して、グレード・ポイント（以下「ＧＰ」といいます）を設定し、ＧＰの平均値であ
るグレード・ポイント・アベレージ（以下「ＧＰＡ」といいます）を算出します。ＧＰＡは、各学期の
履修科目の最終成績によるＧＰＡ（以下「学期ＧＰＡ」といいます）、各年度の履修科目の最終成績によ
るＧＰＡ（以下「年度ＧＰＡ」といいます）、入学時からのすべての学期の履修科目の最終成績によるＧ
ＰＡ（以下「累積ＧＰＡ」といいます）の三種類を算出します。

学期ＧＰＡ…その学期に履修した科目の最終成績によるＧＰＡ
年度ＧＰＡ…その年度に履修した科目の最終成績によるＧＰＡ
累積ＧＰＡ…ＧＰＡ算出時点までのすべての学期の履修科目の最終成績によるＧＰＡ

　ＧＰＡの算出対象科目は原則履修したすべての授業科目とします。ただし、次の各号に該当する授業
科目は対象外とします。
　（１）合否で判定し、成績の評点を表示しない授業科目
　（２�）学則第24条により本学における授業科目の履修とみなし、本学が単位を与え成績の評点を表示

しない授業科目（本学に入学する前に他の大学等において単位を修得し、本学の単位として認定
された科目のことです）

　ＧＰＡ算出のためのＧＰは、授業科目履修の成績の評定ごとにＳが４点、Ａが３点、Ｂが２点、Ｃが
１点、ＤおよびＥが０点です。

評価 点数 ＧＰ
Ｓ 100～90点 ４
Ａ 89～80点 ３
Ｂ 79～70点 ２
Ｃ 69～60点 １
Ｄ 59～30点 ０
Ｅ 29点以下 ０

※試験を欠席した場合は、学業成績通知書には“欠席”と表記しＧＰは０点とします。

　ＧＰＡは次の計算式により算出します。
　　ＧＰＡ＝「対象授業科目のＧＰ×当該授業科目の単位数」の合計／「対象授業科目の単位数」の合計
　※得られた数値に少数が生じた場合は、小数点以下第３位を四捨五入し、通知します。
　得られた累積ＧＰＡは各学期末に配布する学業成績通知書に記載してお知らせします。

　〔本学でのＧＰＡの利用方法の例〕
　　・修学指導の参考資料
　　・退学勧告の基準
　　・卒業研究のコース振り分けの参考資料
　　・成績優秀者表彰等の参考資料
　　・選択必修科目の履修者選考の参考資料
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　各学期の成績が確定した段階で、学期ＧＰＡ、年度ＧＰＡ、累積ＧＰＡ、あるいはこれらの組み合わ
せが一定の基準を下回った学生には、成業の見込みを立てるため、面談等による修学指導を行います。
　また、累積ＧＰＡが１未満の学期が３期続いた場合は、学則第29条第２項の規定により退学を勧告す
る場合があります。ただし休学した学期は、対象学期には含みません。

43



進級と卒業について
　成績の評定は、試験による成績、平常の成績などを考査して評価、ついで授業科目修了による単位認
定がなされます。単位未修得の科目が、「薬学部規程細則」に規定されている科目数以内の場合は進級
可、超えた場合は進級不可の査定が下されます。
　進級不可の場合、同一学年に留まり（留年）、単位未修得科目を授業の始めから履修する必要がありま
す。なお、１年次から４年次までは同一学年に２年を超えて在学することはできません。

◎入学から卒業までの流れ

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次

入学 進級査定 進級査定 進級査定 進級査定 進級査定 卒業査定
卒業

◎進級査定＜薬学部規程細則第６条参照＞
　進級査定は年度末に行われます。各年次での進級要件は次のとおりです。なお、必修科目、選択必修
科目には実習、演習、実技も含まれます。また、複数の要件がある場合は、すべて満たさなければなり
ません。
　１年次→２年次：（1）１年次に課せられた次の必修科目をすべて修得していること
　　　　　　　　　　　「アカデミックスキル」「薬学入門」「多職種連携論１－医療人マインド」
　　　　　　　　　　　「早期体験学習」「基礎薬学導入学習」「医療薬学導入学習」「生物学実習」
　　　　　　　　　（2）�１年次に課せられた前号以外の必修科目及び選択必修科目の単位未修得科目が

５科目以下であること
　２年次→３年次：（1）１年次に課せられた必修科目及び選択必修科目をすべて修得していること
　　　　　　　　　（2）２年次に課せられた次の必修科目をすべて修得していること
　　　　　　　　　　　「分析化学・物理化学実習」「漢方・生薬学実習」「生物科学実習」
　　　　　　　　　（3）�２年次に課せられた前号以外の必修科目の単位未修得科目が５科目以下である

こと
　　　　　　　　　（4）�２年次に課せられた選択必修科目「多職種連携論２-医療と専門職」「生命医療

倫理」いずれかを修得していること
　３年次→４年次：（1）２年次に課せられた必修科目をすべて修得していること
　　　　　　　　　（2）３年次に課せられた次の必修科目をすべて修得していること
　　　　　　　　　　　「有機化学実習」「衛生・放射化学実習」「薬理学実習」「薬剤学実習」
　　　　　　　　　（3）�３年次に課せられた前号以外の必修科目の単位未修得科目が５科目以下である

こと
　　　　　　　　　（4）�３年次に課せられた選択必修科目「薬学教育論」「中期体験学習」いずれかを修

得していること
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　４年次→５年次：（1）３年次に課せられた必修科目をすべて修得していること
　　　　　　　　　（2）４年次に課せられた必修科目をすべて修得していること
　　　　　　　　　（3）薬学共用試験＊に合格していること
　　　　　　　　　　　＊�全国の薬科大学・薬学部が共通で利用する評価試験で、薬学共用試験センター

と各大学が共同で実施する。主に知識を評価するCBTと、主に技能・態度を評
価するOSCEからなる。４年次に実施。

　５年次→６年次：５年次での１年以上の在学（休学期間は在学年数に入りません）。

◎卒業査定
　卒業査定は原則年度末に行われます。本学に６年以上在学し、卒業査定において、薬学部規程第18条
に定められている卒業に必要なすべての単位を修得したとき、卒業が認められます。
　薬学部薬学科を卒業すると「学士（薬学）」の学位が与えられます。

成績評価に関する情報開示について
　薬学部では成績評価の透明性および厳格性を保証することや、学生の皆さんの学習の参考としてもら
うことを目的として、定期試験（追試験、再試験、特別再試験を含む）問題とその解答例、答案やその
他成績評価に関する資料を原則開示することとしています。

・�試験問題、解答例を学内専用WEBサイトに掲載する等の方法により開示します（開示の期間は、原則
３年間とします）。

・�成績評価に関して疑義がある場合は、確認の申請を行うことができます（別に定める「成績評価に関
する確認について」を参照してください）。

　具体的な方法や期間は各学期の定期試験開始前までに別途掲示等でお知らせします。
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休学、退学、転学、除籍、復学、再入学について
◇休学
①�　病気、その他のやむを得ない理由で３か月以上にわたって修学できない場合、その理由（病気の場
合は医師の診断書）と休学願（保証人連署）を薬学学務部教務課に提出し、許可を受けなければなり
ません。
②�　休学期間は１年以内とし、年度をまたぐことはできません。引き続き休学しようとする場合は、あ
らためて願い出て許可を受ける必要があります。
③　休学期間は、通算して３年を超えることはできません。
④　休学期間は在学年数に算入されません。
⑤�　休学期間中（新入学生の前期を除く。）は学費を免除（月割）します。ただし、学部学生について
は、在籍料（月額20,000円）を納付しなければなりません。
　※�学則上、前期は４月１日から９月30日まで、後期は10月１日から翌年３月31日までと規定されてい
ます。このため、休学期間が前期の全期間の場合は３月31日までに（すなわち、休学を希望する学
期が開始される４月１日より前に）、後期の全期間の場合は９月30日までに（すなわち、休学を希望
する学期が開始される10月１日より前に）、休学願を薬学学務部教務課へ提出してください。

◇退学と転学
　退学または転学には、その理由を明記して退学願（保証人連署）を薬学学務部教務課に提出し、許可
を受ける必要があります。
　※�学則上、前期は４月１日から９月30日まで、後期は10月1日から翌年３月31日までと規定されていま
す。このため、前期で退学する場合は9月30日までに（すなわち、次の学期が始まる10月1日より前
に）、後期で退学する場合は3月31日までに（すなわち、次の学期が始まる４月１日より前に）、薬学
学務部教務課へ退学願を提出してください。

◇除籍
以下の場合、学則第30条により除籍となります。
①�　第1学年次から第4学年次までで、同一年次に２年を超えて在学する者（ただし、同一年次の在学年
数が年度の途中で2年を超えることとなる者については、その年度が終了するまで当該学年に在学す
ることができる。）
②　在学年限が通算して、12年を超えることとなる者
③　学部規程に定める休学年限（3年以内）を超えてなお復学できない者
④　学費について、納入期限経過後催促してもなお未納の者

◇復学
①�　休学者の復学には復学願（保証人連署）を薬学学務部教務課に提出し、許可を得なければなりませ
ん。
②�　病気による休学者の復学には、修学に耐え得ることの医師の証明書を添付することが望ましいとし
ています。
③　復学が許可された場合、休学前の既修得単位および成績の評点は、そのまま認められます。
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◇再入学
　退学あるいは除籍された者が、退学あるいは除籍の日から２年以内に再入学を願い出た場合、学力等
についての審議の上、再入学を許可されることがあります。
　ただし、除籍された者の再入学は、その事由が学費未納に限られ、未納学費を納付することも条件と
なります。
　また、退学、除籍までの在学年数は再入学後の在学年数に算入されますので、学則第７条第２項に規
定する在学年限を超過することが見込まれる場合は、再入学は許可されません。
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三学部合同科目

大阪医科薬科大学では、下記のとおり三学部合同授業を実施しております。

■数理・データサイエンス・AI教育プログラム
本学の数理・データサイエンス・AI教育プログラムは、�「データを正しく評価、活用する基盤となるリ
テラシーを身に着け、Society5.0における医療人として必要なデータサイエンスの基礎を修得する」「デ
ータサイエンスおよびAI導入により激動する未来の医療界における自らの在り方を省察し、諸問題を解
決する能力涵養」を学修目標としています。本学は、数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシ
アムの連携校として登録されています。Society5.0におけるSustainable�Development�Goals：�SDGs（持
続可能な達成目標）達成のためにデータサイエンス・AIプログラムの実践は必須であり、各学部共に必
修科目として導入し、継続的質改善を図りたいと思います。
医学部該当科目
第1学年：「データサイエンス１」（必修）
第2学年：「データサイエンス2」（必修）
第5学年：「データサイエンス3」（必修）
薬学部該当科目
第1学年「情報科学」（必修）、「情報科学演習」（必修）
第2学年「数理統計学」（必修）
第3学年「臨床統計」（必修）
第4学年「個別化医療」（必修）
看護学部該当科目
第1学年：「情報リテラシー・データサイエンス」（必修）
第1学年：「統計学」（必修）
※各学部とも入学年度等により各科目の名称や単位の取扱いが異なる場合があります（詳細は各学部の
カリキュラムマップ等を参照してください）。

■多職種連携教育
本学では専門職連携教育［IPE：Inter�Professional�Education］の充実に注力しています。医療人を目指
す他学部の学生と合同で学び、ディスカッションすることで、多様な考え方に触れ、医療全体を俯瞰で
きるようになり、その上で、自身のプロフェッショナリズムを醸成していくことを大きな目的としてい
ます。
該当科目
多職種連携論１―医療人マインド
多職種連携論２―医療と専門職
多職種連携論３―医療倫理
多職種連携論４―医療安全
※学部、入学年度等により各科目の名称や単位の取扱いが異なる場合があります（詳細は各学部のカリ
キュラムマップ等を参照してください）。

■語学
インタラクティブ・イングリッシュⅠ／Ⅱ
この科目では、少人数のクラスでネイティブスピーカー講師との英語を用いたコミュニケーションをも
とに、異文化や多様性を理解することを目的としています。具体的には、英語を聞くことと話すこと�に
重点を置き、特に相手と英語で「やりとり（interaction）」するためのコミュニケーション能力を伸ばす
ことを目指します。また、医・薬・看３学部の学生が同じクラスで受講し、少人数でグループワークを
行うことにより、医療従事者にとって必要なチームワークの重要性を認識します。

■医工薬連環科学教育研究機構の双方向講義
医工薬連環科学
近年、生命科学分野の各学問領域が拡大し、医学、工学、薬学、看護学の学術交流が、益々、盛んにな
りつつあります。また、医療現場では、医師、薬剤師、看護師だけでなく、臨床工学技士など新しい資
格を持った専門家が活躍の場を広げています。関西大学と本学は、このような状況に対応すべく、医学、
薬学だけでなく看護や福祉に関するテクノロジーにも精通した優れた人材の育成をめざし、両大学がそ
れぞれの特長を活かし、両大学共通講義科目「医工薬連環科学」を開設しています。独自の基礎教育科
目である本講義は、各学問分野の概略を鳥瞰し、それぞれの分野の特性を理解するとともに、各学問分
野の融合によって発展できる学際領域についての知識を修得および醸成することを目的とします。
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三学部合同科目

大阪医科薬科大学では、下記のとおり三学部合同授業を実施しております。

■数理・データサイエンス・AI教育プログラム
本学の数理・データサイエンス・AI教育プログラムは、�「データを正しく評価、活用する基盤となるリ
テラシーを身に着け、Society5.0における医療人として必要なデータサイエンスの基礎を修得する」「デ
ータサイエンスおよびAI導入により激動する未来の医療界における自らの在り方を省察し、諸問題を解
決する能力涵養」を学修目標としています。本学は、数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシ
アムの連携校として登録されています。Society5.0におけるSustainable�Development�Goals：�SDGs（持
続可能な達成目標）達成のためにデータサイエンス・AIプログラムの実践は必須であり、各学部共に必
修科目として導入し、継続的質改善を図りたいと思います。
医学部該当科目
第1学年：「データサイエンス１」（必修）
第2学年：「データサイエンス2」（必修）
第5学年：「データサイエンス3」（必修）
薬学部該当科目
第1学年「情報科学」（必修）、「情報科学演習」（必修）
第2学年「数理統計学」（必修）
第3学年「臨床統計」（必修）
第4学年「個別化医療」（必修）
看護学部該当科目
第1学年：「情報リテラシー・データサイエンス」（必修）
第1学年：「統計学」（必修）
※各学部とも入学年度等により各科目の名称や単位の取扱いが異なる場合があります（詳細は各学部の
カリキュラムマップ等を参照してください）。

■多職種連携教育
本学では専門職連携教育［IPE：Inter�Professional�Education］の充実に注力しています。医療人を目指
す他学部の学生と合同で学び、ディスカッションすることで、多様な考え方に触れ、医療全体を俯瞰で
きるようになり、その上で、自身のプロフェッショナリズムを醸成していくことを大きな目的としてい
ます。
該当科目
多職種連携論１―医療人マインド
多職種連携論２―医療と専門職
多職種連携論３―医療倫理
多職種連携論４―医療安全
※学部、入学年度等により各科目の名称や単位の取扱いが異なる場合があります（詳細は各学部のカリ
キュラムマップ等を参照してください）。

■語学
インタラクティブ・イングリッシュⅠ／Ⅱ
この科目では、少人数のクラスでネイティブスピーカー講師との英語を用いたコミュニケーションをも
とに、異文化や多様性を理解することを目的としています。具体的には、英語を聞くことと話すこと�に
重点を置き、特に相手と英語で「やりとり（interaction）」するためのコミュニケーション能力を伸ばす
ことを目指します。また、医・薬・看３学部の学生が同じクラスで受講し、少人数でグループワークを
行うことにより、医療従事者にとって必要なチームワークの重要性を認識します。

■医工薬連環科学教育研究機構の双方向講義
医工薬連環科学
近年、生命科学分野の各学問領域が拡大し、医学、工学、薬学、看護学の学術交流が、益々、盛んにな
りつつあります。また、医療現場では、医師、薬剤師、看護師だけでなく、臨床工学技士など新しい資
格を持った専門家が活躍の場を広げています。関西大学と本学は、このような状況に対応すべく、医学、
薬学だけでなく看護や福祉に関するテクノロジーにも精通した優れた人材の育成をめざし、両大学がそ
れぞれの特長を活かし、両大学共通講義科目「医工薬連環科学」を開設しています。独自の基礎教育科
目である本講義は、各学問分野の概略を鳥瞰し、それぞれの分野の特性を理解するとともに、各学問分
野の融合によって発展できる学際領域についての知識を修得および醸成することを目的とします。
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２ 薬学部薬学科の修業年限は、６年とする。 

３ 看護学部看護学科の修業年限は、４年とする。 

 

（在学年限） 

第７条 医学部医学科の在学年限は、第１・２学年次、第３・４学年次、第５・６学年次

に区分し、各区分において４年を超えることはできず、通算して１２年以内とする。 

２ 薬学部薬学科の在学年限は、第１学年次から第４学年次までは、同一年次に２年を超

えて在学することはできず、通算して１２年以内とする。ただし、同一年次の在学年

数が年度の途中で２年を超えることとなる者については、その年度が終了するまで当

該学年に在学することができる。 

３ 看護学部看護学科の在学年限は、通算８年以内とする。ただし、同一年次に２年を超

えて在学することはできない。 

 

（学 年） 

第８条 学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 

 

（学 期） 

第９条 学年を、次の２学期に分ける。 

前期  ４月１日から９月３０日まで 

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

（休業日） 

第１０条 定期休業日は、次のとおりとする。 

(1)  土曜日及び日曜日 

(2)  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3)  本学創立記念日 

(4)  春季休業 

(5)  夏季休業 

(6)  冬季休業 

２ 学長は、前項に定めるもののほか臨時の休業日を定めることができる。また、教育上

必要と認めた場合は、定期休業日であっても授業及び試験を行うことができる。 

 

第２章 入学、再入学及び転入学 

 

（入学等の時期） 

第１１条 入学、再入学及び転入学の時期は、学年の始めとする。 

 

（入学資格） 

第１２条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1)  高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者 

1 

大阪医科薬科大学 学則 

 

（昭和２７年２月２０日施行） 

 

第１章 総 則 

 

（理 念） 

第１条 大阪医科薬科大学（以下、「本学」という。）は、建学の精神及び学是（至誠仁

術）に基づき、国際的視野に立った教育、研究或いは良質な医療の実践をとおして、

人間性豊かで創造性に富み人類の福祉と文化の発展に貢献する医療人を育成する。 

 

（目 的） 

第２条 本学は、前条の理念に基づき、豊かな人間性と国際的視野を備えた次の人材を育

成することを目的とする。 

(1)  人類共通の課題である健康の維持増進並びに疾病の予防と克服及び苦痛の軽減

に努める人材 

(2)  変化する社会に対応し最新の知識と最良の技術を生涯学び続ける人材 

(3)  地域医療から世界に通じる研究開発にわたる領域で探究心を持って活躍する人

材 

 

（自己点検及び評価） 

第３条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成する

ため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとす

る。 

２ 前項の点検及び評価の方法等については、別に定める。 

 

（学部及び大学院） 

第４条 本学に、医学部医学科、薬学部薬学科及び看護学部看護学科を置く。 

２ 医学部医学科の入学定員は１１０名、収容定員は６６０名とする。 

３ 薬学部薬学科の入学定員は２９４名、収容定員は１，７６４名とする。 

４ 看護学部看護学科の入学定員は８５名、収容定員は３４０名とする。 

 

第４条の２ この学則に定めるもののほか、各学部の必要な事項は、本学医学部規程、薬

学部規程及び看護学部規程（以下、「学部規程」という。）に定める。 

 

第５条 本学に、大学院を置く。 

２ 大学院に関し必要な事項は、大阪医科薬科大学大学院学則の定めるところによる。 

 

（修業年限） 

第６条 医学部医学科の修業年限は、６年とする。 
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２ 薬学部薬学科の修業年限は、６年とする。 

３ 看護学部看護学科の修業年限は、４年とする。 

 

（在学年限） 

第７条 医学部医学科の在学年限は、第１・２学年次、第３・４学年次、第５・６学年次

に区分し、各区分において４年を超えることはできず、通算して１２年以内とする。 

２ 薬学部薬学科の在学年限は、第１学年次から第４学年次までは、同一年次に２年を超

えて在学することはできず、通算して１２年以内とする。ただし、同一年次の在学年

数が年度の途中で２年を超えることとなる者については、その年度が終了するまで当

該学年に在学することができる。 

３ 看護学部看護学科の在学年限は、通算８年以内とする。ただし、同一年次に２年を超

えて在学することはできない。 

 

（学 年） 

第８条 学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 

 

（学 期） 

第９条 学年を、次の２学期に分ける。 

前期  ４月１日から９月３０日まで 

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

（休業日） 

第１０条 定期休業日は、次のとおりとする。 

(1)  土曜日及び日曜日 

(2)  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3)  本学創立記念日 

(4)  春季休業 

(5)  夏季休業 

(6)  冬季休業 

２ 学長は、前項に定めるもののほか臨時の休業日を定めることができる。また、教育上

必要と認めた場合は、定期休業日であっても授業及び試験を行うことができる。 

 

第２章 入学、再入学及び転入学 

 

（入学等の時期） 

第１１条 入学、再入学及び転入学の時期は、学年の始めとする。 

 

（入学資格） 

第１２条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1)  高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者 

1 

大阪医科薬科大学 学則 

 

（昭和２７年２月２０日施行） 

 

第１章 総 則 

 

（理 念） 

第１条 大阪医科薬科大学（以下、「本学」という。）は、建学の精神及び学是（至誠仁

術）に基づき、国際的視野に立った教育、研究或いは良質な医療の実践をとおして、

人間性豊かで創造性に富み人類の福祉と文化の発展に貢献する医療人を育成する。 

 

（目 的） 

第２条 本学は、前条の理念に基づき、豊かな人間性と国際的視野を備えた次の人材を育

成することを目的とする。 

(1)  人類共通の課題である健康の維持増進並びに疾病の予防と克服及び苦痛の軽減

に努める人材 

(2)  変化する社会に対応し最新の知識と最良の技術を生涯学び続ける人材 

(3)  地域医療から世界に通じる研究開発にわたる領域で探究心を持って活躍する人

材 

 

（自己点検及び評価） 

第３条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成する

ため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとす

る。 

２ 前項の点検及び評価の方法等については、別に定める。 

 

（学部及び大学院） 

第４条 本学に、医学部医学科、薬学部薬学科及び看護学部看護学科を置く。 

２ 医学部医学科の入学定員は１１０名、収容定員は６６０名とする。 

３ 薬学部薬学科の入学定員は２９４名、収容定員は１，７６４名とする。 

４ 看護学部看護学科の入学定員は８５名、収容定員は３４０名とする。 

 

第４条の２ この学則に定めるもののほか、各学部の必要な事項は、本学医学部規程、薬

学部規程及び看護学部規程（以下、「学部規程」という。）に定める。 

 

第５条 本学に、大学院を置く。 

２ 大学院に関し必要な事項は、大阪医科薬科大学大学院学則の定めるところによる。 

 

（修業年限） 

第６条 医学部医学科の修業年限は、６年とする。 
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（転学部） 

第１７条の３ 転学部を願い出る者があるときは、選考の上、許可することがある。 

２ 転学部の取扱いについては、別に定める。 

 

第３章 教育課程及び履修等 

 

（教育課程及び履修方法） 

第１８条 学生が履修すべき授業科目、単位数及び年次配当は、学部規程に定める。 

２ 総合的な学力等を判定する試験（統合的な試験）を所定の課程に加えることができる。 

３ 本学則に定めるもののほか、履修方法の細目については、学部規程に定める。 

 

（単位の計算方法） 

第１９条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容

をもって構成するものとし、次の基準により計算するものとする。 

(1)  講義、チュートリアル及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲

で学部規程に定める時間の授業をもって１単位とする。 

(2)  実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で学部規程

に定める時間の授業をもって１単位とする。 

 

（１年間の授業期間） 

第２０条 １年間の授業を行う期間は、３５週にわたることを原則とする。 

 

（成績の評価） 

第２１条 授業科目の成績は、試験その他の評価により行う。 

２ 評価は原則として１００点法によって行い、６０点以上を合格、５９点以下を不合格

とし、９０点以上を秀(Ｓ)､８０点以上８９点以下を優(Ａ)、７０点以上７９点以下を

良(Ｂ)、６０点以上６９点以下を可(Ｃ)、５９点以下を不可(Ｄ)と表示する。 

３ 不合格となった授業科目については、再試験を行うことがある。 

４ 試験及び成績の評価の実施に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

第２１条の２ 前条の評価に対してグレード・ポイント（以下、「ＧＰ」という。）を設

定し、ＧＰの平均値であるグレード・ポイント・アベレージ（以下、「ＧＰＡ」とい

う。）を算出する。 

２ ＧＰ及びＧＰＡの取扱いについては、学部規程に定める。 

 

（追試験） 

第２２条 病気その他やむを得ない理由により、試験を受けられなかった者については、

追試験を行うことがある。 

２ 追試験の実施に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

3 

(2)  通常の課程による１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程に

よりこれに相当する学校教育を修了した者 

(3)  外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者

で文科学大臣の指定した者 

(4)  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外

教育施設の当該課程を修了した者 

(5)  専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣の指定したものを文部科学大臣

が定める日以後に修了した者 

(6)  文部科学大臣の指定した者 

(7)  大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）により文部科学大臣の

行う大学入学資格検定に合格した者又は高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

(8)  本学の個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認められ、１８歳に達した者 

 

（入学志願手続） 

第１３条 入学志願者は、所定の入学願書及び学部規程に定める入学検定料を添えて学長

に願い出なければならない。 

 

（合格者の選考） 

第１４条 入学志願者に対しては試験を行い、その成績により合格者を選考する。 

 

（入学手続及び入学許可） 

第１５条 前条に定める選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに

必要書類を学長に提出するとともに、別表に定める入学金及び学費の一部を納入しな

ければならない。 

２ 保証人は、両親又はこれに代る成年に達した親族とする。 

３ 保証人は、学生の在学中に係る一切の事項について、責任を負うものとする。 

 

第１６条 学長は、前条に定める入学手続を完了した者に、入学を許可する。 

 

（再入学） 

第１７条 本学を退学した者又は第３０条第４号により除籍された者で、再入学を志願す

る者については、選考の上、相当の学年次に入学を許可することがある。 

２ 再入学に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

（転入学） 

第１７条の２ 他の大学の学生で、当該大学長又は学部長の承認を得て転入学を志願する

者については、学長が入学を許可することができる。 
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（転学部） 

第１７条の３ 転学部を願い出る者があるときは、選考の上、許可することがある。 

２ 転学部の取扱いについては、別に定める。 

 

第３章 教育課程及び履修等 

 

（教育課程及び履修方法） 

第１８条 学生が履修すべき授業科目、単位数及び年次配当は、学部規程に定める。 

２ 総合的な学力等を判定する試験（統合的な試験）を所定の課程に加えることができる。 

３ 本学則に定めるもののほか、履修方法の細目については、学部規程に定める。 

 

（単位の計算方法） 

第１９条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容

をもって構成するものとし、次の基準により計算するものとする。 

(1)  講義、チュートリアル及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲

で学部規程に定める時間の授業をもって１単位とする。 

(2)  実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で学部規程

に定める時間の授業をもって１単位とする。 

 

（１年間の授業期間） 

第２０条 １年間の授業を行う期間は、３５週にわたることを原則とする。 

 

（成績の評価） 

第２１条 授業科目の成績は、試験その他の評価により行う。 

２ 評価は原則として１００点法によって行い、６０点以上を合格、５９点以下を不合格

とし、９０点以上を秀(Ｓ)､８０点以上８９点以下を優(Ａ)、７０点以上７９点以下を

良(Ｂ)、６０点以上６９点以下を可(Ｃ)、５９点以下を不可(Ｄ)と表示する。 

３ 不合格となった授業科目については、再試験を行うことがある。 

４ 試験及び成績の評価の実施に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

第２１条の２ 前条の評価に対してグレード・ポイント（以下、「ＧＰ」という。）を設

定し、ＧＰの平均値であるグレード・ポイント・アベレージ（以下、「ＧＰＡ」とい

う。）を算出する。 

２ ＧＰ及びＧＰＡの取扱いについては、学部規程に定める。 

 

（追試験） 

第２２条 病気その他やむを得ない理由により、試験を受けられなかった者については、

追試験を行うことがある。 

２ 追試験の実施に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

3 

(2)  通常の課程による１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程に

よりこれに相当する学校教育を修了した者 

(3)  外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者

で文科学大臣の指定した者 

(4)  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外

教育施設の当該課程を修了した者 

(5)  専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣の指定したものを文部科学大臣

が定める日以後に修了した者 

(6)  文部科学大臣の指定した者 

(7)  大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）により文部科学大臣の

行う大学入学資格検定に合格した者又は高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

(8)  本学の個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認められ、１８歳に達した者 

 

（入学志願手続） 

第１３条 入学志願者は、所定の入学願書及び学部規程に定める入学検定料を添えて学長

に願い出なければならない。 

 

（合格者の選考） 

第１４条 入学志願者に対しては試験を行い、その成績により合格者を選考する。 

 

（入学手続及び入学許可） 

第１５条 前条に定める選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに

必要書類を学長に提出するとともに、別表に定める入学金及び学費の一部を納入しな

ければならない。 

２ 保証人は、両親又はこれに代る成年に達した親族とする。 

３ 保証人は、学生の在学中に係る一切の事項について、責任を負うものとする。 

 

第１６条 学長は、前条に定める入学手続を完了した者に、入学を許可する。 

 

（再入学） 

第１７条 本学を退学した者又は第３０条第４号により除籍された者で、再入学を志願す

る者については、選考の上、相当の学年次に入学を許可することがある。 

２ 再入学に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

（転入学） 

第１７条の２ 他の大学の学生で、当該大学長又は学部長の承認を得て転入学を志願する

者については、学長が入学を許可することができる。 
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（退 学） 

第２９条 病気その他やむを得ない理由により、退学しようとする者は、保証人連署の上、

学長に所定の退学願を提出しなければならない。なお、必要に応じその他書類の提出

を求める場合がある。 

２ 学業成績の不振が一定期間続く学生に対しては、退学を命ずることがある。 

 

（除 籍） 

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該教授会の意見を踏まえ、学長が決定

し、除籍する。 

(1)  第７条に定める在学年限を超えた者 

(2)  在学年限内に所定の単位を修得できないことが明らかな者 

(3)  学部規程に定める休学年限を超えてなお復学できない者 

(4)  第３５条に定める学費について、納入期限経過後督促してもなお未納の者 

(5)  長期間にわたり行方不明の者 

(6)  死亡した者 

 

第５章 進級及び卒業 

 

（進 級） 

第３１条 当該学年次又は当該学期の所定の課程を修了した者については、当該教授会の

議を経て、学部長が単位及び進級を認定し、学長が決定する。 

 

（卒 業） 

第３２条 第６条に定める修業年限以上在学し、医学部医学科においては学部規程に定め

る所定の単位を修得し、かつ、総合試験に合格した者には、医学部教授会の議を経て、

医学部長が卒業を認定し、学長が決定のうえ卒業証書及び学士（医学）の学位を授与

する。 

２ 前項の総合試験に関しては、医学部教授会の議を経て、医学部長が別に定め、学長が

決定する。 

３ 第６条に定める修業年限以上在学し、薬学部薬学科においては学部規程に定める所定

の単位を修得した者には、薬学部教授会の議を経て、薬学部長が卒業を認定し、学長

が決定のうえ卒業証書及び学士（薬学）の学位を授与する。 

４ 第６条に定める修業年限以上在学し、看護学部看護学科においては学部規程に定める

所定の単位を修得した者には、看護学部教授会の議を経て、看護学部長が卒業を認定

し、学長が決定のうえ卒業証書及び学士（看護学）の学位を授与する。 

 

第６章 賞 罰 

 

（褒 章） 

第３３条 成績優秀操行善良で他の模範であると学長が認めるときは、教授会の議を経て、

5 

（単位の認定） 

第２３条 授業科目の成績の評価を行い、合格とされた学生に対し、所定の単位を与える。 

２ 前項の単位認定は、学部長が当該教授会の議を経て学長に報告し、学長が決定する。 

 

（既修得単位の認定） 

第２４条 他の大学を卒業し、又は中途退学し、新たに本学の第１学年次に入学した学生

の既修得単位については、教育上有益と認めるときは、その学力を確認した上で本学

において修得したものとして認定することができる。 

２ 前項の定めにより認定することができる単位は、合計３０単位を限度とする。 

３ 前２項の取扱いについては、学部長が当該教授会の議を経て学長に報告し、学長が決

定する。 

 

（他学部及び他大学等における授業科目等の履修） 

第２５条 本学が、教育上有益と認めるときは、本学の他学部及び他の大学等（外国の大

学等を含む。）との協議に基づき、学生に当該学部及び当該大学等の授業科目等を履

修させることができる。 

２ 前項の取扱いについては、学部長が当該教授会の議を経て学長に報告し、学長が決定

する。 

 

第４章 休学、復学、転学、退学及び除籍 

 

（休 学） 

第２６条 病気その他やむを得ない理由により、休学しようとする者は、医師の診断書又

は詳細な理由書を添えて、保証人連署のうえ学長に願い出て、学期単位を原則として

休学することができる。 

２ 病気その他の理由により修学することが不適当と認められる者については、学長は休

学を命ずることができる。 

３ 休学に関する取扱いは、学部規程に定める。 

 

（復 学） 

第２７条 休学期間中に、その理由がなくなったときは、学長の許可を得て復学すること

ができる。 

２ 復学は、原則として学年又は学期の始めでなければならない。 

３ 第１項の規定により復学が許可された場合には、休学前の既修得単位及び成績はその

まま認める。 

 

（転 学） 

第２８条 他の大学へ、入学又は転入学を志願しようとする者は、保証人連署の上、学長

に所定の退学願を提出しなければならない。 
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（退 学） 

第２９条 病気その他やむを得ない理由により、退学しようとする者は、保証人連署の上、

学長に所定の退学願を提出しなければならない。なお、必要に応じその他書類の提出

を求める場合がある。 

２ 学業成績の不振が一定期間続く学生に対しては、退学を命ずることがある。 

 

（除 籍） 

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該教授会の意見を踏まえ、学長が決定

し、除籍する。 

(1)  第７条に定める在学年限を超えた者 

(2)  在学年限内に所定の単位を修得できないことが明らかな者 

(3)  学部規程に定める休学年限を超えてなお復学できない者 

(4)  第３５条に定める学費について、納入期限経過後督促してもなお未納の者 

(5)  長期間にわたり行方不明の者 

(6)  死亡した者 

 

第５章 進級及び卒業 

 

（進 級） 

第３１条 当該学年次又は当該学期の所定の課程を修了した者については、当該教授会の

議を経て、学部長が単位及び進級を認定し、学長が決定する。 

 

（卒 業） 

第３２条 第６条に定める修業年限以上在学し、医学部医学科においては学部規程に定め

る所定の単位を修得し、かつ、総合試験に合格した者には、医学部教授会の議を経て、

医学部長が卒業を認定し、学長が決定のうえ卒業証書及び学士（医学）の学位を授与

する。 

２ 前項の総合試験に関しては、医学部教授会の議を経て、医学部長が別に定め、学長が

決定する。 

３ 第６条に定める修業年限以上在学し、薬学部薬学科においては学部規程に定める所定

の単位を修得した者には、薬学部教授会の議を経て、薬学部長が卒業を認定し、学長

が決定のうえ卒業証書及び学士（薬学）の学位を授与する。 

４ 第６条に定める修業年限以上在学し、看護学部看護学科においては学部規程に定める

所定の単位を修得した者には、看護学部教授会の議を経て、看護学部長が卒業を認定

し、学長が決定のうえ卒業証書及び学士（看護学）の学位を授与する。 

 

第６章 賞 罰 

 

（褒 章） 

第３３条 成績優秀操行善良で他の模範であると学長が認めるときは、教授会の議を経て、

5 

（単位の認定） 

第２３条 授業科目の成績の評価を行い、合格とされた学生に対し、所定の単位を与える。 

２ 前項の単位認定は、学部長が当該教授会の議を経て学長に報告し、学長が決定する。 

 

（既修得単位の認定） 

第２４条 他の大学を卒業し、又は中途退学し、新たに本学の第１学年次に入学した学生

の既修得単位については、教育上有益と認めるときは、その学力を確認した上で本学

において修得したものとして認定することができる。 

２ 前項の定めにより認定することができる単位は、合計３０単位を限度とする。 

３ 前２項の取扱いについては、学部長が当該教授会の議を経て学長に報告し、学長が決

定する。 

 

（他学部及び他大学等における授業科目等の履修） 

第２５条 本学が、教育上有益と認めるときは、本学の他学部及び他の大学等（外国の大

学等を含む。）との協議に基づき、学生に当該学部及び当該大学等の授業科目等を履

修させることができる。 

２ 前項の取扱いについては、学部長が当該教授会の議を経て学長に報告し、学長が決定

する。 

 

第４章 休学、復学、転学、退学及び除籍 

 

（休 学） 

第２６条 病気その他やむを得ない理由により、休学しようとする者は、医師の診断書又

は詳細な理由書を添えて、保証人連署のうえ学長に願い出て、学期単位を原則として

休学することができる。 

２ 病気その他の理由により修学することが不適当と認められる者については、学長は休

学を命ずることができる。 

３ 休学に関する取扱いは、学部規程に定める。 

 

（復 学） 

第２７条 休学期間中に、その理由がなくなったときは、学長の許可を得て復学すること

ができる。 

２ 復学は、原則として学年又は学期の始めでなければならない。 

３ 第１項の規定により復学が許可された場合には、休学前の既修得単位及び成績はその

まま認める。 

 

（転 学） 

第２８条 他の大学へ、入学又は転入学を志願しようとする者は、保証人連署の上、学長

に所定の退学願を提出しなければならない。 
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２ 特定の授業科目のうち１科目又は数科目を選んで履修し、単位を修得しようとする者

があるときは、科目等履修生として許可することがある。 

３ 単位互換履修生及び科目等履修生に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

（外国人留学生） 

第４０条 第１２条に定める入学資格を有する外国人が本学に入学を志願するときは、選

考のうえ外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生については別に定める。 

 

第１０章 公開講座 

 

（公開講座） 

第４１条 本学に公開講座を設けることがある。 

 

第１１章 学生の福利・厚生 

 

（学生の福利・厚生） 

第４２条 本学に福利・厚生施設を置く。その規則は、別に定める。 

 

第１２章 職員組織 

 

（職員組織） 

第４３条 本学に学長、学部長、大学病院長、図書館長その他の職員を置く。その規則は、

別に定める。 

２ 前項に定めるもののほか、本学に副学長、学長補佐を置くことができる。 

３ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

４ 副学長及び学長補佐は、学長の統督の下で教育及び研究に関する校務をつかさどる。 

５ 学部長は、学長の統督の下で学部に関する校務をつかさどる。 

 

第４４条 本学に教育及び研究のための教授、准教授、講師、助教、助手、技術職員等を

置く。これらの定員及び資格については、別に定める。 

 

第４５条 本学の事務を処理するため、一定数の事務職員を置く。 

 

第４６条 本学の教職員を専任兼任に区別し、その勤務規則は、別に定める。 

 

第１３章 教授会 

 

（教授会） 

第４７条 教育研究に関する事項の審議機関として、各学部に教授会を置く。 

7 

学生を褒賞することができる。 

 

（懲 戒） 

第３４条 教育上必要があると学長が認めるときは、当該教授会の意見を踏まえ、学生に

懲戒を加えることができる。なお、懲戒に関し必要な事項は、大阪医科薬科大学学生

等懲戒規程に定める。 

 

第７章 入学金及び学費 

 

（入学金及び学費） 

第３５条 入学金及び学費の額は、別表に定める。 

２ 入学金及び学費は、原則として返還しない。 

３ 入学金及び学費は、経済事情の変化によりその金額を変更することがある。 

４ 第１項にかかわらず、入学時特待生制度等適用者の入学金及び学費については、別に

定める。 

５ 学費の納入に関する取扱いについては、学部規程に定める。 

 

（休学の場合における学費） 

第３６条 休学する者は、指定した期限までに学費のうち在籍料を納入しなければならな

い。ただし、学期途中に復学した者は、当該学費を納入しなければならない。 

２ 在籍料の額は、学部規程に定める。 

 

第８章 研究生 

 

（研究生） 

第３７条 本学開設の授業科目のうち特定分野に関し、研究を行おうとする者があるとき

は、選考の上研究生として許可することができる。 

２ 研究生に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

第９章 委託生、聴講生等 

 

（委託生及び聴講生） 

第３８条 本学に委託生を託された場合は、その学歴を選考して許可することがある。 

２ 本学開設の授業科目の中から聴講することを希望する者があるときは、聴講生として

許可することがある。 

３ 委託生及び聴講生に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

（単位互換履修生及び科目等履修生） 

第３９条 他の大学又は短期大学との協議に基づき、当該他の大学等に在学中の者を単位

互換履修生として、本学における授業科目を履修させることができる。 
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２ 特定の授業科目のうち１科目又は数科目を選んで履修し、単位を修得しようとする者

があるときは、科目等履修生として許可することがある。 

３ 単位互換履修生及び科目等履修生に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

（外国人留学生） 

第４０条 第１２条に定める入学資格を有する外国人が本学に入学を志願するときは、選

考のうえ外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生については別に定める。 

 

第１０章 公開講座 

 

（公開講座） 

第４１条 本学に公開講座を設けることがある。 

 

第１１章 学生の福利・厚生 

 

（学生の福利・厚生） 

第４２条 本学に福利・厚生施設を置く。その規則は、別に定める。 

 

第１２章 職員組織 

 

（職員組織） 

第４３条 本学に学長、学部長、大学病院長、図書館長その他の職員を置く。その規則は、

別に定める。 

２ 前項に定めるもののほか、本学に副学長、学長補佐を置くことができる。 

３ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

４ 副学長及び学長補佐は、学長の統督の下で教育及び研究に関する校務をつかさどる。 

５ 学部長は、学長の統督の下で学部に関する校務をつかさどる。 

 

第４４条 本学に教育及び研究のための教授、准教授、講師、助教、助手、技術職員等を

置く。これらの定員及び資格については、別に定める。 

 

第４５条 本学の事務を処理するため、一定数の事務職員を置く。 

 

第４６条 本学の教職員を専任兼任に区別し、その勤務規則は、別に定める。 

 

第１３章 教授会 

 

（教授会） 

第４７条 教育研究に関する事項の審議機関として、各学部に教授会を置く。 

7 

学生を褒賞することができる。 

 

（懲 戒） 

第３４条 教育上必要があると学長が認めるときは、当該教授会の意見を踏まえ、学生に

懲戒を加えることができる。なお、懲戒に関し必要な事項は、大阪医科薬科大学学生

等懲戒規程に定める。 

 

第７章 入学金及び学費 

 

（入学金及び学費） 

第３５条 入学金及び学費の額は、別表に定める。 

２ 入学金及び学費は、原則として返還しない。 

３ 入学金及び学費は、経済事情の変化によりその金額を変更することがある。 

４ 第１項にかかわらず、入学時特待生制度等適用者の入学金及び学費については、別に

定める。 

５ 学費の納入に関する取扱いについては、学部規程に定める。 

 

（休学の場合における学費） 

第３６条 休学する者は、指定した期限までに学費のうち在籍料を納入しなければならな

い。ただし、学期途中に復学した者は、当該学費を納入しなければならない。 

２ 在籍料の額は、学部規程に定める。 

 

第８章 研究生 

 

（研究生） 

第３７条 本学開設の授業科目のうち特定分野に関し、研究を行おうとする者があるとき

は、選考の上研究生として許可することができる。 

２ 研究生に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

第９章 委託生、聴講生等 

 

（委託生及び聴講生） 

第３８条 本学に委託生を託された場合は、その学歴を選考して許可することがある。 

２ 本学開設の授業科目の中から聴講することを希望する者があるときは、聴講生として

許可することがある。 

３ 委託生及び聴講生に関し必要な事項は、学部規程に定める。 

 

（単位互換履修生及び科目等履修生） 

第３９条 他の大学又は短期大学との協議に基づき、当該他の大学等に在学中の者を単位

互換履修生として、本学における授業科目を履修させることができる。 
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附 則 

この改正は、昭和５４年４月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、昭和５８年４月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、昭和５９年４月１日より施行する。 
ただし、昭和５８年度以前より在学する者については、改正後の第４０条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、昭和５９年４月１日より施行する。 
ただし、昭和５８年度以前より在学する者については、改正後の第８条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、昭和６２年４月１日より施行する。 
ただし、昭和６１年度以前より在学する者については、改正後の第７条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、平成元年４月１日より施行する。 
ただし、昭和５８年度以前より在学する者については、改正後の第４０条の規定にか

かわらず、次の通りとする。 

期 間 納入期限 
納 入 金 額 

計 
授 業 料 実 習 料 施設拡充費 

第 １ 期 ４月１５日 ２０万円 １０万円 ２０万６千円 ５０万６千円 

第 ２ 期 ９月１５日 ２０万円 １０万円 ２０万６千円 ５０万６千円 

第 ３ 期 １月１５日 ２０万円 １０万円 ２０万６千円 ５０万６千円 

合       計 ６０万円 ３０万円 ６１万８千円 １５１万８千円 

 
附 則 

この改正は、平成元年１０月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、平成２年４月１日より施行する。 
 

附 則 

9 

２ 教授会に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

第１４章 附属施設 

 

（附属施設） 

第４８条 本学に大学図書館、その他の附属施設を設ける。その規則は、別に定める。 

 

第４９条 本学に大学病院を設ける。その規則は、別に定める。 

 

第１５章 その他の組織 

 

（その他の組織） 

第５０条 本学に教育研究に必要なその他の組織を設ける。 

２ 個々の組織の使命・構成等は、別に定める。 

 

第１６章 その他 

 

（改 廃） 

第５１条 この学則の改廃は、各学部の教授会及び法人運営会議の議を経て、理事会が行

う。 

 

附 則（昭和４９年９月３０日） 

この改正は、昭和５０年４月１日から施行する。 

ただし、経過措置として第４５条の総定員は昭和５０に限り５００名、昭和５１年度

に限り５２０名、昭和５２年度に限り５４０名、昭和５３年度に限り５６０名、昭和５４

年度に限り５８０名とする。 

 

附 則 

この改正は、昭和５２年４月１日から施行する。 
ただし、昭和５１年度以前より在学する者については、改正後の第４０条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、昭和５３年４月１日より施行する。 
ただし、昭和５２年度以前より在学する者については、改正後の第４０条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、昭和５３年４月１日から施行する。 
 

60



10 

附 則 

この改正は、昭和５４年４月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、昭和５８年４月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、昭和５９年４月１日より施行する。 
ただし、昭和５８年度以前より在学する者については、改正後の第４０条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、昭和５９年４月１日より施行する。 
ただし、昭和５８年度以前より在学する者については、改正後の第８条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、昭和６２年４月１日より施行する。 
ただし、昭和６１年度以前より在学する者については、改正後の第７条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、平成元年４月１日より施行する。 
ただし、昭和５８年度以前より在学する者については、改正後の第４０条の規定にか

かわらず、次の通りとする。 

期 間 納入期限 
納 入 金 額 

計 
授 業 料 実 習 料 施設拡充費 

第 １ 期 ４月１５日 ２０万円 １０万円 ２０万６千円 ５０万６千円 

第 ２ 期 ９月１５日 ２０万円 １０万円 ２０万６千円 ５０万６千円 

第 ３ 期 １月１５日 ２０万円 １０万円 ２０万６千円 ５０万６千円 

合       計 ６０万円 ３０万円 ６１万８千円 １５１万８千円 

 
附 則 

この改正は、平成元年１０月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、平成２年４月１日より施行する。 
 

附 則 

9 

２ 教授会に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

第１４章 附属施設 

 

（附属施設） 

第４８条 本学に大学図書館、その他の附属施設を設ける。その規則は、別に定める。 

 

第４９条 本学に大学病院を設ける。その規則は、別に定める。 

 

第１５章 その他の組織 

 

（その他の組織） 

第５０条 本学に教育研究に必要なその他の組織を設ける。 

２ 個々の組織の使命・構成等は、別に定める。 

 

第１６章 その他 

 

（改 廃） 

第５１条 この学則の改廃は、各学部の教授会及び法人運営会議の議を経て、理事会が行

う。 

 

附 則（昭和４９年９月３０日） 

この改正は、昭和５０年４月１日から施行する。 

ただし、経過措置として第４５条の総定員は昭和５０に限り５００名、昭和５１年度

に限り５２０名、昭和５２年度に限り５４０名、昭和５３年度に限り５６０名、昭和５４

年度に限り５８０名とする。 

 

附 則 

この改正は、昭和５２年４月１日から施行する。 
ただし、昭和５１年度以前より在学する者については、改正後の第４０条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、昭和５３年４月１日より施行する。 
ただし、昭和５２年度以前より在学する者については、改正後の第４０条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、昭和５３年４月１日から施行する。 
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ただし、平成１０年度以前から在学する者については、改正後の第３３条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

ただし、平成１１年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

ただし、平成８年度以前から在学する者については、改正後の第３２条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

ただし、平成１１年度以前から在学する者については、改正後の第１８条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

ただし、平成１２年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

ただし、平成１２年度以前から在学する者については、改正後の第１８条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

ただし、平成１３年度以前から在学する者については、改正後の第１８条、第３６条

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１５年４月１日から施行する。 

ただし、平成１４年度以前から在学する者については、各学年次の前年度までの履修

科目単位について改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１５年４月１日から施行する。 

11 

この改正は、平成３年４月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、平成３年１０月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、平成４年３月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、平成７年４月１日から施行する。 
ただし、平成６年度以前から在学する者については、改正後の第４０条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

ただし、平成７年度以前から在学する者については、改正後の第４０条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成９年４月１日から施行する。 

ただし、平成８年度以前から在学する者については、改正後の第４０条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成９年４月１日から施行する。 

ただし、平成８年度以前から在学する者については、改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１０年４月１日から施行する。 

ただし、平成９年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１１年４月１日から施行する。 

ただし、平成１０年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１１年４月１日から施行する。 
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ただし、平成１０年度以前から在学する者については、改正後の第３３条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

ただし、平成１１年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

ただし、平成８年度以前から在学する者については、改正後の第３２条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

ただし、平成１１年度以前から在学する者については、改正後の第１８条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

ただし、平成１２年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

ただし、平成１２年度以前から在学する者については、改正後の第１８条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

ただし、平成１３年度以前から在学する者については、改正後の第１８条、第３６条

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１５年４月１日から施行する。 

ただし、平成１４年度以前から在学する者については、各学年次の前年度までの履修

科目単位について改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１５年４月１日から施行する。 

11 

この改正は、平成３年４月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、平成３年１０月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、平成４年３月１日より施行する。 
 

附 則 

この改正は、平成７年４月１日から施行する。 
ただし、平成６年度以前から在学する者については、改正後の第４０条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 
 

附 則 

この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

ただし、平成７年度以前から在学する者については、改正後の第４０条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成９年４月１日から施行する。 

ただし、平成８年度以前から在学する者については、改正後の第４０条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成９年４月１日から施行する。 

ただし、平成８年度以前から在学する者については、改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１０年４月１日から施行する。 

ただし、平成９年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１１年４月１日から施行する。 

ただし、平成１０年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１１年４月１日から施行する。 
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わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、文部科学大臣の認可（平成２１年１０月３０日）を得て、平成２２年４

月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

ただし、平成２１年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

ただし、平成２３年度以前から在学する者については、改正後の別表２の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

ただし、平成２２年度及び２３年度入学生に限る。 

 

附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

ただし、平成２４年度以前から在学する者については、改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

13 

ただし、平成１４年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

ただし、平成１５年度以前から在学する者については各学年次の前年度までの履修科

目単位について改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１７年４月１日から施行する 

 

附 則 

この改正は、平成１７年１２月１３日から施行する 

 

附 則 

この改正は、平成１８年２月１４日から施行する 

 

附 則 

この改正は、平成１８年４月１日から施行する 

 

附 則 

この改正は、平成１９年２月１３日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

ただし、平成１９年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２１年３月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

ただし、平成２０年度以前から在学する者については、改正後の第７条の規定にかか
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わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、文部科学大臣の認可（平成２１年１０月３０日）を得て、平成２２年４

月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

ただし、平成２１年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

ただし、平成２３年度以前から在学する者については、改正後の別表２の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

ただし、平成２２年度及び２３年度入学生に限る。 

 

附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

ただし、平成２４年度以前から在学する者については、改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

13 

ただし、平成１４年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

ただし、平成１５年度以前から在学する者については各学年次の前年度までの履修科

目単位について改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成１７年４月１日から施行する 

 

附 則 

この改正は、平成１７年１２月１３日から施行する 

 

附 則 

この改正は、平成１８年２月１４日から施行する 

 

附 則 

この改正は、平成１８年４月１日から施行する 

 

附 則 

この改正は、平成１９年２月１３日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

ただし、平成１９年度以前から在学する者については、改正後の第３６条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２１年３月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

ただし、平成２０年度以前から在学する者については、改正後の第７条の規定にかか
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おける修業年数及び在学年数については、改正後の第６条第２項及び第７条第２項

に規定する修業年限及び在学年限に継承する。 

５ 令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部に転入学した学生のうち、平成２６

年度以前の入学生については、改正後の第７条第２項中の「２年」を「３年」に読

み替える。 

６ 薬学部規程に定めることとする取扱いのうち、改正後の第３章及び第５章に関す

る事項の令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部に転入学した学生への適用に

ついては、薬学部規程細則に大阪薬科大学の入学年度に応じた個別の取扱いを定め

る。 

 

附 則 

この改正は、令和３年７月１日から施行する。 

ただし、令和３年度以前から在学する看護学部学生に係る学費については、別表及び

改正後の第３５条にかかわらず、大阪医科薬科大学医学部及び看護学部における学費納入

に関する取扱規程に定める。 

 

附 則 

この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

ただし、第４条第２項の規定にかかわらず、令和４年度の医学部医学科の定員は、地

域枠の臨時定員２名を加え、入学定員１１２名、収容定員６７２名とする。令和４年度か

ら令和１０年度までの入学定員及び収容定員は下表のとおりとする。 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

入学定員 １１２名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 

収容定員 ６７２名 ６７０名 ６６８名 ６６６名 ６６４名 ６６２名 ６６０名 

 

附 則 

１ この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

ただし、第４条第２項の規定にかかわらず、令和５年度の医学部医学科の定員は、

地域枠の臨時定員２名を加え、入学定員１１２名、収容定員６７２名とする。令和５

年度から令和１１年度までの入学定員及び収容定員は下表のとおりとする。 

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

入学定員 １１２名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 

収容定員 ６７２名 ６７０名 ６６８名 ６６６名 ６６４名 ６６２名 ６６０名 

２ この改正の施行に伴い、大阪医科薬科大学医学部特待生（入学時）規程は廃止す

る。 

３ この改正は令和５年度以降に入学する者に適用し、令和４年度以前に入学した医

学部学生に係る学費については、別表にかかわらず、大阪医科薬科大学医学部及び

看護学部における学費納入に関する取扱規程に定める。 

 

附 則 
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附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

ただし、平成２７年度以前から在学する看護学部学生に係る学費については、別表及

び改正後の第３６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

ただし、平成２８年度以前の入学生については、改正後の第２１条及び第２１条の２

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

ただし、平成２８年度以前の入学生については、改正後の第１８条の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

ただし、第３条第２項の規定にかかわらず、令和２年度から令和３年度までの医学部

医学科の定員は、地域枠の臨時定員２名を加え、入学定員１１２名、収容定員６７２名と

する。 

 

附 則 

１ この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条第３項の規定にかかわらず、薬学部薬学科の収容定員は令和３年

度１，７２１名、令和４年度１，７４０名とする。 

３ 改正後の第４条第１項及び第３項、第６条第２項、第７条第２項、第３２条第３

項の規定にかかわらず、令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部に転入学した

学生のうち、平成２９年度以前の入学生が第４学年次進級時に選択可能な学科とし

て、薬学部に薬科学科（４年制）を置く。なお、同学科は大阪薬科大学において学

生募集を停止していたことを受け、新規の学生募集は行わず、令和３年度における

第４学年次の収容定員を２名、令和４年度以降の収容定員を０名とし、在籍学生が

いなくなった時点で廃止するものとし、同学科の取扱いは薬学部規程及び薬科学科

規程に定める。 

４ 令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部に転入学した学生の大阪薬科大学に
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おける修業年数及び在学年数については、改正後の第６条第２項及び第７条第２項

に規定する修業年限及び在学年限に継承する。 

５ 令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部に転入学した学生のうち、平成２６

年度以前の入学生については、改正後の第７条第２項中の「２年」を「３年」に読

み替える。 

６ 薬学部規程に定めることとする取扱いのうち、改正後の第３章及び第５章に関す

る事項の令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部に転入学した学生への適用に

ついては、薬学部規程細則に大阪薬科大学の入学年度に応じた個別の取扱いを定め

る。 

 

附 則 

この改正は、令和３年７月１日から施行する。 

ただし、令和３年度以前から在学する看護学部学生に係る学費については、別表及び

改正後の第３５条にかかわらず、大阪医科薬科大学医学部及び看護学部における学費納入

に関する取扱規程に定める。 

 

附 則 

この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

ただし、第４条第２項の規定にかかわらず、令和４年度の医学部医学科の定員は、地

域枠の臨時定員２名を加え、入学定員１１２名、収容定員６７２名とする。令和４年度か

ら令和１０年度までの入学定員及び収容定員は下表のとおりとする。 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

入学定員 １１２名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 

収容定員 ６７２名 ６７０名 ６６８名 ６６６名 ６６４名 ６６２名 ６６０名 

 

附 則 

１ この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

ただし、第４条第２項の規定にかかわらず、令和５年度の医学部医学科の定員は、

地域枠の臨時定員２名を加え、入学定員１１２名、収容定員６７２名とする。令和５

年度から令和１１年度までの入学定員及び収容定員は下表のとおりとする。 

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

入学定員 １１２名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 

収容定員 ６７２名 ６７０名 ６６８名 ６６６名 ６６４名 ６６２名 ６６０名 

２ この改正の施行に伴い、大阪医科薬科大学医学部特待生（入学時）規程は廃止す

る。 

３ この改正は令和５年度以降に入学する者に適用し、令和４年度以前に入学した医

学部学生に係る学費については、別表にかかわらず、大阪医科薬科大学医学部及び

看護学部における学費納入に関する取扱規程に定める。 

 

附 則 
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附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

ただし、平成２７年度以前から在学する看護学部学生に係る学費については、別表及

び改正後の第３６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

ただし、平成２８年度以前の入学生については、改正後の第２１条及び第２１条の２

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

ただし、平成２８年度以前の入学生については、改正後の第１８条の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

ただし、第３条第２項の規定にかかわらず、令和２年度から令和３年度までの医学部

医学科の定員は、地域枠の臨時定員２名を加え、入学定員１１２名、収容定員６７２名と

する。 

 

附 則 

１ この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条第３項の規定にかかわらず、薬学部薬学科の収容定員は令和３年

度１，７２１名、令和４年度１，７４０名とする。 

３ 改正後の第４条第１項及び第３項、第６条第２項、第７条第２項、第３２条第３

項の規定にかかわらず、令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部に転入学した

学生のうち、平成２９年度以前の入学生が第４学年次進級時に選択可能な学科とし

て、薬学部に薬科学科（４年制）を置く。なお、同学科は大阪薬科大学において学

生募集を停止していたことを受け、新規の学生募集は行わず、令和３年度における

第４学年次の収容定員を２名、令和４年度以降の収容定員を０名とし、在籍学生が

いなくなった時点で廃止するものとし、同学科の取扱いは薬学部規程及び薬科学科

規程に定める。 

４ 令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部に転入学した学生の大阪薬科大学に
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（別表） 

 

（１）医学部医学科 

項 目 金 額（年額） 備 考 
入学金 １００万円 入学手続時 

学費 

授業料 １８８万円  
実習料 ３４万５千円  

施設拡充費 １２６万円  

教育充実費 
１５０万円 入学年次 
１００万円 ２年次以降 

 
 
（２）薬学部薬学科 

項 目 金 額（年額） 備 考 
入学金 ４０万円 入学手続時 

学費 
授業料 １２０万円  

施設・設備費 ６０万円  
 
 
（３）看護学部看護学科 

項 目 金 額（年額） 備 考 
入学金 ２０万円 入学手続時 

学費 

授業料 １２０万円  

実習料 
２０万円 

公衆衛生看護学実習Ⅱ受講者及び 
助産学実習受講者を除く 

３０万円 公衆衛生看護学実習Ⅱ受講者対象 
５０万円 助産学実習受講者対象 

施設拡充費 ３０万円  
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１ この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

ただし、第４条第２項の規定にかかわらず、令和６年度の医学部医学科の定員は、

地域枠の臨時定員２名を加え、入学定員１１２名、収容定員６７２名とする。令和６

年度から令和１２年度までの入学定員及び収容定員は下表のとおりとする。 

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

入学定員 １１２名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 １１０名 

収容定員 ６７２名 ６７０名 ６６８名 ６６６名 ６６４名 ６６２名 ６６０名 

２ 令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部に転入学した学生のうち、平成２９

年度以前の入学生が第４学年次進級時に選択可能な学科として薬学部に設置してい

た薬科学科（４年制）については、学科選択権を持つ在籍学生がいなくなったた

め、令和５年３月３１日付で廃止する。 
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（別表） 

 

（１）医学部医学科 

項 目 金 額（年額） 備 考 
入学金 １００万円 入学手続時 

学費 

授業料 １８８万円  
実習料 ３４万５千円  

施設拡充費 １２６万円  

教育充実費 
１５０万円 入学年次 
１００万円 ２年次以降 

 
 
（２）薬学部薬学科 

項 目 金 額（年額） 備 考 
入学金 ４０万円 入学手続時 

学費 
授業料 １２０万円  

施設・設備費 ６０万円  
 
 
（３）看護学部看護学科 

項 目 金 額（年額） 備 考 
入学金 ２０万円 入学手続時 

学費 

授業料 １２０万円  

実習料 
２０万円 

公衆衛生看護学実習Ⅱ受講者及び 
助産学実習受講者を除く 

３０万円 公衆衛生看護学実習Ⅱ受講者対象 
５０万円 助産学実習受講者対象 

施設拡充費 ３０万円  
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修できる人数に制限を設けることがある。 

３ 履修届提出後の履修取消又は変更は、原則として認めない。ただし、授業科目によって

は所定の期間に履修取消又は変更を認めることがある。 

 

（授業時間・単位算定の基準）  

第５条 学則第１９条に定める１単位の授業科目で必要な４５時間の学修のうち、授業時間

については、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修を考慮して、１５時間か

ら３０時間までの範囲で設定する。また授業は、原則として９０分を１回とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究に係る授業科目については、それに必要な学修等を

考慮して単位数を定める。 

 

（授業期間） 

第６条 学期における授業期間は、定期試験等の期間を除き、原則として１５週とする。た

だし、教育上特別の必要がある場合、この期間より短い特定の期間において授業を行うこ

とがある。 

 

（成績の評価） 

第７条 授業科目の成績の評価は、授業科目毎に担当教員が授業内容に対する学生の学習到

達度によって行い、到達目標及び成績評価方法はシラバスに示す。 

２ 前項の評価は、学則第２１条の規定に基づき、秀（Ｓ）100～90 点、優（Ａ）89～80 点、

良（Ｂ）79～70 点、可（Ｃ）69～60 点、不可（Ｄ）59 点以下とする。なお、不可（Ｄ）の

うち29点以下のものを特にＥとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、一部の授業科目は、論文、報告書等の審査により合・否を判

定する。 

 

（単位の認定） 

第８条 前条の成績の評価により、合格とする者に所定の単位を認定する。 

２ 実習及び実技の単位の認定には、原則として授業回数のすべてに出席することを必要と

する。 

３ 前項の出席回数が不足し、所定の期日までに欠席届及び理由書を添えて願い出たときは、

補充の授業を許可することがある。 

 

（ＧＰＡ） 

第９条 ＧＰＡは、各学期の履修科目によるＧＰＡ（以下、「学期ＧＰＡ」という。）、各

年度の履修科目によるＧＰＡ（以下、「年度ＧＰＡ」という。）及び入学時からのすべて

の学期の履修科目によるＧＰＡ（以下、「累積ＧＰＡ」という。）の三種類を算出する。 

２ 学期ＧＰＡは、当該学期に履修したすべての授業科目の、当該学期の最終の成績評定に

より算出する。年度ＧＰＡは、当該年度に履修したすべての授業科目の、当該年度の最終

の成績評定により算出する。また、累積ＧＰＡは、ＧＰＡ算出時点までに履修したすべて

の授業科目の、算出時点での最終の成績評定により算出する。 

1 

 

大阪医科薬科大学 薬学部規程 

 

（令和３年４月１日施行） 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、大阪医科薬科大学（以下、「本学」という。）に設置する薬学部薬学

科について、本学学則（以下、「学則」という。）に基づく必要な事項を定める。 

 

（目 的） 

第２条 学則に定める本学の目的に基づき、薬学部薬学科の目的は、次の各号のとおりとす

る。 

(1)  生命の尊厳と人権の尊重を基本に、人々の生き方や価値観を尊重できる豊かな人間

性を育成する｡ 

(2)  多様な人材と共同し、薬学や医療の分野で国際的に通用する新しい知識や技術を創

造できる能力を育成する｡ 

(3)  科学的知識と倫理的判断に基づき、薬学に関する専門知識、情報や技術を効果的に

活用した医療が実践できる能力を育成する｡ 

(4)  薬剤師として地域社会の特性を学び、多職種と連携し協働してさまざまな健康課題

に取り組むことができる能力を育成する｡ 

(5)  薬剤師として専門能力と教育能力を自律的に探求し、継続的に発展させる基本的姿

勢を育成する｡ 

 

（授業科目、履修及び授業日程の公示） 

第３条 授業科目、単位数及び配当年次は別表１のとおりとする。 

２ 授業科目は原則として、配当されている学年次において履修しなければならない。 

３ 各学年次において履修する授業科目の内容、授業時間表及び担当教員はシラバスにより

公示する。 

４ 各学年次において学生が１年間に履修できる授業科目の単位数の合計は、原則として５

５単位を上限とする。なお、各学年次での履修単位数を算定する際、複数の学年次にわた

り配当されている授業科目は、その授業科目の単位数を各学年次に按分し算定する。 

５ 学業成績が優秀な学生は、前項に定める単位数の上限を適用しないことを認める場合が

ある。 

６ 第１項の授業科目は、多様なメディアを利用して、当該授業を行う本学の校舎及び附属

施設等以外の場所で学生に履修させることができる。また、学生に海外において履修させ

る場合においても同様とする。 

 

（必修科目・選択必修科目・選択科目・自由科目） 

第４条 授業科目は必修科目、選択必修科目、選択科目及び自由科目に分けて開講する。 

２ 選択必修科目、選択科目及び自由科目の履修届は、所定の期日までに提出しなければな

らない。ただし、受講希望者が少ない場合には開講しないことがある。また、各科目で履
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修できる人数に制限を設けることがある。 

３ 履修届提出後の履修取消又は変更は、原則として認めない。ただし、授業科目によって

は所定の期間に履修取消又は変更を認めることがある。 

 

（授業時間・単位算定の基準）  

第５条 学則第１９条に定める１単位の授業科目で必要な４５時間の学修のうち、授業時間

については、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修を考慮して、１５時間か

ら３０時間までの範囲で設定する。また授業は、原則として９０分を１回とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究に係る授業科目については、それに必要な学修等を

考慮して単位数を定める。 

 

（授業期間） 

第６条 学期における授業期間は、定期試験等の期間を除き、原則として１５週とする。た

だし、教育上特別の必要がある場合、この期間より短い特定の期間において授業を行うこ

とがある。 

 

（成績の評価） 

第７条 授業科目の成績の評価は、授業科目毎に担当教員が授業内容に対する学生の学習到

達度によって行い、到達目標及び成績評価方法はシラバスに示す。 

２ 前項の評価は、学則第２１条の規定に基づき、秀（Ｓ）100～90 点、優（Ａ）89～80 点、

良（Ｂ）79～70 点、可（Ｃ）69～60 点、不可（Ｄ）59 点以下とする。なお、不可（Ｄ）の

うち29点以下のものを特にＥとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、一部の授業科目は、論文、報告書等の審査により合・否を判

定する。 

 

（単位の認定） 

第８条 前条の成績の評価により、合格とする者に所定の単位を認定する。 

２ 実習及び実技の単位の認定には、原則として授業回数のすべてに出席することを必要と

する。 

３ 前項の出席回数が不足し、所定の期日までに欠席届及び理由書を添えて願い出たときは、

補充の授業を許可することがある。 

 

（ＧＰＡ） 

第９条 ＧＰＡは、各学期の履修科目によるＧＰＡ（以下、「学期ＧＰＡ」という。）、各

年度の履修科目によるＧＰＡ（以下、「年度ＧＰＡ」という。）及び入学時からのすべて

の学期の履修科目によるＧＰＡ（以下、「累積ＧＰＡ」という。）の三種類を算出する。 

２ 学期ＧＰＡは、当該学期に履修したすべての授業科目の、当該学期の最終の成績評定に

より算出する。年度ＧＰＡは、当該年度に履修したすべての授業科目の、当該年度の最終

の成績評定により算出する。また、累積ＧＰＡは、ＧＰＡ算出時点までに履修したすべて

の授業科目の、算出時点での最終の成績評定により算出する。 

1 

 

大阪医科薬科大学 薬学部規程 

 

（令和３年４月１日施行） 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、大阪医科薬科大学（以下、「本学」という。）に設置する薬学部薬学

科について、本学学則（以下、「学則」という。）に基づく必要な事項を定める。 

 

（目 的） 

第２条 学則に定める本学の目的に基づき、薬学部薬学科の目的は、次の各号のとおりとす

る。 

(1)  生命の尊厳と人権の尊重を基本に、人々の生き方や価値観を尊重できる豊かな人間

性を育成する｡ 

(2)  多様な人材と共同し、薬学や医療の分野で国際的に通用する新しい知識や技術を創

造できる能力を育成する｡ 

(3)  科学的知識と倫理的判断に基づき、薬学に関する専門知識、情報や技術を効果的に

活用した医療が実践できる能力を育成する｡ 

(4)  薬剤師として地域社会の特性を学び、多職種と連携し協働してさまざまな健康課題

に取り組むことができる能力を育成する｡ 

(5)  薬剤師として専門能力と教育能力を自律的に探求し、継続的に発展させる基本的姿

勢を育成する｡ 

 

（授業科目、履修及び授業日程の公示） 

第３条 授業科目、単位数及び配当年次は別表１のとおりとする。 

２ 授業科目は原則として、配当されている学年次において履修しなければならない。 

３ 各学年次において履修する授業科目の内容、授業時間表及び担当教員はシラバスにより

公示する。 

４ 各学年次において学生が１年間に履修できる授業科目の単位数の合計は、原則として５

５単位を上限とする。なお、各学年次での履修単位数を算定する際、複数の学年次にわた

り配当されている授業科目は、その授業科目の単位数を各学年次に按分し算定する。 

５ 学業成績が優秀な学生は、前項に定める単位数の上限を適用しないことを認める場合が

ある。 

６ 第１項の授業科目は、多様なメディアを利用して、当該授業を行う本学の校舎及び附属

施設等以外の場所で学生に履修させることができる。また、学生に海外において履修させ

る場合においても同様とする。 

 

（必修科目・選択必修科目・選択科目・自由科目） 

第４条 授業科目は必修科目、選択必修科目、選択科目及び自由科目に分けて開講する。 

２ 選択必修科目、選択科目及び自由科目の履修届は、所定の期日までに提出しなければな

らない。ただし、受講希望者が少ない場合には開講しないことがある。また、各科目で履
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科目について第６学年次特別再試験を行う。 

３ 前２項のほか、特別再試験について必要な事項は別に定める。 

 

（受験料） 

第１５条 再試験及び特別再試験を受験する者は、受験料を納めなければならない。 

２ 受験料の額は、１科目あたり１千円とする。 

 

（試験受験の心得） 

第１６条 試験に関して不正な行為があったと認められた者については、大阪医科薬科大学

学生等懲戒規程に基づき処分する。 

２ 試験受験に際しては、別に定める注意事項を遵守しなければならない。 

 

（進 級） 

第１７条 進級査定は、年度末に行う。 

２ 進級要件は、別に定める。 

 

（卒 業） 

第１８条 本学に６年以上在学し、別表２に定める履修すべき授業科目のすべての単位を修

得した者については、学則第３２条に基づき、薬学部教授会の議を経て、薬学部長が卒業

を認定し、学長が決定する。 

２ 卒業の認定は、毎年度末に行う。ただし、やむを得ない理由により、この認定を受ける

ことができなかった者については、次年度においてこれを行うことができる。 

 

（留 年） 

第１９条 進級要件又は卒業要件に抵触し、進級又は卒業できない場合は、原級に留め置く。

その場合、既修得単位は認める。 

２ 原級に留め置かれた場合の必要な事項は、別に定める。 

 

（再履修） 

第２０条 進級要件に基づき進級した場合、原則として進級前年次までの単位未修得のすべ

ての必修及び選択必修科目を再履修するものとする。 

２ 原級に留め置かれた場合、原則として当該年次までの単位未修得のすべての必修及び選

択必修科目を再履修するものとする。 

 

（休 学） 

第２１条 病気その他やむを得ない理由により、３か月以上修学することができない者は、

学則第２６条により休学を申請することができる。 

２ 休学を申請する者は、その理由を記した保証人連署の休学願を提出し、許可を得なけれ

ばならない。  

３ 前項の休学願には、医師の診断書又は詳細な理由書を添えなければならない。  

3 

３ 前項にかかわらず、次の各号に該当する授業科目はＧＰＡの算出対象外とする。 

(1)  合否で判定し、成績の評点を表示しない授業科目 

(2)  学則第２４条により本学における履修とみなし単位を与え、成績の評点を表示しな

い授業科目 

４ ＧＰＡの算出のためのＧＰは、授業科目履修の成績の評定ごとにＳが４点、Ａが３点、

Ｂが２点、Ｃが１点、Ｄ及びＥが０点とする。なお、試験を欠席した場合のＧＰは０点と

する。 

５ ＧＰＡは、次の計算式により算出する。なお、得られた数値に小数が生じた場合は、小

数点以下第３位を四捨五入し、通知する。 

ＧＰＡ＝「対象授業科目のＧＰ×当該授業科目の単位数」の合計／「対象授業科目の単

位数」の合計 

６ 各学期の成績が確定した段階で、学期ＧＰＡ、年度ＧＰＡ、累積ＧＰＡ、あるいはこれ

らの組み合わせが一定の基準を下回った場合は、成業の見込みを立てるため、当該学生に

対し面談等による修学指導を行う。 

７ 累積ＧＰＡが１未満の学期が３期続いた場合は、学則第２９条第２項により退学を勧告

する。 

８ 前項の期間には、休学した学期は含まない。 

９ 年度ＧＰＡは、指定する奨学金の選考に用いる。その他各種ＧＰＡは、学修成果の分析

等に用いるものとする。 

 

（試験の種類） 

第１０条 試験は定期試験、追試験、再試験及び特別再試験に分ける。 

 

（定期試験） 

第１１条 定期試験を学期末に各１回行い、それぞれ前期定期試験及び後期定期試験とする。 

２ 前項のほか、定期試験について必要な事項は別に定める。 

 

（追試験） 

第１２条 定期試験を欠席した者に対し、学期末に行う定期試験終了後に追試験を実施する

ことがある。 

２ 前項のほか、追試験について必要な事項は別に定める。 

 

（再試験） 

第１３条 再試験は原則として学期末に行う定期試験終了後に行う。 

２ 前項のほか、再試験について必要な事項は別に定める。 

 

（特別再試験） 

第１４条 第４学年次の再試験終了後、別に定める進級に必要な履修授業科目のうち、単位

未修得科目について第４学年次特別再試験を行う。 

２ 第６学年次の再試験終了後、別に定める卒業に必要な履修授業科目のうち、単位未修得
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科目について第６学年次特別再試験を行う。 

３ 前２項のほか、特別再試験について必要な事項は別に定める。 

 

（受験料） 

第１５条 再試験及び特別再試験を受験する者は、受験料を納めなければならない。 

２ 受験料の額は、１科目あたり１千円とする。 

 

（試験受験の心得） 

第１６条 試験に関して不正な行為があったと認められた者については、大阪医科薬科大学

学生等懲戒規程に基づき処分する。 

２ 試験受験に際しては、別に定める注意事項を遵守しなければならない。 

 

（進 級） 

第１７条 進級査定は、年度末に行う。 

２ 進級要件は、別に定める。 

 

（卒 業） 

第１８条 本学に６年以上在学し、別表２に定める履修すべき授業科目のすべての単位を修

得した者については、学則第３２条に基づき、薬学部教授会の議を経て、薬学部長が卒業

を認定し、学長が決定する。 

２ 卒業の認定は、毎年度末に行う。ただし、やむを得ない理由により、この認定を受ける

ことができなかった者については、次年度においてこれを行うことができる。 

 

（留 年） 

第１９条 進級要件又は卒業要件に抵触し、進級又は卒業できない場合は、原級に留め置く。

その場合、既修得単位は認める。 

２ 原級に留め置かれた場合の必要な事項は、別に定める。 

 

（再履修） 

第２０条 進級要件に基づき進級した場合、原則として進級前年次までの単位未修得のすべ

ての必修及び選択必修科目を再履修するものとする。 

２ 原級に留め置かれた場合、原則として当該年次までの単位未修得のすべての必修及び選

択必修科目を再履修するものとする。 

 

（休 学） 

第２１条 病気その他やむを得ない理由により、３か月以上修学することができない者は、

学則第２６条により休学を申請することができる。 

２ 休学を申請する者は、その理由を記した保証人連署の休学願を提出し、許可を得なけれ

ばならない。  

３ 前項の休学願には、医師の診断書又は詳細な理由書を添えなければならない。  
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３ 前項にかかわらず、次の各号に該当する授業科目はＧＰＡの算出対象外とする。 

(1)  合否で判定し、成績の評点を表示しない授業科目 

(2)  学則第２４条により本学における履修とみなし単位を与え、成績の評点を表示しな

い授業科目 

４ ＧＰＡの算出のためのＧＰは、授業科目履修の成績の評定ごとにＳが４点、Ａが３点、

Ｂが２点、Ｃが１点、Ｄ及びＥが０点とする。なお、試験を欠席した場合のＧＰは０点と

する。 

５ ＧＰＡは、次の計算式により算出する。なお、得られた数値に小数が生じた場合は、小

数点以下第３位を四捨五入し、通知する。 

ＧＰＡ＝「対象授業科目のＧＰ×当該授業科目の単位数」の合計／「対象授業科目の単

位数」の合計 

６ 各学期の成績が確定した段階で、学期ＧＰＡ、年度ＧＰＡ、累積ＧＰＡ、あるいはこれ

らの組み合わせが一定の基準を下回った場合は、成業の見込みを立てるため、当該学生に

対し面談等による修学指導を行う。 

７ 累積ＧＰＡが１未満の学期が３期続いた場合は、学則第２９条第２項により退学を勧告

する。 

８ 前項の期間には、休学した学期は含まない。 

９ 年度ＧＰＡは、指定する奨学金の選考に用いる。その他各種ＧＰＡは、学修成果の分析

等に用いるものとする。 

 

（試験の種類） 

第１０条 試験は定期試験、追試験、再試験及び特別再試験に分ける。 

 

（定期試験） 

第１１条 定期試験を学期末に各１回行い、それぞれ前期定期試験及び後期定期試験とする。 

２ 前項のほか、定期試験について必要な事項は別に定める。 

 

（追試験） 

第１２条 定期試験を欠席した者に対し、学期末に行う定期試験終了後に追試験を実施する

ことがある。 

２ 前項のほか、追試験について必要な事項は別に定める。 

 

（再試験） 

第１３条 再試験は原則として学期末に行う定期試験終了後に行う。 

２ 前項のほか、再試験について必要な事項は別に定める。 

 

（特別再試験） 

第１４条 第４学年次の再試験終了後、別に定める進級に必要な履修授業科目のうち、単位

未修得科目について第４学年次特別再試験を行う。 

２ 第６学年次の再試験終了後、別に定める卒業に必要な履修授業科目のうち、単位未修得
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6 

 

（委託生） 

第２７条 委託生を志望する者は、委託機関長からによる所定の願、その他必要書類を添え

て願い出なければならない。 

２ 委託生には、前条を準用する。 

３ 委託機関より特定事項について研究させるために受け入れる委託生を、委託研究生と称

する。 

 

（聴講生） 

第２８条 聴講生を志望する者は、所定の願、その他必要書類を添えて願い出なければなら

ない。 

２ 開講する授業科目のうち１科目又は数科目を選んで聴講することができる。 

３ 聴講生に対しては、試験及び単位の授与を行わない。 

４ 他の大学又は短期大学との協議に基づき受け入れる聴講生を、特別聴講生と称する。 

 

（単位互換履修生及び科目等履修生） 

第２９条 単位互換履修生及び科目等履修生は、履修した授業科目について試験を受けるこ

とができる。 

２ 前項の試験に合格した単位互換履修生及び科目等履修生には、所定の単位を与える。 

３ 単位を修得した科目等履修生には、願い出により単位修得証明書を交付する。 

 

（入学又は受入れ時期） 

第３０条 研究生、委託生、聴講生、単位互換履修生及び科目等履修生の入学又は受入れ時

期は学期の始めとする。ただし、特別の事情のあるときにはこの限りではない。 

 

（納付金） 

第３１条 研究生、委託生、聴講生及び科目等履修生の納付金は、別表３のとおりとする。

ただし、研究生又は委託生の研究に要する特別の費用は、それぞれ研究生又は委託機関の

負担とする。 

 

（学則の準用） 

第３２条 研究生、委託研究生、特別聴講学生、単位互換履修生、聴講生、科目等履修生及

び外国人留学生にはこの規程に定めるもののほか、学則を準用する。 

 

（雑 則） 

第３３条 この規程の施行に際して必要な事項は、薬学部教授会の議を経て、学長が決定す

る。 

 

（改 廃） 

第３４条 この規程の改廃は、薬学部教授会及び法人運営会議の議を経て、理事長が行う。 

5 

４ 休学中の在籍料については、月額２万円を納付しなければならない。 

 

（休学期間） 

第２２条 休学期間は１年以内の学期単位を原則とし、年度をまたぐことはできない。引き

続き休学しようとする者は、あらためて願い出て許可を得なければならない。  

２ 休学期間は通算して３年を超えることができない。  

３ 休学期間は学則第７条に定める在学年限に算入しない。  

 

（再入学） 

第２３条 本学を退学した者又は学則第３０条第４号により除籍された者が、退学又は除籍

の日から２年以内に再入学を願い出たときは、学力等について審議のうえ許可することが

ある。 

２ 再入学を願い出る者は、所定の書類に入学検定料を添えて願い出なければならない。 

３ 再入学を許可された者は、学則第１５条の規定により入学手続きをしなければならない。

ただし、学則第３０条第４号により除籍された者の再入学は、滞納した納付金を納付する

ことを条件とする。また、既に提出した書類について変更がない場合は、これを省略する

ことができる。 

４ 再入学を許可された者が退学前又は除籍前に修得した単位は認め、退学又は除籍までの

在学年数は学則第７条の在学年限に算入する。 

 

（入学検定料） 

第２４条 入学検定料は、３万５千円、ただし大学入学共通テスト利用入学試験は２万円と

する。 

 

（学費の納入に関する取扱い） 

第２５条 薬学部の学費の納入期日、その他納入に関する取扱いは別に定める。 

 

（研究生） 

第２６条 研究生を志願することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1)  大学又は短期大学を卒業した者 

(2)  外国において学校教育における１４年の課程を修了した者 

(3)  その他本学において短期大学卒業以上の学力があると認めた者 

２ 研究生の指導教員は審議のうえ定める。 

３ 研究生は指導教員及び希望する科目の担当教員の許可を受けて講義を聴くことができる。 

４ 研究生の研究期間は原則として１年とする。ただし、引き続き研究を必要とする場合に

はさらに願い出て、その許可を得なければならない。 

５ 研究生は、研究期間の終わりに当該研究成果について指導教員を経て、学長に提出しな

ければならない。 

６ 研究生で相当の成果をおさめた者には、審議のうえ、研究証明書を交付することがある。

ただし、正規の課程による在学年数又は履修単位としては認定されない。 
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6 

 

（委託生） 

第２７条 委託生を志望する者は、委託機関長からによる所定の願、その他必要書類を添え

て願い出なければならない。 

２ 委託生には、前条を準用する。 

３ 委託機関より特定事項について研究させるために受け入れる委託生を、委託研究生と称

する。 

 

（聴講生） 

第２８条 聴講生を志望する者は、所定の願、その他必要書類を添えて願い出なければなら

ない。 

２ 開講する授業科目のうち１科目又は数科目を選んで聴講することができる。 

３ 聴講生に対しては、試験及び単位の授与を行わない。 

４ 他の大学又は短期大学との協議に基づき受け入れる聴講生を、特別聴講生と称する。 

 

（単位互換履修生及び科目等履修生） 

第２９条 単位互換履修生及び科目等履修生は、履修した授業科目について試験を受けるこ

とができる。 

２ 前項の試験に合格した単位互換履修生及び科目等履修生には、所定の単位を与える。 

３ 単位を修得した科目等履修生には、願い出により単位修得証明書を交付する。 

 

（入学又は受入れ時期） 

第３０条 研究生、委託生、聴講生、単位互換履修生及び科目等履修生の入学又は受入れ時

期は学期の始めとする。ただし、特別の事情のあるときにはこの限りではない。 

 

（納付金） 

第３１条 研究生、委託生、聴講生及び科目等履修生の納付金は、別表３のとおりとする。

ただし、研究生又は委託生の研究に要する特別の費用は、それぞれ研究生又は委託機関の

負担とする。 

 

（学則の準用） 

第３２条 研究生、委託研究生、特別聴講学生、単位互換履修生、聴講生、科目等履修生及

び外国人留学生にはこの規程に定めるもののほか、学則を準用する。 

 

（雑 則） 

第３３条 この規程の施行に際して必要な事項は、薬学部教授会の議を経て、学長が決定す

る。 

 

（改 廃） 

第３４条 この規程の改廃は、薬学部教授会及び法人運営会議の議を経て、理事長が行う。 

5 

４ 休学中の在籍料については、月額２万円を納付しなければならない。 

 

（休学期間） 

第２２条 休学期間は１年以内の学期単位を原則とし、年度をまたぐことはできない。引き

続き休学しようとする者は、あらためて願い出て許可を得なければならない。  

２ 休学期間は通算して３年を超えることができない。  

３ 休学期間は学則第７条に定める在学年限に算入しない。  

 

（再入学） 

第２３条 本学を退学した者又は学則第３０条第４号により除籍された者が、退学又は除籍

の日から２年以内に再入学を願い出たときは、学力等について審議のうえ許可することが

ある。 

２ 再入学を願い出る者は、所定の書類に入学検定料を添えて願い出なければならない。 

３ 再入学を許可された者は、学則第１５条の規定により入学手続きをしなければならない。

ただし、学則第３０条第４号により除籍された者の再入学は、滞納した納付金を納付する

ことを条件とする。また、既に提出した書類について変更がない場合は、これを省略する

ことができる。 

４ 再入学を許可された者が退学前又は除籍前に修得した単位は認め、退学又は除籍までの

在学年数は学則第７条の在学年限に算入する。 

 

（入学検定料） 

第２４条 入学検定料は、３万５千円、ただし大学入学共通テスト利用入学試験は２万円と

する。 

 

（学費の納入に関する取扱い） 

第２５条 薬学部の学費の納入期日、その他納入に関する取扱いは別に定める。 

 

（研究生） 

第２６条 研究生を志願することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1)  大学又は短期大学を卒業した者 

(2)  外国において学校教育における１４年の課程を修了した者 

(3)  その他本学において短期大学卒業以上の学力があると認めた者 

２ 研究生の指導教員は審議のうえ定める。 

３ 研究生は指導教員及び希望する科目の担当教員の許可を受けて講義を聴くことができる。 

４ 研究生の研究期間は原則として１年とする。ただし、引き続き研究を必要とする場合に

はさらに願い出て、その許可を得なければならない。 

５ 研究生は、研究期間の終わりに当該研究成果について指導教員を経て、学長に提出しな

ければならない。 

６ 研究生で相当の成果をおさめた者には、審議のうえ、研究証明書を交付することがある。

ただし、正規の課程による在学年数又は履修単位としては認定されない。 
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（別表１）授業科目及び単位年次配当表 

＜薬学部薬学科：令和６年度以降入学者適用＞ 

区
分 

授業科目 必
選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基 

礎 

教 

育 

科 

目 

教 

養 

科 

目 

自然科学１ ※１ ▲ 1            

政治学 ※１ ▲ 1            

数理論理学 ※１ ▲ 1            

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門 ※１ ▲ 1            

医工薬連環科学 ※１ ▲ 1            

文学・文化 ※１ ▲  1           

歴史学 ※１ ▲  1           

文化人類学 ※１ ▲  1           

倫理と社会 ※１ ▲  1           

自然科学２ ※１ ▲  1           

基礎心理学 ※１ ▲  1           

運動と健康 ※１ ▲  1           

情報科学 ● 1            

情報科学演習 ● 1            

アカデミックスキル ● 1            

スポーツ・運動 ●  1           

物理学 ● 1            

物理学演習 ● 1            

化学 ● 1            

化学演習 ● 1            

生物学 ● 1            

生物学演習 ● 1            

数学１ ● 1            

数学演習 ● 1            

数学２ ●  1           

数理統計学 ●    1         

●：必修科目 ▲：選択必修科目 

選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある 

※１ 教養科目より３科目を選択必修 

  

7 

 

附 則 

（中 略） 

 

附 則 

この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和６年４月１日から施行する。 
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（別表１）授業科目及び単位年次配当表 

＜薬学部薬学科：令和６年度以降入学者適用＞ 

区
分 

授業科目 必
選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基 

礎 

教 

育 

科 

目 

教 

養 

科 

目 

自然科学１ ※１ ▲ 1            

政治学 ※１ ▲ 1            

数理論理学 ※１ ▲ 1            

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門 ※１ ▲ 1            

医工薬連環科学 ※１ ▲ 1            

文学・文化 ※１ ▲  1           

歴史学 ※１ ▲  1           

文化人類学 ※１ ▲  1           

倫理と社会 ※１ ▲  1           

自然科学２ ※１ ▲  1           

基礎心理学 ※１ ▲  1           

運動と健康 ※１ ▲  1           

情報科学 ● 1            

情報科学演習 ● 1            

アカデミックスキル ● 1            

スポーツ・運動 ●  1           

物理学 ● 1            

物理学演習 ● 1            

化学 ● 1            

化学演習 ● 1            

生物学 ● 1            

生物学演習 ● 1            

数学１ ● 1            

数学演習 ● 1            

数学２ ●  1           

数理統計学 ●    1         

●：必修科目 ▲：選択必修科目 

選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある 

※１ 教養科目より３科目を選択必修 

  

7 

 

附 則 

（中 略） 

 

附 則 

この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和６年４月１日から施行する。 
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区
分 

授業科目 必
選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基 

礎 

薬 

学 

科 

目 

薬学入門 ● 1            

物理化学１ ●  1           

物理化学２ ●   1          

放射化学 ●     1        

分析化学１ ●  1           

分析化学２ ●   1          

有機化学１ ● 1            

有機化学２ ●  1           

有機化学３ ●   1          

有機化学４ ●    1         

有機スペクトル解析学 ●    1         

生化学１ ●  1           

生化学２ ●   1          

微生物学 ●    1         

免疫学 ●    1         

機能形態学１ ● 1            

機能形態学２ ●  1           

機能形態学３ ●   1          

基礎薬学導入学習 ● 1            

応 

用 

薬 

学 

科 

目 

応用分析学 ●      1       

応用放射化学 ●      1       

薬用天然物化学 ●     1        

生薬学 ●  1           

医薬品化学１ ●     1        

医薬品化学２ ●      1       

衛生薬学１ ●    1         

衛生薬学２ ●     1        

衛生薬学３ ●      1       

分子細胞生物学１ ●   1          

分子細胞生物学２ ●    1         

病原微生物学 ●      1       

先端分子医科学 ※６ ▲           1  

基礎漢方薬学 ●   1          

物理薬剤学 ●    1         

臨床統計 ●      1       

●：必修科目 ▲：選択必修科目 

選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある 

※６ 先端分子医科学、多職種連携論４－医療安全、医療政策論、アドバンスト薬理学、現代における漢方医療より１科目

を選択必修 
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区
分 

授業科目 必
選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基 

礎 

教 

育 

科 

目 

薬学英語１ ● 1            

薬学英語２ ●  1           

薬学英語３ ●   1          

薬学英語４ ●      1       

第
二
外
国
語 

ドイツ語１ ※２ ▲ 1            

ドイツ語２ ※２ ▲  1           

中国語１ ※２ ▲ 1            

中国語２ ※２ ▲  1           

ハングル１ ※２ ▲ 1            

ハングル２ ※２ ▲  1           

ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

Ⅰ 
※３ △ 1  1  1  1  1  1  

ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

Ⅱ 
※３ △  1  1  1  1  1  1 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ薬学英語 ※４ △     ←   1   →  

海外薬学研修 ※５ △ ←     1     →  

医療心理学 ●    1         

医療コミュニケーション ●       1      

キャリアデザイン ●     1        

●：必修科目 ▲：選択必修科目 △：自由科目 

選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある 

自由科目は、卒業要件単位には含まない 

※２ ドイツ語、中国語、ハングルより１カ国語を選択必修 

※３ ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠは１年次から６年次のいずれかの前期、ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡは１年次から６年次のいずれか

の後期で履修する 

※４ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ薬学英語は３年次前期から６年次前期のいずれかの期間で履修する 

※５ 海外薬学研修は１年次前期から６年次前期のいずれかの期間で履修する 
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10 

区
分 

授業科目 必
選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基 

礎 

薬 

学 

科 

目 
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物理化学１ ●  1           

物理化学２ ●   1          

放射化学 ●     1        

分析化学１ ●  1           

分析化学２ ●   1          

有機化学１ ● 1            

有機化学２ ●  1           

有機化学３ ●   1          

有機化学４ ●    1         

有機スペクトル解析学 ●    1         

生化学１ ●  1           

生化学２ ●   1          

微生物学 ●    1         

免疫学 ●    1         

機能形態学１ ● 1            

機能形態学２ ●  1           

機能形態学３ ●   1          

基礎薬学導入学習 ● 1            

応 

用 

薬 

学 

科 
目 

応用分析学 ●      1       

応用放射化学 ●      1       

薬用天然物化学 ●     1        

生薬学 ●  1           

医薬品化学１ ●     1        

医薬品化学２ ●      1       

衛生薬学１ ●    1         

衛生薬学２ ●     1        

衛生薬学３ ●      1       

分子細胞生物学１ ●   1          
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基礎漢方薬学 ●   1          

物理薬剤学 ●    1         

臨床統計 ●      1       

●：必修科目 ▲：選択必修科目 

選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある 

※６ 先端分子医科学、多職種連携論４－医療安全、医療政策論、アドバンスト薬理学、現代における漢方医療より１科目

を選択必修 
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区
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選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基 

礎 

教 

育 

科 

目 

薬学英語１ ● 1            

薬学英語２ ●  1           

薬学英語３ ●   1          

薬学英語４ ●      1       

第
二
外
国
語 

ドイツ語１ ※２ ▲ 1            

ドイツ語２ ※２ ▲  1           

中国語１ ※２ ▲ 1            

中国語２ ※２ ▲  1           

ハングル１ ※２ ▲ 1            

ハングル２ ※２ ▲  1           

ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

Ⅰ 
※３ △ 1  1  1  1  1  1  

ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

Ⅱ 
※３ △  1  1  1  1  1  1 
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●：必修科目 ▲：選択必修科目 △：自由科目 

選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある 

自由科目は、卒業要件単位には含まない 

※２ ドイツ語、中国語、ハングルより１カ国語を選択必修 
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12 

区
分 

授業科目 必
選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

医 

療 

薬 

学 

科 

目 

薬物治療マネジメント ●   1          

個別化医療 ●       1      

ｺﾐｭﾆﾃｨﾌｧｰﾏｼｰ ●        1     

ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習 ●        1     

ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ ●        1     

臨床導入学習１ ●       3      

臨床導入学習２ ●        1     

薬事関連法・制度 ●       1      

社会保障論 ●       1      

総 

合 

演 

習 

科 

目 

薬学連携演習１ ●  1           

薬学連携演習２ ●  1           

薬学連携演習３ ●  1           

薬学連携演習４ ●  1           

薬学連携演習５ ●   1          

薬学連携演習６ ●   1          

薬学連携演習７ ●   1          

薬学連携演習８ ●   1          

薬学連携演習９ ●   1          

薬学連携演習１０ ●    1         

薬学連携演習１１ ●    1         

薬学連携演習１２ ●    1         

薬学連携演習１３ ●    1         

薬学連携演習１４ ●    1         

薬学連携演習１５ ●     1        

薬学連携演習１６ ●     1        

薬学連携演習１７ ●     1        

薬学連携演習１８ ●     1        

薬学連携演習１９ ●     1        

薬学連携演習２０ ●      1       

薬学連携演習２１ ●      1       

薬学連携演習２２ ●      1       

薬学連携演習２３ ●      1       

薬学連携演習２４ ●      1       

薬学連携演習２５ ●       1      

薬学連携演習２６ ●       1      

薬学連携演習２７ ●       1      

統合薬学演習１ ●        1     

統合薬学演習２ ●           1  

薬学総合演習１ ●       ← 1 →     

薬学総合演習２ ●           ← 7 → 

●：必修科目 

  

11 

区
分 

授業科目 必
選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

医 

療 

薬 

学 

科 

目 

多職種連携論１－医療人ﾏｲﾝﾄﾞ ● 1            

多職種連携論２－

医療と専門職 
※７ ▲    1         

生命医療倫理 ※７ ▲   1          

多職種連携論３－医療倫理 ●     1        

多職種連携論４－

医療安全 
※６ ▲           1  

医療と法 ●      1       

医療政策論 ※６ ▲           1  

臨床ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ ※８ △         ← 1 →  

早期体験学習 ● ← 1 →           

医療薬学導入学習 ●  1           

中期体験学習 ※９ ▲     ← 1 →       

薬学教育論 ※９ ▲     1        

薬学生涯学習プロ

グラム演習 
※１０ △ ←     1     →  

基礎薬理学 ●  1           

薬理・薬物治療学１Ａ ●   1          

薬理・薬物治療学２Ａ ●    1         

薬理・薬物治療学３Ａ ●     1        

薬理・薬物治療学４Ａ ●      1       

薬理・薬物治療学５Ａ ●       1      

薬理・薬物治療学１Ｂ ●   1          

薬理・薬物治療学２Ｂ ●    1         

薬理・薬物治療学３Ｂ ●     1        

薬理・薬物治療学４Ｂ ●      1       

薬理・薬物治療学５Ｂ ●       1      

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ薬理学 ※６ ▲           1  

アドバンスト薬物治療学 ●        1     

生物薬剤学１ ●    1         

生物薬剤学２ ●     1        

薬物速度論 ●      1       

製剤設計学 ●     1        

臨床感染症学 ●       1      

現代における漢方

医療 
※６ ▲           1  

●：必修科目 ▲：選択必修科目 △：自由科目 

選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある 

自由科目は、卒業要件単位には含まない 

※６ 先端分子医科学、多職種連携論４－医療安全、医療政策論、アドバンスト薬理学、現代における漢方医療より１科目

を選択必修 

※７ 多職種連携論２―医療と専門職、生命医療倫理から１科目を選択必修 

※８ 臨床カンファレンスは５年次前期から６年次前期の期間で行う 

※９ 薬学教育論、中期体験学習から１科目を選択必修 

※１０ 薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から６年次前期のいずれかの期間で履修する 
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12 

区
分 

授業科目 必
選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

医 

療 

薬 

学 

科 

目 

薬物治療マネジメント ●   1          

個別化医療 ●       1      

ｺﾐｭﾆﾃｨﾌｧｰﾏｼｰ ●        1     

ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習 ●        1     
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科 
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統合薬学演習１ ●        1     

統合薬学演習２ ●           1  

薬学総合演習１ ●       ← 1 →     

薬学総合演習２ ●           ← 7 → 

●：必修科目 
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区
分 

授業科目 必
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科 
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薬学生涯学習プロ
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ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ薬理学 ※６ ▲           1  

アドバンスト薬物治療学 ●        1     

生物薬剤学１ ●    1         

生物薬剤学２ ●     1        

薬物速度論 ●      1       

製剤設計学 ●     1        

臨床感染症学 ●       1      

現代における漢方

医療 
※６ ▲           1  

●：必修科目 ▲：選択必修科目 △：自由科目 

選択必修科目は、同時間に複数科目開講することがある 

自由科目は、卒業要件単位には含まない 

※６ 先端分子医科学、多職種連携論４－医療安全、医療政策論、アドバンスト薬理学、現代における漢方医療より１科目

を選択必修 

※７ 多職種連携論２―医療と専門職、生命医療倫理から１科目を選択必修 

※８ 臨床カンファレンスは５年次前期から６年次前期の期間で行う 

※９ 薬学教育論、中期体験学習から１科目を選択必修 

※１０ 薬学生涯学習プログラム演習は１年次前期から６年次前期のいずれかの期間で履修する 
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14 

（別表２）卒業に必要な単位数 

＜薬学部薬学科：令和６年度以降入学者適用＞ 

種 別 区分等 単位数 備 考 

必修科目 

基礎教育科目 

基礎薬学科目 

応用薬学科目 

医療薬学科目 

総合演習科目 

実 習 科目 

２１単位 

１９単位 

１５単位 

３３単位 

３７単位 

５３単位 

 

選択必修

科目 

①基礎教育科目 第二外国語 

１年次配当 

「ドイツ語１,２」「中国語１,２」 

「ハングル１,２」 

各科目１単位 

２単位 

・いずれか１ヵ国語２

科目を選択して履修

する 

②基礎教育科目 教養科目 

１年次配当 

「自然科学１」「政治学」 

「数理論理学」「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」 

「医工薬連環科学」「文学・文化」 

「歴史学」「文化人類学」 

「倫理と社会」「自然科学２」 

「基礎心理学」「運動と健康」 

各科目１単位 

３単位 

・１年次前期に１科

目、１年次後期に２

科目選択して履修す

る。 

②応用薬学科目、医療薬学科目 

２年次配当 

「多職種連携論２－医療と専門職」 

「生命医療倫理」 

３年次配当 

「中期体験学習」「薬学教育論」 

６年次配当 

「先端分子医科学」 

「多職種連携論４－医療安全」 

「医療政策論」 

「アドバンスト薬理学」 

「現代における漢方医療」 

各科目１単位 

３単位 

（２年次配当科

目 か ら は １ 単

位、３年次配当

科目からは１単

位、６年次配当

科目からは１単

位） 

・２年次配当科目は、

１科目選択して履修

する。 

 

・３年次配当科目は、

１科目選択して履修

する。 

 

・６年次配当科目は、

１科目選択して履修

する。 

合  計 １８６単位  

・各科目の配当年次学期及び単位数については本規程別表１を参照すること。 

  

13 

区
分 

授業科目 必
選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

実 

習 

科 

目 

分析化学・物理化学実習 ●   1          

漢方・生薬学実習 ●    1         

有機化学実習 ●     1        

生物学実習 ●  1           

解剖見学実習 ※１１ △  ← 1 →         

生物科学実習 ●    1         

衛生・放射化学実習 ●      1       

薬理学実習 ●     1        

薬剤学実習 ●      1       

臨床実習 ●         ← 20 →   

特別演習・実習１ ●       ← 5 →     

特別演習・実習２ ※１２ ●         ← 20 →  

●：必修科目 △：自由科目 

自由科目は、卒業要件単位には含まない 

※１１ 解剖見学実習は１年次後期から２年次後期の期間で行う 

※１２ 特別演習・実習２は４年次前期から６年次前期の期間で行う 
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14 

（別表２）卒業に必要な単位数 

＜薬学部薬学科：令和６年度以降入学者適用＞ 

種 別 区分等 単位数 備 考 

必修科目 

基礎教育科目 

基礎薬学科目 

応用薬学科目 

医療薬学科目 

総合演習科目 

実 習 科目 

２１単位 

１９単位 

１５単位 

３３単位 

３７単位 

５３単位 

 

選択必修

科目 

①基礎教育科目 第二外国語 

１年次配当 

「ドイツ語１,２」「中国語１,２」 

「ハングル１,２」 

各科目１単位 

２単位 

・いずれか１ヵ国語２

科目を選択して履修

する 

②基礎教育科目 教養科目 

１年次配当 

「自然科学１」「政治学」 

「数理論理学」「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」 

「医工薬連環科学」「文学・文化」 

「歴史学」「文化人類学」 

「倫理と社会」「自然科学２」 

「基礎心理学」「運動と健康」 

各科目１単位 

３単位 

・１年次前期に１科

目、１年次後期に２

科目選択して履修す

る。 

②応用薬学科目、医療薬学科目 

２年次配当 

「多職種連携論２－医療と専門職」 

「生命医療倫理」 

３年次配当 

「中期体験学習」「薬学教育論」 

６年次配当 

「先端分子医科学」 

「多職種連携論４－医療安全」 

「医療政策論」 

「アドバンスト薬理学」 

「現代における漢方医療」 

各科目１単位 

３単位 

（２年次配当科

目 か ら は １ 単

位、３年次配当

科目からは１単

位、６年次配当

科目からは１単

位） 

・２年次配当科目は、

１科目選択して履修

する。 

 

・３年次配当科目は、

１科目選択して履修

する。 

 

・６年次配当科目は、

１科目選択して履修

する。 

合  計 １８６単位  

・各科目の配当年次学期及び単位数については本規程別表１を参照すること。 

  

13 

区
分 

授業科目 必
選 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

実 

習 

科 

目 

分析化学・物理化学実習 ●   1          

漢方・生薬学実習 ●    1         

有機化学実習 ●     1        

生物学実習 ●  1           

解剖見学実習 ※１１ △  ← 1 →         

生物科学実習 ●    1         

衛生・放射化学実習 ●      1       

薬理学実習 ●     1        

薬剤学実習 ●      1       

臨床実習 ●         ← 20 →   

特別演習・実習１ ●       ← 5 →     

特別演習・実習２ ※１２ ●         ← 20 →  

●：必修科目 △：自由科目 

自由科目は、卒業要件単位には含まない 

※１１ 解剖見学実習は１年次後期から２年次後期の期間で行う 

※１２ 特別演習・実習２は４年次前期から６年次前期の期間で行う 
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大阪医科薬科大学 薬学部規程細則（令和６年度以降入学生適用） 

 

（令和６年４月１日施行） 

 

（目 的）  

第１条 大阪医科薬科大学薬学部薬学科における授業科目の履修に関しては、大阪医科薬

科大学薬学部規程（以下、「薬学部規程」という。）に定めるもののほか、この細則によ

る。 

２ この細則は、令和６年度以降入学生に適用する。 

 

（定期試験） 

第２条 定期試験における成績の評点は、試験の評点により、又は試験の評点に平常の成

績などを含め、１００点を満点とした整数によって表示する。 

２ 当該科目の出席回数がその授業回数の３分の２以上である場合に限り、定期試験を受

験することができる。 

 

（追試験） 

第３条 追試験は、次の理由により定期試験を欠席した者に対し、実施することがある。 

(1) 忌引（一親等又は二親等死亡の場合）又は就職試験、大学院入学試験の場合 

(2) 傷病 

(3) その他やむを得ない理由 

２ 追試験の受験を希望する者は、所定の期日までに試験欠席届及びその理由を証明する

書類（又は理由書）を提出しなければならない。 

３ 前項の試験欠席届が提出された場合、審議のうえ追試験の実施を決定する。 

４ 追試験における成績の評点は、試験の評点により、又は試験の評点に平常の成績など

を含め、第１項第１号の場合は定期試験と同様に１００点、同項第２号の場合は９０点

を限度として表示する。同項第３号の場合の上限点は審議のうえ決定する。 

 

（再試験） 

第４条 定期試験を受験し、成績が合格と判定されなかった者は、当該科目の定期試験に

おける成績の評点が３０点以上である場合に限り、再試験を受験することができる。 

２ 定期試験を欠席した場合、再試験を受験することはできない。ただし、前条第１項に

定めるとおり欠席理由により追試験を実施することがある。なお、追試験を不合格又は

欠席した場合であっても、当該学期に実施する再試験は受験することはできない。 

３ 再試験における成績の評点は、試験の評点により、又は試験の評点に平常の成績など

を含め、６０点を限度として表示する。 

４ 前各項にかかわらず、基礎教育科目の選択必修科目は、再試験を実施しない。 

 

（特別再試験） 

第５条 ４年次の再試験終了後、第６条第４項に規定する進級に必要な履修授業科目のう

15 

（別表３） 研究生等納付金 

＜薬学部薬学科＞ 

費 目 金 額 摘 要 

研究生 

指導料（月額） 10,000円  

研究料（月額） 
20,000円 

10,000円 

 

本学卒業生 

委託生 

指導料（月額） 20,000円  

研究料（月額） 60,000円以上 
金額は研究内容その他を考慮し

て定める。 

聴講生 聴講料（１科目） 10,000円  

科目等履修生 

授業料（１科目） 20,000円 

講義・演習科目 

ただし、本学大学院薬学研究

科在籍学生が、薬剤師国家試験

を受験するために必要な学部講

義・演習科目を履修する場合

は、10,000円とする。 

授業料（１科目） 60,000円 

実習科目 

ただし、本学大学院薬学研究

科在籍学生が、薬剤師国家試験

を受験するために必要な学部実

習科目を履修する場合は、

10,000円とする。 

・本学卒業生には大阪薬科大学卒業生を含む。 
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大阪医科薬科大学 薬学部規程細則（令和６年度以降入学生適用） 

 

（令和６年４月１日施行） 

 

（目 的）  

第１条 大阪医科薬科大学薬学部薬学科における授業科目の履修に関しては、大阪医科薬

科大学薬学部規程（以下、「薬学部規程」という。）に定めるもののほか、この細則によ

る。 

２ この細則は、令和６年度以降入学生に適用する。 

 

（定期試験） 

第２条 定期試験における成績の評点は、試験の評点により、又は試験の評点に平常の成

績などを含め、１００点を満点とした整数によって表示する。 

２ 当該科目の出席回数がその授業回数の３分の２以上である場合に限り、定期試験を受

験することができる。 

 

（追試験） 

第３条 追試験は、次の理由により定期試験を欠席した者に対し、実施することがある。 

(1) 忌引（一親等又は二親等死亡の場合）又は就職試験、大学院入学試験の場合 

(2) 傷病 

(3) その他やむを得ない理由 

２ 追試験の受験を希望する者は、所定の期日までに試験欠席届及びその理由を証明する

書類（又は理由書）を提出しなければならない。 

３ 前項の試験欠席届が提出された場合、審議のうえ追試験の実施を決定する。 

４ 追試験における成績の評点は、試験の評点により、又は試験の評点に平常の成績など

を含め、第１項第１号の場合は定期試験と同様に１００点、同項第２号の場合は９０点

を限度として表示する。同項第３号の場合の上限点は審議のうえ決定する。 

 

（再試験） 

第４条 定期試験を受験し、成績が合格と判定されなかった者は、当該科目の定期試験に

おける成績の評点が３０点以上である場合に限り、再試験を受験することができる。 

２ 定期試験を欠席した場合、再試験を受験することはできない。ただし、前条第１項に

定めるとおり欠席理由により追試験を実施することがある。なお、追試験を不合格又は

欠席した場合であっても、当該学期に実施する再試験は受験することはできない。 

３ 再試験における成績の評点は、試験の評点により、又は試験の評点に平常の成績など

を含め、６０点を限度として表示する。 

４ 前各項にかかわらず、基礎教育科目の選択必修科目は、再試験を実施しない。 

 

（特別再試験） 

第５条 ４年次の再試験終了後、第６条第４項に規定する進級に必要な履修授業科目のう

15 

（別表３） 研究生等納付金 

＜薬学部薬学科＞ 

費 目 金 額 摘 要 

研究生 

指導料（月額） 10,000円  

研究料（月額） 
20,000円 

10,000円 

 

本学卒業生 

委託生 

指導料（月額） 20,000円  

研究料（月額） 60,000円以上 
金額は研究内容その他を考慮し

て定める。 

聴講生 聴講料（１科目） 10,000円  

科目等履修生 

授業料（１科目） 20,000円 

講義・演習科目 

ただし、本学大学院薬学研究

科在籍学生が、薬剤師国家試験

を受験するために必要な学部講

義・演習科目を履修する場合

は、10,000円とする。 

授業料（１科目） 60,000円 

実習科目 

ただし、本学大学院薬学研究

科在籍学生が、薬剤師国家試験

を受験するために必要な学部実

習科目を履修する場合は、

10,000円とする。 

・本学卒業生には大阪薬科大学卒業生を含む。 

 

 

 

 

 

85



3 
 

(3) 薬学共用試験に合格していること 

５ ５年次から６年次への進級は、１年以上の在学を満たしたときに認められる。 

 

（留 年） 

第７条 原級に留め置かれた場合、当該年度に限り薬学部規程第３条第２項の規定にかか

わらず、一つ上位の学年次に配当されている授業科目の履修（先取り履修）を認めるこ

とがある。 

２ 前項に定める先取り履修についての取扱いは、別に定める。 

 

（改 廃） 

第８条 この細則の改廃は、薬学部教授会の議を経て、学長が決定する。 

 

附 則 

この細則は、令和６年４月１日から施行する。 

2 
 

ち、４年次に課せらせた単位未修得科目について４年次特別再試験を行う。 

２ 前項の単位未修得科目のうち、３年次配当の必修科目に未修得科目がある場合、及び

４年次配当の必修科目が５科目を超える場合は、４年次特別再試験を受験することがで

きない。 

３ ６年次の再試験終了後、薬学部規程別表２に規定する卒業に必要な履修授業科目のう

ち、単位未修得科目について６年次特別再試験を行う。 

４ 特別再試験における成績の評点は、試験の評点により、又は試験の評点に平常の成績

などを含め、６０点を限度として表示する。 

５ 当該科目の出席回数がその授業回数の３分の２以上である場合に限り、特別再試験を

受験することができる。 

６ 定期試験を実施せずに、他の適切な方法で学修の成果を評価し単位を与える科目（実

習、実技、演習等）については、特別再試験を実施しない。このほか、薬学総合演習１、

２は特別再試験を実施しない。 

 

（進 級） 

第６条 薬学部規程第１７条に定める進級査定は、薬学部規程別表１に定める授業科目の

単位修得状況その他により年度末に行われ、１年次から２年次への進級は、次の各号す

べてを満たしたときに認められる。 

(1) １年次に課せられた次の必修科目をすべて修得していること 

「アカデミックスキル」「薬学入門」「多職種連携論１－医療人マインド」 

「早期体験学習」「基礎薬学導入学習」「医療薬学導入学習」「生物学実習」 

(2) １年次に課せられた前号以外の必修科目及び選択必修科目の単位未修得科目が５

科目以下であること 

２ ２年次から３年次への進級は、次の各号すべてを満たしたときに認められる。 

(1) １年次に課せられた必修科目及び選択必修科目をすべて修得していること 

(2) ２年次に課せられた次の必修科目をすべて修得していること 

「分析化学・物理化学実習」「漢方・生薬学実習」「生物科学実習」 

(3) ２年次に課せられた前号以外の必修科目の単位未修得科目が５科目以下であること 

(4) ２年次に課せられた選択必修科目「多職種連携論２-医療と専門職」「生命医療倫理」

いずれかを修得していること 

３ ３年次から４年次への進級は、次の各号すべてを満たしたときに認められる。 

(1) ２年次に課せられた必修科目をすべて修得していること 

(2) ３年次に課せられた次の必修科目をすべて修得していること 

「有機化学実習」「衛生・放射化学実習」「薬理学実習」「薬剤学実習」 

(3) ３年次に課せられた前号以外の必修科目の単位未修得科目が５科目以下であること 

(4) ３年次に課せられた選択必修科目「薬学教育論」「中期体験学習」いずれかを修得し

ていること 

４ ４年次から５年次への進級は、次の各号すべてを満たしたときに認められる。 

(1) ３年次に課せられた必修科目をすべて修得していること 

(2) ４年次に課せられた必修科目をすべて修得していること 
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(3) 薬学共用試験に合格していること 

５ ５年次から６年次への進級は、１年以上の在学を満たしたときに認められる。 

 

（留 年） 

第７条 原級に留め置かれた場合、当該年度に限り薬学部規程第３条第２項の規定にかか

わらず、一つ上位の学年次に配当されている授業科目の履修（先取り履修）を認めるこ

とがある。 

２ 前項に定める先取り履修についての取扱いは、別に定める。 

 

（改 廃） 

第８条 この細則の改廃は、薬学部教授会の議を経て、学長が決定する。 

 

附 則 

この細則は、令和６年４月１日から施行する。 

2 
 

ち、４年次に課せらせた単位未修得科目について４年次特別再試験を行う。 

２ 前項の単位未修得科目のうち、３年次配当の必修科目に未修得科目がある場合、及び

４年次配当の必修科目が５科目を超える場合は、４年次特別再試験を受験することがで

きない。 

３ ６年次の再試験終了後、薬学部規程別表２に規定する卒業に必要な履修授業科目のう

ち、単位未修得科目について６年次特別再試験を行う。 

４ 特別再試験における成績の評点は、試験の評点により、又は試験の評点に平常の成績

などを含め、６０点を限度として表示する。 

５ 当該科目の出席回数がその授業回数の３分の２以上である場合に限り、特別再試験を

受験することができる。 

６ 定期試験を実施せずに、他の適切な方法で学修の成果を評価し単位を与える科目（実

習、実技、演習等）については、特別再試験を実施しない。このほか、薬学総合演習１、

２は特別再試験を実施しない。 

 

（進 級） 

第６条 薬学部規程第１７条に定める進級査定は、薬学部規程別表１に定める授業科目の

単位修得状況その他により年度末に行われ、１年次から２年次への進級は、次の各号す

べてを満たしたときに認められる。 

(1) １年次に課せられた次の必修科目をすべて修得していること 

「アカデミックスキル」「薬学入門」「多職種連携論１－医療人マインド」 

「早期体験学習」「基礎薬学導入学習」「医療薬学導入学習」「生物学実習」 

(2) １年次に課せられた前号以外の必修科目及び選択必修科目の単位未修得科目が５

科目以下であること 

２ ２年次から３年次への進級は、次の各号すべてを満たしたときに認められる。 

(1) １年次に課せられた必修科目及び選択必修科目をすべて修得していること 

(2) ２年次に課せられた次の必修科目をすべて修得していること 

「分析化学・物理化学実習」「漢方・生薬学実習」「生物科学実習」 

(3) ２年次に課せられた前号以外の必修科目の単位未修得科目が５科目以下であること 

(4) ２年次に課せられた選択必修科目「多職種連携論２-医療と専門職」「生命医療倫理」

いずれかを修得していること 

３ ３年次から４年次への進級は、次の各号すべてを満たしたときに認められる。 

(1) ２年次に課せられた必修科目をすべて修得していること 

(2) ３年次に課せられた次の必修科目をすべて修得していること 

「有機化学実習」「衛生・放射化学実習」「薬理学実習」「薬剤学実習」 

(3) ３年次に課せられた前号以外の必修科目の単位未修得科目が５科目以下であること 

(4) ３年次に課せられた選択必修科目「薬学教育論」「中期体験学習」いずれかを修得し

ていること 

４ ４年次から５年次への進級は、次の各号すべてを満たしたときに認められる。 

(1) ３年次に課せられた必修科目をすべて修得していること 

(2) ４年次に課せられた必修科目をすべて修得していること 
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らない。 

 

（履修期間） 

第６条 単位互換履修生の履修期間は、半年間（前期又は後期）とする。 

 

第７条 本学薬学部で受講する単位互換履修生には所定の単位互換履修生証を交付するの

で、当該科目受講や試験の際には携帯しなければならない。 

２ 単位互換履修生の有効期間は、当該科目の履修期間とする。 

 

（履修及び単位修得の方法） 

第８条 単位互換履修生の履修及び単位修得の方法は本学薬学部学生の場合と同様とする。

ただし、再試験の受験は科目担当者の判断によるものとする。 

 

（学業成績等の報告） 

第９条 単位互換履修生が履修を終了するときは、教授会の議を経て、学長は、当該学生

の成績評価及び修得単位について当該学生の所属する大学長に報告する。 

 

（その他） 

第１０条 単位互換履修生は所定の手続きを経て、薬学部図書館を利用することができる。 

 

第１１条 単位互換履修生は本学の学生に準じ、学則その他諸規程を順守しなければなら

ない。 

２ 前項に単位互換履修生が違反した場合は、履修の許可を取り消す場合がある。 

 

（改 廃） 

第１２条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。 

 

 

附  則 

この規程は平成２２年４月１日から施行する。 
附   則 

この規程は平成27年４月１日から施行する。 

附  則 

この改正は令和３年４月１日から施行する。 
附  則 

この改正は令和６年４月１日から施行する。 
 

大阪医科薬科大学 薬学部単位互換実施に関する規程 

 
（平成２２年４月１日施行） 

 
（趣 旨） 

第１条 大阪医科薬科大学学則（以下、「学則」という。）第２５条第２項の規定に基づき、

大阪医科薬科大学（以下、「本学」という。）薬学部における本学の他学部及び他の大学

等との単位互換を円滑に実施するため必要な事項を定める。 

 

（大学間協議） 

第２条 他の大学等と単位互換を実施する場合は、必要な事項を協議の上、学長が当該大

学等との間で協定を締結する。 

２ 前項の大学等間の協議では、履修できる授業科目の範囲、認定される単位数、対象と

なる学生数、単位の認定方法、費用の取り扱い、その他必要な事項を決めなければなら

ない。 

３ 前項の授業科目は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

４ 本学の他学部との単位互換については、前２項の定めを準用するものとする。 

 

（出願手続等） 

第３条 本学の他学部及び他の大学等の授業科目の履修を希望する学生は、所定の期日ま

でに別に定める書類を添えて学長に願い出るものとする。 

２ 学長は、本学の他学部及び他の大学等から受入れの通知があった者について願い出を

許可する。 

 

（単位の認定） 

第４条 学生が本学の他学部及び他の大学等において履修した科目の単位については、当

該他大学等からの成績評価及び履修単位の報告に基づき、薬学部教授会（以下、「教授

会」という。）の議を経て、学長は本学薬学部の単位として認定する。 

２ 令和５年度までに入学した学生については、２単位を限度とし、基礎教育科目の選択

単位として加算し、卒業の要件となる単位として認定する。 

３ 前項の規定を超えて履修した科目の単位は、増加単位とし認定する。 

４ 令和６年度以降に入学した学生については、卒業の要件とならない自由科目の選択単

位として認定する。 

 

（受入れ学生の許可） 

第５条 他大学等の学生で本学薬学部の授業科目の履修を希望する者があったときは、教

授会の議を経て、学長は単位互換の受入れ学生（以下、「単位互換履修生」という。）と

して許可する。 

２ 前項により許可された学生は、単位互換履修生として所定の手続きを行わなければな
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らない。 

 

（履修期間） 

第６条 単位互換履修生の履修期間は、半年間（前期又は後期）とする。 

 

第７条 本学薬学部で受講する単位互換履修生には所定の単位互換履修生証を交付するの

で、当該科目受講や試験の際には携帯しなければならない。 

２ 単位互換履修生の有効期間は、当該科目の履修期間とする。 

 

（履修及び単位修得の方法） 

第８条 単位互換履修生の履修及び単位修得の方法は本学薬学部学生の場合と同様とする。

ただし、再試験の受験は科目担当者の判断によるものとする。 

 

（学業成績等の報告） 

第９条 単位互換履修生が履修を終了するときは、教授会の議を経て、学長は、当該学生

の成績評価及び修得単位について当該学生の所属する大学長に報告する。 

 

（その他） 

第１０条 単位互換履修生は所定の手続きを経て、薬学部図書館を利用することができる。 

 

第１１条 単位互換履修生は本学の学生に準じ、学則その他諸規程を順守しなければなら

ない。 

２ 前項に単位互換履修生が違反した場合は、履修の許可を取り消す場合がある。 

 

（改 廃） 

第１２条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。 

 

 

附  則 

この規程は平成２２年４月１日から施行する。 
附   則 

この規程は平成27年４月１日から施行する。 

附  則 

この改正は令和３年４月１日から施行する。 
附  則 

この改正は令和６年４月１日から施行する。 
 

大阪医科薬科大学 薬学部単位互換実施に関する規程 

 
（平成２２年４月１日施行） 

 
（趣 旨） 

第１条 大阪医科薬科大学学則（以下、「学則」という。）第２５条第２項の規定に基づき、

大阪医科薬科大学（以下、「本学」という。）薬学部における本学の他学部及び他の大学

等との単位互換を円滑に実施するため必要な事項を定める。 

 

（大学間協議） 

第２条 他の大学等と単位互換を実施する場合は、必要な事項を協議の上、学長が当該大

学等との間で協定を締結する。 

２ 前項の大学等間の協議では、履修できる授業科目の範囲、認定される単位数、対象と

なる学生数、単位の認定方法、費用の取り扱い、その他必要な事項を決めなければなら

ない。 

３ 前項の授業科目は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

４ 本学の他学部との単位互換については、前２項の定めを準用するものとする。 

 

（出願手続等） 

第３条 本学の他学部及び他の大学等の授業科目の履修を希望する学生は、所定の期日ま

でに別に定める書類を添えて学長に願い出るものとする。 

２ 学長は、本学の他学部及び他の大学等から受入れの通知があった者について願い出を

許可する。 

 

（単位の認定） 

第４条 学生が本学の他学部及び他の大学等において履修した科目の単位については、当

該他大学等からの成績評価及び履修単位の報告に基づき、薬学部教授会（以下、「教授

会」という。）の議を経て、学長は本学薬学部の単位として認定する。 

２ 令和５年度までに入学した学生については、２単位を限度とし、基礎教育科目の選択

単位として加算し、卒業の要件となる単位として認定する。 

３ 前項の規定を超えて履修した科目の単位は、増加単位とし認定する。 

４ 令和６年度以降に入学した学生については、卒業の要件とならない自由科目の選択単

位として認定する。 

 

（受入れ学生の許可） 

第５条 他大学等の学生で本学薬学部の授業科目の履修を希望する者があったときは、教

授会の議を経て、学長は単位互換の受入れ学生（以下、「単位互換履修生」という。）と

して許可する。 

２ 前項により許可された学生は、単位互換履修生として所定の手続きを行わなければな
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(5)  薬学研究科 薬学研究科大学院委員会 

(6)  看護学研究科 看護学研究科大学院委員会 

２ 当該学部長又は研究科長は、前項の事情聴取にあたり、事前に当該学生等に対して要

旨を口頭又は文書で告知し、事実に関する弁明の機会を与えなければならない。ただし、

当該学生等が正当な理由なく事情聴取に応じない場合は、弁明の機会を放棄したものと

みなす。 

３ 事情聴取を行う際、当該学部長又は研究科長から事前に許可を受けた場合に限り、当

該学生等は付添人１名を伴うことができるものとし、また、必要に応じて文書又は代理

人よる弁明を行うことができる。 

４ 第３項の定めにかかわらず、行為が重大犯罪であり、起訴や裁判等の結果を待たなけ

ればならない等の特段の事情がある場合は、この限りではない。 

 

（自宅待機） 

第６条 学長は、処分が決定するまでの間、当該学生等に対して自宅待機を命ずることが

できる。 

２ 自宅待機中に停学処分が決定した場合、自宅待機期間を処分期間に含むことができる。 

 

（懲戒決定までの手続き） 

第７条 当該学部長又は研究科長は、第５条の事情聴取の結果を学長に報告する。 

２ 学長は、当該教授会の意見を聴いて、懲戒が必要であると判断した場合、事情聴取の

報告を受けて直ちに懲戒の手続きを開始しなければならない。 

 

（懲戒委員会） 

第８条 学長は、前条第２項に基づき、懲戒委員会を設置して検討を行う。 

２ 懲戒委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  当該学部長又は研究科長 

(2)  学生生活支援センター長及び薬学学生委員長 

(3)  教育センター長及び薬学教務委員長 

(4)  研究科大学院委員会委員長（ただし、研究科に係る場合に限る。） 

(5)  学務部長及び薬学学務部長 

(6)  その他、必要に応じて学長が指名した者（外部有識者含む。） 若干名 

３ 懲戒委員会に委員長を置き、委員の中から学長が指名した者をもって充てる。 

４ 委員長は、懲戒委員会を招集し、その議長となる。 

５ 懲戒委員会は、必要に応じて、当該学生等から事情聴取を行うことができる。 

６ 懲戒委員会の議事は出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。ただし、裁判の判決等を待つ必要があると認められた場合には、議決を留

保することができる。 

７ 懲戒委員会は、当該事案に係る懲戒等の可否、処分内容等について、報告書を学長に

提出しなければならない。 

 

1 

大阪医科薬科大学 学生等懲戒規程 

 

（平成２７年４月１日施行） 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、学校教育法施行規則第２６条第５項に従い、大阪医科薬科大学学則

（以下、「学則」という。）第３４条に規定する懲戒に関する手続き等について定める。 

 

（対象学生） 

第２条 この規程において懲戒の対象とする学生等とは、学部学生及び大学院生（以下、

「学生等」という。）のことをいう。 

２ 聴講生、研究生、科目等履修生、特別聴講生及び特別研究学生の取り扱いは、この規

程に準ずるものとし、必要な事項は別に定める。 

 

（考え方） 

第３条 懲戒は、学生等が懲戒の対象となる行為を行った場合、本学における学生等の本

分を全うさせるための教育的指導の一環として行うものである。 

２ 懲戒は、対象となる行為の様態や結果等を総合的に検討して行う。 

 

（対象行為） 

第４条 懲戒の対象となる行為は、次の各号に掲げるものとする。 

(1)  社会的諸秩序に対する侵犯行為（犯罪行為） 

(2)  重大な交通法規違反 

(3)  ハラスメント行為 

(4)  情報倫理に反する行為 

(5)  学問的倫理、研究倫理に反する行為 

(6)  学生等の学習、研究及び教職員の教育研究活動等の正当な活動を妨害する行為 

(7)  授業、試験等における不正行為 

(8)  その他、公序良俗に反する行為 

２ 前項に掲げる対象行為の詳細及び該当する懲戒の種類は、別表１及び２に定める。 

 

（事情聴取） 

第５条 懲戒の対象となる行為又はその疑いが生じたときは、当該学部長又は研究科長は、

学長の指示に基づき、遅滞なく保護者又は保証人に当該学生等が懲戒の対象となる可能

性がある旨を通知するとともに、次の各号に定める会議において当該学生等に対する事

情聴取を行い、事実関係を確認しなければならない。 

(1)  医学部 医学学生生活支援センター会議 

(2)  薬学部 薬学学生委員会 

(3)  看護学部 看護学学生生活支援センター会議 

(4)  医学研究科 医学研究科大学院委員会 
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(5)  薬学研究科 薬学研究科大学院委員会 

(6)  看護学研究科 看護学研究科大学院委員会 

２ 当該学部長又は研究科長は、前項の事情聴取にあたり、事前に当該学生等に対して要

旨を口頭又は文書で告知し、事実に関する弁明の機会を与えなければならない。ただし、

当該学生等が正当な理由なく事情聴取に応じない場合は、弁明の機会を放棄したものと

みなす。 

３ 事情聴取を行う際、当該学部長又は研究科長から事前に許可を受けた場合に限り、当

該学生等は付添人１名を伴うことができるものとし、また、必要に応じて文書又は代理

人よる弁明を行うことができる。 

４ 第３項の定めにかかわらず、行為が重大犯罪であり、起訴や裁判等の結果を待たなけ

ればならない等の特段の事情がある場合は、この限りではない。 

 

（自宅待機） 

第６条 学長は、処分が決定するまでの間、当該学生等に対して自宅待機を命ずることが

できる。 

２ 自宅待機中に停学処分が決定した場合、自宅待機期間を処分期間に含むことができる。 

 

（懲戒決定までの手続き） 

第７条 当該学部長又は研究科長は、第５条の事情聴取の結果を学長に報告する。 

２ 学長は、当該教授会の意見を聴いて、懲戒が必要であると判断した場合、事情聴取の

報告を受けて直ちに懲戒の手続きを開始しなければならない。 

 

（懲戒委員会） 

第８条 学長は、前条第２項に基づき、懲戒委員会を設置して検討を行う。 

２ 懲戒委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  当該学部長又は研究科長 

(2)  学生生活支援センター長及び薬学学生委員長 

(3)  教育センター長及び薬学教務委員長 

(4)  研究科大学院委員会委員長（ただし、研究科に係る場合に限る。） 

(5)  学務部長及び薬学学務部長 

(6)  その他、必要に応じて学長が指名した者（外部有識者含む。） 若干名 

３ 懲戒委員会に委員長を置き、委員の中から学長が指名した者をもって充てる。 

４ 委員長は、懲戒委員会を招集し、その議長となる。 

５ 懲戒委員会は、必要に応じて、当該学生等から事情聴取を行うことができる。 

６ 懲戒委員会の議事は出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。ただし、裁判の判決等を待つ必要があると認められた場合には、議決を留

保することができる。 

７ 懲戒委員会は、当該事案に係る懲戒等の可否、処分内容等について、報告書を学長に

提出しなければならない。 

 

1 

大阪医科薬科大学 学生等懲戒規程 

 

（平成２７年４月１日施行） 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、学校教育法施行規則第２６条第５項に従い、大阪医科薬科大学学則

（以下、「学則」という。）第３４条に規定する懲戒に関する手続き等について定める。 

 

（対象学生） 

第２条 この規程において懲戒の対象とする学生等とは、学部学生及び大学院生（以下、

「学生等」という。）のことをいう。 

２ 聴講生、研究生、科目等履修生、特別聴講生及び特別研究学生の取り扱いは、この規

程に準ずるものとし、必要な事項は別に定める。 

 

（考え方） 

第３条 懲戒は、学生等が懲戒の対象となる行為を行った場合、本学における学生等の本

分を全うさせるための教育的指導の一環として行うものである。 

２ 懲戒は、対象となる行為の様態や結果等を総合的に検討して行う。 

 

（対象行為） 

第４条 懲戒の対象となる行為は、次の各号に掲げるものとする。 

(1)  社会的諸秩序に対する侵犯行為（犯罪行為） 

(2)  重大な交通法規違反 

(3)  ハラスメント行為 

(4)  情報倫理に反する行為 

(5)  学問的倫理、研究倫理に反する行為 

(6)  学生等の学習、研究及び教職員の教育研究活動等の正当な活動を妨害する行為 

(7)  授業、試験等における不正行為 

(8)  その他、公序良俗に反する行為 

２ 前項に掲げる対象行為の詳細及び該当する懲戒の種類は、別表１及び２に定める。 

 

（事情聴取） 

第５条 懲戒の対象となる行為又はその疑いが生じたときは、当該学部長又は研究科長は、

学長の指示に基づき、遅滞なく保護者又は保証人に当該学生等が懲戒の対象となる可能

性がある旨を通知するとともに、次の各号に定める会議において当該学生等に対する事

情聴取を行い、事実関係を確認しなければならない。 

(1)  医学部 医学学生生活支援センター会議 

(2)  薬学部 薬学学生委員会 

(3)  看護学部 看護学学生生活支援センター会議 

(4)  医学研究科 医学研究科大学院委員会 
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（公 示） 

第１７条 学長は、懲戒を行った場合には直ちに公示しなければならない。 

２ 公示事項は、所属学部又は研究科、学科（専攻）、学年（課程・回生）、懲戒の種類、

懲戒理由とする。 

３ 公示期間は、発効日から１か月とする。ただし、学長が必要と認める場合には期間を

変更することがある。 

４ 当該教授会の議を経て、学長が特段の事情があると認める場合に限り、公示の一部又

は全部を公開しないことができる。 

 

（不服申立て） 

第１８条 懲戒を課せられた当該学生等は、懲戒の発効日から３０日以内にその懲戒に対

する不服申立てを行うことができる。ただし、本項に定める期間内に不服申立てをする

ことができない正当な理由が認められる場合は、その理由が消滅した日から起算して３

０日以内に不服申立てを行うことができる。 

２ 不服申立てをしようとする当該学生等は、保証人連署のうえ、不服申立書を本部キャ

ンパスの場合は学務部、阿武山キャンパスの場合は薬学学務部に提出しなければならな

い。 

 

（不服申立審査） 

第１９条 学長は、前条の不服申立てに基づき、当該学部長又は研究科長に対し、当該学

生の所属に応じて、第５条第１項第１号から第６号に規定する会議の開催を指示し、審

査をさせなければならない。 

２ 第５条第１項第１号から第６号に規定する会議は、学生等から提出された不服申立書

に基づき審査を行う。 

３ 第５条第１項第１号から第６号に規定する会議が必要と認める場合は、弁護士等専門

家の出席を求めることができる。 

４ 不服申立てをした当該学生等は、書面で意見を述べ、資料を提供することができる。 

５ 第５条第１項第１号から第６号に規定する会議で懲戒の内容が相当であると判断した

場合は、不服申立て却下を求める旨の意見を学長に行う。 

６ 第５条第１項第１号から第６号に規定する会議は、懲戒の内容が相当でないと判断し

た場合は、懲戒の変更を求める旨の意見を学長に行う。 

７ 学長は、第５項及び前項の意見を踏まえ、当該教授会の議を経て、不服申立てをした

学生等に審査の結果を通知する。 

 

（再審議） 

第２０条 前条第６項の意見を受けた場合、学長は、直ちに懲戒委員会に再審議を指示し

なければならない。 

２ 前項に基づき、懲戒委員会は、第５条から第８条までの規定を準用し、再審議を行う。 

３ 再審議を行う際には、第８条第２項第６号委員として新たに委員を追加するなど、公

正性を担保しなければならない。 

3 

（懲戒種類） 

第９条 学則第３４条に定める懲戒は、次のとおりとする。 

(1)  戒告は、学長が、学生等の行った行為の責任を確認してその将来について口頭及

び書面をもって戒めるものとする。 

(2)  停学は、学長が、一定期間、学生等の教育課程の履修及び課外活動等を停止する

ものとする。停学期間は在学年限には含むが、修業年限には含まれない。 

(3)  退学は、学長が、学生等としての身分を剥奪するものとし、再入学は認めない。 

 

（懲戒期間） 

第１０条 懲戒の対象期間は、本学の学籍を有する期間とする。 

 

（厳重注意） 

第１１条 懲戒に相当しない場合でも、学長は、当該教授会の意見を踏まえて当該学生等

に訓告あるいは厳重注意を行うことができる。 

２ 訓告あるいは厳重注意を受けた当該学生等は、直ちに反省文を学長に提出しなければ

ならない。 

 

（停学期間） 

第１２条 停学の期間は、有期又は無期とする。 

 

（無期停学の解除） 

第１３条 無期停学は、懲戒の発効日から６か月を経過した後でなければ解除できない。 

２ 学長は、無期停学の解除が適当であると認めたときは、６か月を経過する直前又は直

近の教授会において、その解除を発議することができる。 

３ 無期停学の解除は、当該教授会の議を踏まえ、学長が行う。 

４ 無期停学解除の学生等への通告、保護者及び保証人への通知は、文書をもって行う。 

 

（停学期間中の指導） 

第１４条 当該学部長又は研究科長は、停学期間中、当該学生等に教育的指導を行わなけ

ればならない。 

２ 当該学部長又は研究科長は、停学期間中に教育的指導が必要と判断した場合、当該学

生等に対して施設の利用及び特定の授業への参加を認めることができる。 

 

（懲戒の発効） 

第１５条 懲戒は、懲戒委員会からの報告及び当該教授会の議を踏まえ、学長が行う。 

２ 懲戒は、当該学生等に対して懲戒内容を文書で発信した日から発効する。 

 

（通告等） 

第１６条 学長は、当該学生等に対して懲戒の内容を文書により通告する。 

２ 学長は、当該学生等の保護者又は保証人に対して懲戒の内容を文書により通知する。 
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（公 示） 

第１７条 学長は、懲戒を行った場合には直ちに公示しなければならない。 

２ 公示事項は、所属学部又は研究科、学科（専攻）、学年（課程・回生）、懲戒の種類、

懲戒理由とする。 

３ 公示期間は、発効日から１か月とする。ただし、学長が必要と認める場合には期間を

変更することがある。 

４ 当該教授会の議を経て、学長が特段の事情があると認める場合に限り、公示の一部又

は全部を公開しないことができる。 

 

（不服申立て） 

第１８条 懲戒を課せられた当該学生等は、懲戒の発効日から３０日以内にその懲戒に対

する不服申立てを行うことができる。ただし、本項に定める期間内に不服申立てをする

ことができない正当な理由が認められる場合は、その理由が消滅した日から起算して３

０日以内に不服申立てを行うことができる。 

２ 不服申立てをしようとする当該学生等は、保証人連署のうえ、不服申立書を本部キャ

ンパスの場合は学務部、阿武山キャンパスの場合は薬学学務部に提出しなければならな

い。 

 

（不服申立審査） 

第１９条 学長は、前条の不服申立てに基づき、当該学部長又は研究科長に対し、当該学

生の所属に応じて、第５条第１項第１号から第６号に規定する会議の開催を指示し、審

査をさせなければならない。 

２ 第５条第１項第１号から第６号に規定する会議は、学生等から提出された不服申立書

に基づき審査を行う。 

３ 第５条第１項第１号から第６号に規定する会議が必要と認める場合は、弁護士等専門

家の出席を求めることができる。 

４ 不服申立てをした当該学生等は、書面で意見を述べ、資料を提供することができる。 

５ 第５条第１項第１号から第６号に規定する会議で懲戒の内容が相当であると判断した

場合は、不服申立て却下を求める旨の意見を学長に行う。 

６ 第５条第１項第１号から第６号に規定する会議は、懲戒の内容が相当でないと判断し

た場合は、懲戒の変更を求める旨の意見を学長に行う。 

７ 学長は、第５項及び前項の意見を踏まえ、当該教授会の議を経て、不服申立てをした

学生等に審査の結果を通知する。 

 

（再審議） 

第２０条 前条第６項の意見を受けた場合、学長は、直ちに懲戒委員会に再審議を指示し

なければならない。 

２ 前項に基づき、懲戒委員会は、第５条から第８条までの規定を準用し、再審議を行う。 

３ 再審議を行う際には、第８条第２項第６号委員として新たに委員を追加するなど、公

正性を担保しなければならない。 

3 

（懲戒種類） 

第９条 学則第３４条に定める懲戒は、次のとおりとする。 

(1)  戒告は、学長が、学生等の行った行為の責任を確認してその将来について口頭及

び書面をもって戒めるものとする。 

(2)  停学は、学長が、一定期間、学生等の教育課程の履修及び課外活動等を停止する

ものとする。停学期間は在学年限には含むが、修業年限には含まれない。 

(3)  退学は、学長が、学生等としての身分を剥奪するものとし、再入学は認めない。 

 

（懲戒期間） 

第１０条 懲戒の対象期間は、本学の学籍を有する期間とする。 

 

（厳重注意） 

第１１条 懲戒に相当しない場合でも、学長は、当該教授会の意見を踏まえて当該学生等

に訓告あるいは厳重注意を行うことができる。 

２ 訓告あるいは厳重注意を受けた当該学生等は、直ちに反省文を学長に提出しなければ

ならない。 

 

（停学期間） 

第１２条 停学の期間は、有期又は無期とする。 

 

（無期停学の解除） 

第１３条 無期停学は、懲戒の発効日から６か月を経過した後でなければ解除できない。 

２ 学長は、無期停学の解除が適当であると認めたときは、６か月を経過する直前又は直

近の教授会において、その解除を発議することができる。 

３ 無期停学の解除は、当該教授会の議を踏まえ、学長が行う。 

４ 無期停学解除の学生等への通告、保護者及び保証人への通知は、文書をもって行う。 

 

（停学期間中の指導） 

第１４条 当該学部長又は研究科長は、停学期間中、当該学生等に教育的指導を行わなけ

ればならない。 

２ 当該学部長又は研究科長は、停学期間中に教育的指導が必要と判断した場合、当該学

生等に対して施設の利用及び特定の授業への参加を認めることができる。 

 

（懲戒の発効） 

第１５条 懲戒は、懲戒委員会からの報告及び当該教授会の議を踏まえ、学長が行う。 

２ 懲戒は、当該学生等に対して懲戒内容を文書で発信した日から発効する。 

 

（通告等） 

第１６条 学長は、当該学生等に対して懲戒の内容を文書により通告する。 

２ 学長は、当該学生等の保護者又は保証人に対して懲戒の内容を文書により通知する。 
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別表１ 

懲戒対象行為及び懲戒の種類 

区分 事 項 種 類 

Ⅰ 

犯
罪
行
為 

①殺人、強盗、強姦、放火等の凶悪な犯罪行為又は犯罪
未遂行為 

退学 

②薬物犯罪行為（麻薬・大麻等の薬物使用・不法所
持・売買・仲介等） 

退学 
又は停学（無期又は有
期） 

③傷害、窃盗、万引き、詐欺、恐喝、賭博、住居侵
入、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行
為 

④痴漢行為（覗き見、わいせつ、盗撮行為その他の迷惑
行為を含む。） 

⑤「ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12
年法律第81号）」に定める犯罪行為 

⑥「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童
の保護等に関する法律（平成11年法律第52号）」に
定める犯罪行為 

⑦コンピューター又はネットワークを用いた犯罪行為 

Ⅱ 

交
通
事
故
・
違
反 

①死亡又は高度な後遺症を伴う交通事故を起こした場
合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運
転等の悪質な場合 

退学 
又は停学（無期） 

②死亡又は高度な後遺症を伴う人身事故を起こした場
合で、その原因行為が過失の場合 

③人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因
行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場
合 

④無免許運転、飲酒運転（ほう助含む。）暴走運転等の
悪質な交通法規違反行為 

停学（無期又は有期） 

⑤後遺症等を伴う人身事故を起こした場合で、その原因
行為が過失の場合 

停学（無期又は有期） 
又は戒告 

 

 

5 

 

（懲戒対象者の退学申し出の取り扱い） 

第２１条  学長は、懲戒決定前に当該学生等から退学の申し出があった場合には、決定す

るまでこの申し出を受理しない。 

 

（懲戒に関する記録） 

第２２条 学長は、懲戒の事実を学籍簿に記録しなければならない。 

 

（所 管） 

第２３条 懲戒に関する事務は、学務部又は薬学学務部が行う。 

 

（雑 則） 

第２４条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

（改 廃） 

第２５条 この規程の改廃は、学部間協議会の議を経て、学長が行う。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２９年１１月８日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成３０年７月３１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表１ 

懲戒対象行為及び懲戒の種類 

区分 事 項 種 類 

Ⅰ 

犯
罪
行
為 

①殺人、強盗、強姦、放火等の凶悪な犯罪行為又は犯罪
未遂行為 

退学 

②薬物犯罪行為（麻薬・大麻等の薬物使用・不法所
持・売買・仲介等） 

退学 
又は停学（無期又は有
期） 

③傷害、窃盗、万引き、詐欺、恐喝、賭博、住居侵
入、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行
為 

④痴漢行為（覗き見、わいせつ、盗撮行為その他の迷惑
行為を含む。） 

⑤「ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12
年法律第81号）」に定める犯罪行為 

⑥「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童
の保護等に関する法律（平成11年法律第52号）」に
定める犯罪行為 

⑦コンピューター又はネットワークを用いた犯罪行為 

Ⅱ 

交
通
事
故
・
違
反 

①死亡又は高度な後遺症を伴う交通事故を起こした場
合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運
転等の悪質な場合 

退学 
又は停学（無期） 

②死亡又は高度な後遺症を伴う人身事故を起こした場
合で、その原因行為が過失の場合 

③人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因
行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場
合 

④無免許運転、飲酒運転（ほう助含む。）暴走運転等の
悪質な交通法規違反行為 

停学（無期又は有期） 

⑤後遺症等を伴う人身事故を起こした場合で、その原因
行為が過失の場合 

停学（無期又は有期） 
又は戒告 

 

 

5 

 

（懲戒対象者の退学申し出の取り扱い） 

第２１条  学長は、懲戒決定前に当該学生等から退学の申し出があった場合には、決定す

るまでこの申し出を受理しない。 

 

（懲戒に関する記録） 

第２２条 学長は、懲戒の事実を学籍簿に記録しなければならない。 

 

（所 管） 

第２３条 懲戒に関する事務は、学務部又は薬学学務部が行う。 

 

（雑 則） 

第２４条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

（改 廃） 

第２５条 この規程の改廃は、学部間協議会の議を経て、学長が行う。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２９年１１月８日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成３０年７月３１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表２ 

本学が実施する授業、試験等における不正行為 
 

事 例 
当該科目 

単位認定 

単位認定に係る 
試験時の行為 

身代わり受験をすること及び身代
わり受験を依頼すること 

認定しない 

※薬学部については、

別に定める規程に基

づき、受験科目の無

効及び処分を行う 

試験監督者の注意又は指示に
従わない場合で特に悪質と認め
られるもの 

答案を交換すること 

他の受験者の答案を見ること
又は他の受験者に答案を見せる
こと 

使用が認められていない又は
指定されていないノート又は参
考書等を使用すること 

その他不正な行為と認められるこ
と 

単位認定に係る 
レポートの行為 

他人の著作物を盗用すること 

実験や調査結果のデータを捏
造又は偽造すること 

他人が書いたレポート並びに
著作物を自分のものとして提出
すること 

他の学生等に成り代わり授業に出席又は代返等の行為を行っ
た者並びに同行為を依頼した者 

認定しないことができ
る 

授業の実施に係るその他不正な行為と認められること 

 
 

7 

区分 事 項 種 類 

Ⅲ 

学
内
秩
序
を
乱
す
行
為 

①「学校法人大阪医科薬科大学ハラスメント等の防止
等に関する規程」に抵触する行為 

退学、 
停学（無期又は有期） 
又は戒告 

②「学校法人大阪医科薬科大学個人情報保護規則」に
抵触する行為 

③「大阪医科薬科大学病院個人情報保護規程」に抵触
する行為 

④「学校法人大阪医科薬科大学ソーシャルメディア利用
規程」に抵触する行為 

⑤本学が実施する授業、試験等における不正行為（別
表２） 

退学 
又は停学(無期又は有
期) 

⑥飲酒を強要し、アルコール飲料の一気飲み等が原因
となり死に至らしめた行為 

退学 
又は停学(無期) 

⑦飲酒を強要し、アルコール飲料の一気飲み等が原因
となり急性アルコール中毒等の被害を与えた行為 

退学、 
停学（無期又は有期） 
又は戒告 

⑧未成年者と知りながら飲酒を強要した行為 
停学（無期又は有期） 
又は戒告 

⑨本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げた行為 
退学、 
停学（無期又は有期） 
又は戒告 ⑩本学構成員に対する暴力行為、威嚇行為、拘禁行為

及び拘束行為等 

⑪本学が管理する建造物への不法侵入又は不正使用若
しくは占拠した行為 

停学（無期又は有期） 
又は戒告 

⑫本学が管理する建造物又は器物等の損壊行為、汚損
行為及び不法改築行為等 

⑬研究活動上の不正行為（データ捏造・改ざんに関わ
る行為、論文盗用及び著作権の侵害等） 

退学、 
停学（無期又は有期） 
又は戒告 

⑭反社会的団体の活動を行っており、その活動が他の
学生等に影響を及ぼし本学の秩序を乱すものと認め
られた行為 

⑮違法薬物（麻薬、大麻、危険ドラッグ等）と類似の
効果を持つ薬物を、正当な理由（治療目的等）な
く、使用、所持、譲渡、仲介若しくは入手しようと
する行為 

⑯その他、本学の秩序を乱して学生の本分に反した行
為又は公序良俗に反する行為 
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別表２ 

本学が実施する授業、試験等における不正行為 
 

事 例 
当該科目 

単位認定 

単位認定に係る 
試験時の行為 

身代わり受験をすること及び身代
わり受験を依頼すること 

認定しない 

※薬学部については、

別に定める規程に基

づき、受験科目の無

効及び処分を行う 

試験監督者の注意又は指示に
従わない場合で特に悪質と認め
られるもの 

答案を交換すること 

他の受験者の答案を見ること
又は他の受験者に答案を見せる
こと 

使用が認められていない又は
指定されていないノート又は参
考書等を使用すること 

その他不正な行為と認められるこ
と 

単位認定に係る 
レポートの行為 

他人の著作物を盗用すること 

実験や調査結果のデータを捏
造又は偽造すること 

他人が書いたレポート並びに
著作物を自分のものとして提出
すること 

他の学生等に成り代わり授業に出席又は代返等の行為を行っ
た者並びに同行為を依頼した者 

認定しないことができ
る 

授業の実施に係るその他不正な行為と認められること 

 
 

7 

区分 事 項 種 類 

Ⅲ 

学
内
秩
序
を
乱
す
行
為 

①「学校法人大阪医科薬科大学ハラスメント等の防止
等に関する規程」に抵触する行為 

退学、 
停学（無期又は有期） 
又は戒告 

②「学校法人大阪医科薬科大学個人情報保護規則」に
抵触する行為 

③「大阪医科薬科大学病院個人情報保護規程」に抵触
する行為 

④「学校法人大阪医科薬科大学ソーシャルメディア利用
規程」に抵触する行為 

⑤本学が実施する授業、試験等における不正行為（別
表２） 

退学 
又は停学(無期又は有
期) 

⑥飲酒を強要し、アルコール飲料の一気飲み等が原因
となり死に至らしめた行為 

退学 
又は停学(無期) 

⑦飲酒を強要し、アルコール飲料の一気飲み等が原因
となり急性アルコール中毒等の被害を与えた行為 

退学、 
停学（無期又は有期） 
又は戒告 

⑧未成年者と知りながら飲酒を強要した行為 
停学（無期又は有期） 
又は戒告 

⑨本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げた行為 
退学、 
停学（無期又は有期） 
又は戒告 ⑩本学構成員に対する暴力行為、威嚇行為、拘禁行為

及び拘束行為等 

⑪本学が管理する建造物への不法侵入又は不正使用若
しくは占拠した行為 

停学（無期又は有期） 
又は戒告 

⑫本学が管理する建造物又は器物等の損壊行為、汚損
行為及び不法改築行為等 

⑬研究活動上の不正行為（データ捏造・改ざんに関わ
る行為、論文盗用及び著作権の侵害等） 

退学、 
停学（無期又は有期） 
又は戒告 

⑭反社会的団体の活動を行っており、その活動が他の
学生等に影響を及ぼし本学の秩序を乱すものと認め
られた行為 

⑮違法薬物（麻薬、大麻、危険ドラッグ等）と類似の
効果を持つ薬物を、正当な理由（治療目的等）な
く、使用、所持、譲渡、仲介若しくは入手しようと
する行為 

⑯その他、本学の秩序を乱して学生の本分に反した行
為又は公序良俗に反する行為 
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原則としてアドバイザー教員が事実確認に同席する。 

３ 単位認定に係るレポートの不正行為、その他授業の実施に係る不正行為が行われたと科目

担当者が判断した場合、科目担当者は薬学学務部教務課及び薬学教務委員長に報告する。 

４ 前項の報告を受け、薬学教務委員長は科目担当者とともに当該学生に事実確認を行う。ま

た、原則としてアドバイザー教員が事実確認に同席する。 

 

（処分の検討の手続き） 

第４条 薬学教務委員長は薬学部長に事実確認の結果を報告する。 

 当該学生が不正行為の事実を認めた場合、薬学部長は臨時教授会を開催し、不正行為発生の

事実について学内教員に報告したうえで、当該学生の処分について意見を求める。 

２ 薬学部長は不正行為発生の事実と教授会の意見を学長に遅滞なく報告する。 

 

（不正行為が行われた際の単位と試験の受験資格の取扱い） 

第５条 当該学生が不正行為の事実を認めた場合、定期試験、追試験、再試験、又は特別再試

験のうち、不正を行った試験期間の受験科目はすべて無効とし、不正行為を行って以後の当

該学期の定期試験、追試験、再試験、又は特別再試験の受験を禁止する。 

２ 単位認定に係るレポートの不正行為を行った者、及び授業の実施に係る不正行為を行った

者に対しては、当該年度は当該科目の単位を認定しない。 

 

（自宅待機） 

第６条 不正行為を認めた学生に対しては、薬学部長は学長の指示に基づき、必要な期間自宅

待機を命じることができる。 

 

（懲戒について） 

第７条 第４条第２項に規定する臨時教授会での審議の結果、停学、退学等の懲戒が必要との

意見となる場合は、薬学部長はその旨学長に報告し、学長の指示に基づき改めて懲戒規程第

５条に規定する事情聴取その他の手続きを行うものとする。 

 

（改 廃） 

第８条 この規程の改廃は、薬学部教授会の議を経て、薬学部長が行う。 

 

附 則 

この規程は、令和４年７月８日から施行する。 

1 

薬学部が実施する授業、試験等における不正行為に関する取扱規程 

 

（令和４年７月８日施行） 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、大阪医科薬科大学（以下、「本学」という。）学則、本学薬学部規程、本

学学生等懲戒規程（以下、「懲戒規程」という。）に基づき、薬学部が実施する授業、試験等

における不正行為に関する取扱いについて必要な事項を定める。 

 

（対象行為） 

第２条 単位認定に係る試験時の次の行為は、不正行為とし、厳禁する。なお試験時とは、「試

験監督者が問題の配布を指示した時点から、答案用紙を回収後、試験終了を宣告した時点ま

で」とする。 

(1)  身代わり受験をすること及び身代わり受験を依頼すること。 

(2)  試験監督者の注意又は指示に従わない場合で特に悪質と認められるもの。 

(3)  答案を交換すること。 

(4)  他の受験者の答案を見ること又は他の受験者に答案を見せること。 

(5)  使用が認められていない又は指定されていないノート又は参考書等を使用すること。 

(6)  その他不正な行為と認められること（以下、例示）。 

・あらかじめ試験科目に関係のある事項を記入した紙片やそれに類するものを身につけ

たり、見たりする行為。 

・机、用具などにあらかじめ試験科目に関係のある事項を記入する行為。 

・試験科目に関係のある事項に関する情報を伝える、又は伝えさせる行為。ただし、情

報を伝える方法は問わない。 

・携帯電話等、持ち込みを許可されていない電子機器を身につけたり、使用する行為。 

２ 単位認定に係るレポートにおける次の行為は、不正行為とし、厳禁する。 

(1)  他人の著作物を盗用すること。 

(2)  実験や調査結果のデータを捏造又は偽造すること。 

(3)  他人が書いたレポート並びに著作物を自分のものとして提出すること。 

３ 授業の実施に係る次の行為は、不正行為とし、厳禁する。 

(1)  他の学生等に成り代わり授業に出席又は代返等の行為を行うこと、並びに同行為を依頼

すること。 

(2)  その他不正な行為と認められること。 

 

（事実確認） 

第３条 試験場において単位認定に係る試験時の不正行為が行われたと試験監督者が判断し

た場合、試験場では、試験監督者は当該学生に退場を命じ、薬学学務部教務課及び薬学教務

委員長に報告する。 

２ 前項の報告を受け、薬学教務委員長は試験監督者とともに当該学生に事実確認を行う。な

お監督者と科目担当者が異なる場合、必要に応じ科目担当者も事実確認に同席する。また、
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原則としてアドバイザー教員が事実確認に同席する。 

３ 単位認定に係るレポートの不正行為、その他授業の実施に係る不正行為が行われたと科目

担当者が判断した場合、科目担当者は薬学学務部教務課及び薬学教務委員長に報告する。 

４ 前項の報告を受け、薬学教務委員長は科目担当者とともに当該学生に事実確認を行う。ま

た、原則としてアドバイザー教員が事実確認に同席する。 

 

（処分の検討の手続き） 

第４条 薬学教務委員長は薬学部長に事実確認の結果を報告する。 

 当該学生が不正行為の事実を認めた場合、薬学部長は臨時教授会を開催し、不正行為発生の

事実について学内教員に報告したうえで、当該学生の処分について意見を求める。 

２ 薬学部長は不正行為発生の事実と教授会の意見を学長に遅滞なく報告する。 

 

（不正行為が行われた際の単位と試験の受験資格の取扱い） 

第５条 当該学生が不正行為の事実を認めた場合、定期試験、追試験、再試験、又は特別再試

験のうち、不正を行った試験期間の受験科目はすべて無効とし、不正行為を行って以後の当

該学期の定期試験、追試験、再試験、又は特別再試験の受験を禁止する。 

２ 単位認定に係るレポートの不正行為を行った者、及び授業の実施に係る不正行為を行った

者に対しては、当該年度は当該科目の単位を認定しない。 

 

（自宅待機） 

第６条 不正行為を認めた学生に対しては、薬学部長は学長の指示に基づき、必要な期間自宅

待機を命じることができる。 

 

（懲戒について） 

第７条 第４条第２項に規定する臨時教授会での審議の結果、停学、退学等の懲戒が必要との

意見となる場合は、薬学部長はその旨学長に報告し、学長の指示に基づき改めて懲戒規程第

５条に規定する事情聴取その他の手続きを行うものとする。 

 

（改 廃） 

第８条 この規程の改廃は、薬学部教授会の議を経て、薬学部長が行う。 

 

附 則 

この規程は、令和４年７月８日から施行する。 

1 

薬学部が実施する授業、試験等における不正行為に関する取扱規程 

 

（令和４年７月８日施行） 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、大阪医科薬科大学（以下、「本学」という。）学則、本学薬学部規程、本

学学生等懲戒規程（以下、「懲戒規程」という。）に基づき、薬学部が実施する授業、試験等

における不正行為に関する取扱いについて必要な事項を定める。 

 

（対象行為） 

第２条 単位認定に係る試験時の次の行為は、不正行為とし、厳禁する。なお試験時とは、「試

験監督者が問題の配布を指示した時点から、答案用紙を回収後、試験終了を宣告した時点ま

で」とする。 

(1)  身代わり受験をすること及び身代わり受験を依頼すること。 

(2)  試験監督者の注意又は指示に従わない場合で特に悪質と認められるもの。 

(3)  答案を交換すること。 

(4)  他の受験者の答案を見ること又は他の受験者に答案を見せること。 

(5)  使用が認められていない又は指定されていないノート又は参考書等を使用すること。 

(6)  その他不正な行為と認められること（以下、例示）。 

・あらかじめ試験科目に関係のある事項を記入した紙片やそれに類するものを身につけ

たり、見たりする行為。 

・机、用具などにあらかじめ試験科目に関係のある事項を記入する行為。 

・試験科目に関係のある事項に関する情報を伝える、又は伝えさせる行為。ただし、情

報を伝える方法は問わない。 

・携帯電話等、持ち込みを許可されていない電子機器を身につけたり、使用する行為。 

２ 単位認定に係るレポートにおける次の行為は、不正行為とし、厳禁する。 

(1)  他人の著作物を盗用すること。 

(2)  実験や調査結果のデータを捏造又は偽造すること。 

(3)  他人が書いたレポート並びに著作物を自分のものとして提出すること。 

３ 授業の実施に係る次の行為は、不正行為とし、厳禁する。 

(1)  他の学生等に成り代わり授業に出席又は代返等の行為を行うこと、並びに同行為を依頼

すること。 

(2)  その他不正な行為と認められること。 

 

（事実確認） 

第３条 試験場において単位認定に係る試験時の不正行為が行われたと試験監督者が判断し

た場合、試験場では、試験監督者は当該学生に退場を命じ、薬学学務部教務課及び薬学教務

委員長に報告する。 

２ 前項の報告を受け、薬学教務委員長は試験監督者とともに当該学生に事実確認を行う。な

お監督者と科目担当者が異なる場合、必要に応じ科目担当者も事実確認に同席する。また、
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試験終了を宣告した時点まで」とする。 

(2) 不正行為を行った者に対しては、「薬学部が実施する授業、試験等における不正行

為に関する取扱規程」に基づき処分する。 

 

３．その他 

 (1) 受験に際しては、「薬学部規程」「薬学部規程細則」「薬科学科規程」「懲戒規程」「薬

学部が実施する授業、試験等における不正行為に関する取扱規程」を熟読すること。 

(2) 忌引き、就職試験、大学院入学試験、病気、又はその他やむを得ない事情により定

期試験を受けることができない場合は教務課へ届け出ること。 

(3) 必要事項は、その都度掲示により指示する。 

                                       

附  則 

この規程は、平成 10年 12月 21 日から施行する。 

～中 略～ 

附 則 
この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、令和４年７月８日から施行する。 

 

  

1 

薬学部 学内試験に関する注意事項 

 

（平成１０年１２月２１日施行） 

 

大阪医科薬科大学薬学部における学内試験の際、監督者の指示に従い、以下の注意事項

を厳守すること。 

 

１．受験方法について 

(1) 指定された座席に、試験開始５分前までに着席すること。 

(2) 試験開始後２０分を経過すれば、試験場へ入場できない。 

また、試験開始後２５分以内及び試験終了５分前以降は退場できない。 

(3) 試験場では必ず学生証を提示しなければならない（学生証を忘れた場合は学生課で

仮学生証を受け取ること）。 

試験中は、学生証をケースから取り出し写真部分を示して机上の見やすい位置に置

くこと(学生証を入れていたケースはしまう)。学生証を所持せず、本人の確認が不

可能な場合は、直ちに退場を命ずる。 

(4) 学生証のほか、机上に置くことのできるものは、鉛筆、ペン類、消しゴム、時計（計

時機能だけのもの）、眼鏡、その他持ち込みを許可されたものに限定する。筆箱・

ペンケースはしまうこと。 

(5) 試験に持ち込みを許可されたものは、本人の氏名を明記したものに限定し、他人に

貸与してはならない。 

なお、持ち込みを許可された電子機器類は１台のみ机上に置いて使用することがで

きる。 

(6) 「試験に持ち込みを許可されたもの」とは試験中に机の上に置くことができるもの

で、それ以外のものは鞄などに全てしまい、座席の下に置くこと。許可のないもの

をポケットの中や、机の中に置くことも不正行為とみなす。 

(7) 携帯電話等電子機器は予備のものも含め、試験開始前に電源を切り、必ず鞄の中に

入れて座席の下に置くこと。 

(8) 試験用紙は原則として再交付しない。 

(9) 答案は試験場外に持ち出してはならない。答案の提出については、監督者の指示に

従うこと。 

(10) 一度退場した者は、再入場できない。 

(11) 再試験又は特別再試験を受ける場合には、証紙（受験料）を答案用紙の所定の位

置に貼付すること。 

 

２．不正行為について 

(1) 「薬学部が実施する授業、試験等における不正行為に関する取扱規程」第２条第１

項に規定する、試験時における身代わり受験、答案の交換・閲覧、不正な資料の持

込み、その他試験監督者の指示に従わない悪質な行為は不正行為であり、厳禁する。 

試験時とは、「試験監督者が問題の配布を指示した時点から、答案用紙を回収後、
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試験終了を宣告した時点まで」とする。 

(2) 不正行為を行った者に対しては、「薬学部が実施する授業、試験等における不正行

為に関する取扱規程」に基づき処分する。 

 

３．その他 

 (1) 受験に際しては、「薬学部規程」「薬学部規程細則」「薬科学科規程」「懲戒規程」「薬

学部が実施する授業、試験等における不正行為に関する取扱規程」を熟読すること。 

(2) 忌引き、就職試験、大学院入学試験、病気、又はその他やむを得ない事情により定

期試験を受けることができない場合は教務課へ届け出ること。 

(3) 必要事項は、その都度掲示により指示する。 

                                       

附  則 

この規程は、平成 10年 12月 21 日から施行する。 

～中 略～ 

附 則 
この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、令和４年７月８日から施行する。 

 

  

1 

薬学部 学内試験に関する注意事項 

 

（平成１０年１２月２１日施行） 

 

大阪医科薬科大学薬学部における学内試験の際、監督者の指示に従い、以下の注意事項

を厳守すること。 

 

１．受験方法について 

(1) 指定された座席に、試験開始５分前までに着席すること。 

(2) 試験開始後２０分を経過すれば、試験場へ入場できない。 

また、試験開始後２５分以内及び試験終了５分前以降は退場できない。 

(3) 試験場では必ず学生証を提示しなければならない（学生証を忘れた場合は学生課で

仮学生証を受け取ること）。 

試験中は、学生証をケースから取り出し写真部分を示して机上の見やすい位置に置

くこと(学生証を入れていたケースはしまう)。学生証を所持せず、本人の確認が不

可能な場合は、直ちに退場を命ずる。 

(4) 学生証のほか、机上に置くことのできるものは、鉛筆、ペン類、消しゴム、時計（計

時機能だけのもの）、眼鏡、その他持ち込みを許可されたものに限定する。筆箱・

ペンケースはしまうこと。 

(5) 試験に持ち込みを許可されたものは、本人の氏名を明記したものに限定し、他人に

貸与してはならない。 

なお、持ち込みを許可された電子機器類は１台のみ机上に置いて使用することがで

きる。 

(6) 「試験に持ち込みを許可されたもの」とは試験中に机の上に置くことができるもの

で、それ以外のものは鞄などに全てしまい、座席の下に置くこと。許可のないもの

をポケットの中や、机の中に置くことも不正行為とみなす。 

(7) 携帯電話等電子機器は予備のものも含め、試験開始前に電源を切り、必ず鞄の中に

入れて座席の下に置くこと。 

(8) 試験用紙は原則として再交付しない。 

(9) 答案は試験場外に持ち出してはならない。答案の提出については、監督者の指示に

従うこと。 

(10) 一度退場した者は、再入場できない。 

(11) 再試験又は特別再試験を受ける場合には、証紙（受験料）を答案用紙の所定の位

置に貼付すること。 

 

２．不正行為について 

(1) 「薬学部が実施する授業、試験等における不正行為に関する取扱規程」第２条第１

項に規定する、試験時における身代わり受験、答案の交換・閲覧、不正な資料の持

込み、その他試験監督者の指示に従わない悪質な行為は不正行為であり、厳禁する。 

試験時とは、「試験監督者が問題の配布を指示した時点から、答案用紙を回収後、
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薬学部 成績評価に関する確認について 

 
（平成３１年３月１１日施行） 

 
 
大阪医科薬科大学薬学部における成績評価に関する確認について、以下のとおり、取扱い

を定める。 

 

１．学生は、成績に関して疑義がある場合は、以下に該当する場合に限り確認の申請を行う

ことができる。 

(1) 試験問題やその解答例に誤りがあると思われる場合 

(2) 成績の誤記入など、明らかに授業担当教員の誤りであると思われる場合 

(3) シラバスに記載されている成績評価の基準及び方法に照らして、明らかな誤りがあ

ると思われる場合 

２．次のような内容の申請は受理しない。 

(1) 担当教員に救済措置を求めるもの（この単位があれば進級できる、など） 

(2) 具体的・正当な根拠や理由のない問合せ（根拠なく、評価に納得がいかない、など） 

(3) 他の学生との対比上の不満を訴えるもの（友人は 80 点だが、なぜ自分は 70 点なの

か、など、本人以外の学生の成績に関する問い合わせには応じない） 

３．確認申請の方法は、所定の期間に薬学学務部教務課に「成績評価確認願」を提出するこ

とにより行うこととする。申請期間等その他詳細は、各学期の定期試験開始前までに掲

示等により周知する。 

４．確認申請の結果は薬学学務部教務課より本人に通知する。この回答に対し重大な問題が

ない限りは再度確認の申請をすることはできない。 

 

附 則 

この規程は、平成 31年 3月 11日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和元年 11月 21日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

  

1 

薬学部 実習に関する注意事項 

大阪医科薬科大学薬学部における阿武山キャンパスでの実習の実施の際、以下の注意事項

を遵守すること。 

1）知らせる ― 通報 

2）消火　―　初期消火  

3）逃げる ― 避難 

１．実習衣（白衣）を着用し、規定の名札をつける 

２．実習前に使用機械、器具、試薬などの点検を行い、余分な物はすべて片付ける 

３．実習中は原則として実験台から離れない 

４．備え付けの消火器の場所、使用法を平素より熟知し、引火性物質を用いる際、消化器

などを手元に置く 

５．ガスバーナーの炎を必要以上に大きくせず、使用しない場合必ず消し、特に引火性溶

媒を使用するとき、火気に注意する 

６．有毒ガスの発生の恐れのある場合、原則としてドラフトの中で行う 

７．爆発の恐れのある実習で異常を感じた場合、直ちに付近の者に知らせ、担当者に連絡

する 

８．火災の起きた場合、 

９．細菌類、各種動物を使用する際、その取扱いにあらかじめ注意項目を守り、事故の防

止に努める 

10．使用済みの有機溶媒、重金属などの廃液処分は各実習担当者の指示に従う 

11．負傷などをした場合、ただちに実習担当者に連絡し、その指示を受ける 

12．実習終了後、 

附  則 

この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

1）実験台の器具、薬品などを整理整頓する 

2）電気、ガスなどの熱源を切る 

3）水道栓が閉まっていることなどを確認した後、退室する 
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1 

薬学部 成績評価に関する確認について 

 
（平成３１年３月１１日施行） 

 
 
大阪医科薬科大学薬学部における成績評価に関する確認について、以下のとおり、取扱い

を定める。 

 

１．学生は、成績に関して疑義がある場合は、以下に該当する場合に限り確認の申請を行う

ことができる。 

(1) 試験問題やその解答例に誤りがあると思われる場合 

(2) 成績の誤記入など、明らかに授業担当教員の誤りであると思われる場合 

(3) シラバスに記載されている成績評価の基準及び方法に照らして、明らかな誤りがあ

ると思われる場合 

２．次のような内容の申請は受理しない。 

(1) 担当教員に救済措置を求めるもの（この単位があれば進級できる、など） 

(2) 具体的・正当な根拠や理由のない問合せ（根拠なく、評価に納得がいかない、など） 

(3) 他の学生との対比上の不満を訴えるもの（友人は 80 点だが、なぜ自分は 70 点なの

か、など、本人以外の学生の成績に関する問い合わせには応じない） 

３．確認申請の方法は、所定の期間に薬学学務部教務課に「成績評価確認願」を提出するこ

とにより行うこととする。申請期間等その他詳細は、各学期の定期試験開始前までに掲

示等により周知する。 

４．確認申請の結果は薬学学務部教務課より本人に通知する。この回答に対し重大な問題が

ない限りは再度確認の申請をすることはできない。 

 

附 則 

この規程は、平成 31年 3月 11日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和元年 11月 21日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

  

1 

薬学部 実習に関する注意事項 

大阪医科薬科大学薬学部における阿武山キャンパスでの実習の実施の際、以下の注意事項

を遵守すること。 

1）知らせる ― 通報 

2）消火　―　初期消火  

3）逃げる ― 避難 

１．実習衣（白衣）を着用し、規定の名札をつける 

２．実習前に使用機械、器具、試薬などの点検を行い、余分な物はすべて片付ける 

３．実習中は原則として実験台から離れない 

４．備え付けの消火器の場所、使用法を平素より熟知し、引火性物質を用いる際、消化器

などを手元に置く 

５．ガスバーナーの炎を必要以上に大きくせず、使用しない場合必ず消し、特に引火性溶

媒を使用するとき、火気に注意する 

６．有毒ガスの発生の恐れのある場合、原則としてドラフトの中で行う 

７．爆発の恐れのある実習で異常を感じた場合、直ちに付近の者に知らせ、担当者に連絡

する 

８．火災の起きた場合、 

９．細菌類、各種動物を使用する際、その取扱いにあらかじめ注意項目を守り、事故の防

止に努める 

10．使用済みの有機溶媒、重金属などの廃液処分は各実習担当者の指示に従う 

11．負傷などをした場合、ただちに実習担当者に連絡し、その指示を受ける 

12．実習終了後、 

附  則 

この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

1）実験台の器具、薬品などを整理整頓する 

2）電気、ガスなどの熱源を切る 

3）水道栓が閉まっていることなどを確認した後、退室する 
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大阪医科薬科大学 薬学部及び大学院薬学研究科における 

学費納入に関する取扱規程 

 

（平成２７年４月１日施行） 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、大阪医科薬科大学（以下、「本学」という。）学則、本学大学院学則、

本学薬学部規程及び本学大学院薬学研究科規程に基づき、薬学部及び大学院薬学研究科

における学費の納入に関する取扱いについて必要な事項を定める。 

 

（学費の納入及び期限） 

第２条 学費の納入は、本学学則別表及び本学大学院学則別表に基づく金額を２期に分け

て行うものとし、各期の納入額はその年額を等分した相当額とする。 

２ 学費の納入期限は、次のとおりとする。ただし、最終日が銀行の休業日にあたる場合は、

その直前の営業日を納入期限とする。 

前期  ４月３０日 

後期  １０月３１日 

３ 前項にかかわらず、入学を許可された者の学費の納入については、本学学則第１５条及

び本学大学院学則第２０条に基づき、当該年度前期分を入学手続時に納入しなければな

らない。ただし、本学卒業生又は修了生が大学院に入学する場合の学費の納入については、

これを適用しない。 

４ 大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等減免対象者の学費納入期限

については、別に定める。 

５ 国費外国人留学生の学費納入期限については、別に定める。 

 

（納入方法） 

第３条 学費の納入は、すべて銀行振込にて行うものとする。 

 

（延 納） 

第４条 在学生で、学費を納付期限までに納入することが経済的事情等により困難と認め

られる者については、延納を許可することがある。ただし、前期は９月３０日、後期は３

月３１日を超えることはできない。 

 

（休学者の学費、在籍料） 

第５条 休学期間中（新入学生の前期を除く。）は学費を免除（月割）する。ただし、薬学

部学生については、本学薬学部規程第２１条第４項に定める在籍料を納入しなければな

らない。 

２ 前項において、指定された期間内に在籍料を納入しない者については、本学学則第３０

条第１項第４号の規定を準用し、除籍する。 

 

2 

成績評価確認願 

 

学年    学籍番号     氏名          

科目名        科目担当者           

試験種別（下記のいずれかにマル） 

定期試験  追試験  再試験  特別再試験 

その他（具体的に；           ） 

問い合わせ内容（該当する項目にマルをしたうえで、具体的な内容を記載すること） 

(1) 試験問題やその解答例に誤りがあると思われる場合 

(2) 成績の誤記入など、明らかに授業担当者の誤りであると思われる場合 

(3) シラバスに記載されている成績評価の基準及び方法に照らして、明らかな誤りがあ

ると思われる場合 

次のような内容が含まれる申請は受理しない。 

(1) 担当教員に救済措置を求めるもの（この単位があれば進級できる、など） 

(2) 具体的・正当な根拠や理由のない問い合わせ（根拠なく、評価に納得がいかない

、など） 

(3) 他の学生との対比上の不満を訴えるもの（友人は 80点だが、なぜ自分は 70点な

のか、など、本人以外の学生の成績に関する問い合わせには応じない） 

問い合わせ内容 
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1 

 

大阪医科薬科大学 薬学部及び大学院薬学研究科における 

学費納入に関する取扱規程 

 

（平成２７年４月１日施行） 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、大阪医科薬科大学（以下、「本学」という。）学則、本学大学院学則、

本学薬学部規程及び本学大学院薬学研究科規程に基づき、薬学部及び大学院薬学研究科

における学費の納入に関する取扱いについて必要な事項を定める。 

 

（学費の納入及び期限） 

第２条 学費の納入は、本学学則別表及び本学大学院学則別表に基づく金額を２期に分け

て行うものとし、各期の納入額はその年額を等分した相当額とする。 

２ 学費の納入期限は、次のとおりとする。ただし、最終日が銀行の休業日にあたる場合は、

その直前の営業日を納入期限とする。 

前期  ４月３０日 

後期  １０月３１日 

３ 前項にかかわらず、入学を許可された者の学費の納入については、本学学則第１５条及

び本学大学院学則第２０条に基づき、当該年度前期分を入学手続時に納入しなければな

らない。ただし、本学卒業生又は修了生が大学院に入学する場合の学費の納入については、

これを適用しない。 

４ 大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等減免対象者の学費納入期限

については、別に定める。 

５ 国費外国人留学生の学費納入期限については、別に定める。 

 

（納入方法） 

第３条 学費の納入は、すべて銀行振込にて行うものとする。 

 

（延 納） 

第４条 在学生で、学費を納付期限までに納入することが経済的事情等により困難と認め

られる者については、延納を許可することがある。ただし、前期は９月３０日、後期は３

月３１日を超えることはできない。 

 

（休学者の学費、在籍料） 

第５条 休学期間中（新入学生の前期を除く。）は学費を免除（月割）する。ただし、薬学

部学生については、本学薬学部規程第２１条第４項に定める在籍料を納入しなければな

らない。 

２ 前項において、指定された期間内に在籍料を納入しない者については、本学学則第３０

条第１項第４号の規定を準用し、除籍する。 

 

2 

成績評価確認願 

 

学年    学籍番号     氏名          

科目名        科目担当者           

試験種別（下記のいずれかにマル） 

定期試験  追試験  再試験  特別再試験 

その他（具体的に；           ） 

問い合わせ内容（該当する項目にマルをしたうえで、具体的な内容を記載すること） 

(1) 試験問題やその解答例に誤りがあると思われる場合 

(2) 成績の誤記入など、明らかに授業担当者の誤りであると思われる場合 

(3) シラバスに記載されている成績評価の基準及び方法に照らして、明らかな誤りがあ

ると思われる場合 

次のような内容が含まれる申請は受理しない。 

(1) 担当教員に救済措置を求めるもの（この単位があれば進級できる、など） 

(2) 具体的・正当な根拠や理由のない問い合わせ（根拠なく、評価に納得がいかない

、など） 

(3) 他の学生との対比上の不満を訴えるもの（友人は 80点だが、なぜ自分は 70点な

のか、など、本人以外の学生の成績に関する問い合わせには応じない） 

問い合わせ内容 
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3 

 

（所 管） 

第１１条 この規程に係る事務は、薬学総務部管理課、薬学学務部学生課、薬学学務部教務

課が分担して行う。 

 

（雑 則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、薬学部及び大学院薬学研究科の学費納入に関す

る事項並びに入学検定料等は、必要に応じて別に定める。 

 

（改 廃） 

第１３条 この規程の改廃は、薬学部教授会及び薬学研究科教授会並びに法人運営会議の

議を経て、理事長が行う。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日より施行する。（平成２６年１２月１６日 理事会承認） 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日より施行する。（平成２７年２月１７日 理事会承認） 

 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。（平成２８年３月１５日 理事会承認） 

 

附 則 

この規程は、平成３０年１月３０日から施行する。（平成３０年１月３０日 理事会承認） 

 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。（令和２年３月１９日 理事長承認） 

 

附 則 

１ この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規程において、令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部並びに大学院薬学

研究科に転入学した学生の入学年度については、大阪薬科大学に入学した年度を入学

年度として取り扱う。 

 

附 則 

 この改正は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

 この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

 

2 

 

（留年者の学費） 

第６条 留年した年度及びその前年度を休学していない薬学部留年者のうち、次の各号の

一に該当する者については、授業料の半額（最終学年の場合は学費の半額）を免除する。 

(1)  １年次に課せられた必修科目及び選択必修科目の未修得科目が５科目以下で留年

した１年次生 

(2)  ２年次までに課せられた必修科目及び選択必修科目の未修得科目が５科目以下で

留年した２年次生 

(3)  ３年次までに課せられた必修科目及び選択必修科目の未修得科目が５科目以下で

留年した３年次生 

(4)  ４年次までに課せられた必修科目及び選択必修科目の未修得科目が５科目以下で

留年した４年次生 

(5)  ６年次生 

 

（既納の学費の返還） 

第７条 既納の学費は、これを返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、これ

を返還する。 

(1)  入学許可を得た者が、定められた期限までに入学辞退を申し出た場合 

(2)  学費を納入した者が、学期の始め又は途中で休学を認められた場合 

(3)  学費の過払い等があり、返還することが認められた場合 

 

（学費の減免） 

第８条 学生又は当該学生の学資を主として負担している者が、災害等やむを得ない事由

により学費の納入が困難になったときは、学費の全額又は一部を免除することがある。 

２ 大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等の減免については、別に定

める。 

３ 国費外国人留学生の学費（研究生研究料及び指導料を含む。）の減免については、別に

定める。 

 

（除 籍） 

第９条 学費について、当該納入期限経過後督促してもなお未納の場合には、本学学則３０

条第１項第４号に基づき除籍処分とする。 

２ 除籍処分となった場合には、当該学費未納学期は在籍期間として認めない。 

 

（除籍取消） 

第１０条 学費未納により除籍となった者が、当該最終督促納入期限の翌月内に限り、未納

分学費を納入して除籍取消を希望した場合には、薬学部教授会の議を経て学長は除籍処

分を取り消すことができる。 

２ 前項に係わらず、学費未納期間が当該学期を超えた場合には、除籍処分を取り消すこと

はできない。 
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3 

 

（所 管） 

第１１条 この規程に係る事務は、薬学総務部管理課、薬学学務部学生課、薬学学務部教務

課が分担して行う。 

 

（雑 則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、薬学部及び大学院薬学研究科の学費納入に関す

る事項並びに入学検定料等は、必要に応じて別に定める。 

 

（改 廃） 

第１３条 この規程の改廃は、薬学部教授会及び薬学研究科教授会並びに法人運営会議の

議を経て、理事長が行う。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日より施行する。（平成２６年１２月１６日 理事会承認） 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日より施行する。（平成２７年２月１７日 理事会承認） 

 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。（平成２８年３月１５日 理事会承認） 

 

附 則 

この規程は、平成３０年１月３０日から施行する。（平成３０年１月３０日 理事会承認） 

 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。（令和２年３月１９日 理事長承認） 

 

附 則 

１ この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規程において、令和３年４月１日に大阪薬科大学から薬学部並びに大学院薬学

研究科に転入学した学生の入学年度については、大阪薬科大学に入学した年度を入学

年度として取り扱う。 

 

附 則 

 この改正は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

 この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

 

2 

 

（留年者の学費） 

第６条 留年した年度及びその前年度を休学していない薬学部留年者のうち、次の各号の

一に該当する者については、授業料の半額（最終学年の場合は学費の半額）を免除する。 

(1)  １年次に課せられた必修科目及び選択必修科目の未修得科目が５科目以下で留年

した１年次生 

(2)  ２年次までに課せられた必修科目及び選択必修科目の未修得科目が５科目以下で

留年した２年次生 

(3)  ３年次までに課せられた必修科目及び選択必修科目の未修得科目が５科目以下で

留年した３年次生 

(4)  ４年次までに課せられた必修科目及び選択必修科目の未修得科目が５科目以下で

留年した４年次生 

(5)  ６年次生 

 

（既納の学費の返還） 

第７条 既納の学費は、これを返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、これ

を返還する。 

(1)  入学許可を得た者が、定められた期限までに入学辞退を申し出た場合 

(2)  学費を納入した者が、学期の始め又は途中で休学を認められた場合 

(3)  学費の過払い等があり、返還することが認められた場合 

 

（学費の減免） 

第８条 学生又は当該学生の学資を主として負担している者が、災害等やむを得ない事由

により学費の納入が困難になったときは、学費の全額又は一部を免除することがある。 

２ 大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等の減免については、別に定

める。 

３ 国費外国人留学生の学費（研究生研究料及び指導料を含む。）の減免については、別に

定める。 

 

（除 籍） 

第９条 学費について、当該納入期限経過後督促してもなお未納の場合には、本学学則３０

条第１項第４号に基づき除籍処分とする。 

２ 除籍処分となった場合には、当該学費未納学期は在籍期間として認めない。 

 

（除籍取消） 

第１０条 学費未納により除籍となった者が、当該最終督促納入期限の翌月内に限り、未納

分学費を納入して除籍取消を希望した場合には、薬学部教授会の議を経て学長は除籍処

分を取り消すことができる。 

２ 前項に係わらず、学費未納期間が当該学期を超えた場合には、除籍処分を取り消すこと

はできない。 
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